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法令集

法令－１ 宮代町防災会議運営要綱

宮代町防災会議運営要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、宮代町防災会議条例（昭和３９年宮代町条例第２１号）に基づき、宮代町防災会

議（以下「防災会議」という。）の運営に関し、必要な事項を定める。

（会議）

第２条 防災会議は、会長が召集し、その議長となる。

２ 防災会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによ

る。

３ 防災会議を召集するときは、会議の日時、場所及び議題を定め、委員に通知しなければならない。

（異動等の報告）

第３条 委員に異動のあった場合、後任者は直ちに役職、氏名及び異動年月日を会長に報告しなければ

ならない。

（会長の専決処分）

第４条 防災会議の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、会長において処理する

ことができる。

２ 前項の規定により処理したときは、会長は次の防災会議においてこれを報告しなければならない。

（専門委員）

第５条 専門委員は、防災会議に出席して意見を述べることができる。

（会議録）

第６条 会長は、会議録を作成し、次の事項を記録しておかなければならない。

（１）会議の日時及び場所

（２）出席者の役職及び氏名

（３）会議に付した案件及び審議の経過

（４）議決した事項

（５）その他の事項

（検討組織）

第７条 防災会議に宮代町地域防災計画の内容及び実施計画の進行管理等を検討するため、宮代町防災

計画検討委員会（以下「委員会」という。）を置くことができる。

２ 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する者をもって構成する。

（１）条例第３条第５項に掲げる委員

（２）自主防災活動を積極的に行っている組織の代表者

（３）公募による市民（宮代町市民参加条例（平成１５年宮代町条例第２９号）第２条第１号に掲げ

る者をいう。）

（４）防災に関する専門的知識及び経験を有する者
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３ 委員会の委員は、１８人以内とする。

４ 委員会の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員会の委員が欠けた場合の補欠

委員の任期は、前任者の残任期間とする。

５ 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決める。

６ 委員長は、会議の議長となり、委員会の会議を総理する。

７ 委員長に事故あるときは、副会長が、その職務を代理する。

８ 委員長は、会議録を作成し、会長に報告するものとする。

（事務局）

第８条 防災会議の事務を処理するための事務局を置く。

２ 防災会議の庶務は、町民生活課において処理する。

（事務局の所掌事務）

第９条 事務局は、次の事項を処理する。

（１）防災会議及び幹事会の召集事務に関すること。

（２）議案の作成及び幹事会の召集事務に関すること。

（３）災害時における情報の収集に関すること。

（４）地域防災計画作成のための資料の収集に関すること。

（５）災害に関係ある各課並びに関係機関相互の連絡調整に関すること。

（６）その他会長が命ずる事項

（雑則）

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

附 則

この要綱は、昭和６３年１１月１日から施行する。

附 則（平成６年１２月２０日）

この要綱は、平成６年１２月２０日から施行する。

附 則（平成１８年要綱第７号）

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則（平成２２年要綱第２号）

この要綱は制定の日から施行し、この要綱による改正後の宮代町防災会議運営要綱の規定は、平成２２

年４月１日から適用する。
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法令－２ 宮代町安心安全まちづくり推進事業補助金交付要綱

宮代町安心安全まちづくり推進事業補助金交付要綱

（目的）

第１条 町は、災害や犯罪に強い安心で安全なまちづくりの推進を目的に、地域に密着した自主防災及

び防犯組織の設立及び活動を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付する。

２ 前項の補助金の交付に関しては、宮代町補助金等の交付手続等に関する規則（昭和５８年宮代町

規則第７号）に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

（定義）

第２条 この告示において、「自主防災組織」及び「自主防犯組織」とは、地域に密着した組織で、行

政区、自治会及び事業所単位、又はそれらを連合とした防災及び防犯に関する活動組織で町長に設立

の届出（様式第１号）のあったものをいう。

（補助対象者）

第３条 この補助金を受けることができるものは、次のとおりとする。

（１）前条に定義する組織で、構成員が概ね１０人以上であるもの。

（２）第１条の目的を達成するための活動計画又は活動のための明確な意思があるもの。

（補助対象事業）

第４条 補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次の各号に掲げるとおりとし、具体

的な内容及び例示については別表第１に掲げるとおりとする。

（１）自主防災活動事業

ア 防災用の資機材の購入費

イ 防災拠点の整備に要する経費

ウ 防災訓練の実施に要する経費

エ 防災に関する意識啓発及び研修に要する経費

（２）自主防犯活動事業

ア 防犯用の資機材の購入費（防犯パトロールに要する経費）

イ 防犯に関する意識啓発、研修及び訓練に要する経費

ウ 地域環境改善活動に要する経費

（補助基準及び補助金の額）

第５条 補助事業に対する補助基準及び補助金の額は別表第２のとおりとし、補助金の額に１００円未

満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

２ 前項の経費については、毎年度１度に限って補助対象とする。ただし、別表第２に規定する防災

資機材の購入費及び防災拠点の整備に要する経費に係る次年度以降の補助金については、６月末日

までに交付申請を行うものとする。

（交付申請）

第６条 この補助金を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、宮代町安心安全まちづくり推

進事業補助金交付申請書（様式第２号及び様式第３号）に、別表第２に掲げる書類を添付して町長に

提出しなければならない。

（交付決定）

第７条 補助金の交付決定は、宮代町安心安全まちづくり推進事業補助金交付決定通知書（様式第４号）

により行うものとする。
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（補助金の請求）

第８条 補助金の交付決定を受けたもの（以下「補助事業者」という。）は、速やかに宮代町安心安全

まちづくり推進事業補助金交付請求書（様式第５号）を町長に提出するものとする。

２ 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助事業者に対して補助金を交付するものと

する。

（変更の承認申請等）

第９条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けたのち、補助金の申請内容を変更する場合又は補助事

業を中止若しくは廃止しようとするときは、宮代町安心安全まちづくり推進事業変更（中止、廃止）

承認申請書（様式第６号）を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

２ 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、宮代町安心安全まちづく

り推進事業補助金変更（中止、廃止）承認決定通知書（様式第７号）により通知する。

３ 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場

合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

（実績報告）

第１０条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、宮代町安心安全まちづくり推進事業実績報告書

（様式第８号及び様式第９号）を町長に提出しなければならない。

（額の確定）

第１１条 町長は、実績報告書の提出があったときは、当該報告書の審査及び現地調査を行い、補助事

業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、

宮代町安心安全まちづくり推進事業補助金の額の確定通知書（様式第１０号）により速やかに補助事

業者に通知する。

（補助金の返還）

第１２条 補助事業者が虚偽その他不正により補助金の交付を受けたとき、又は補助金の交付決定に付

した条件に反したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

（検査）

第１３条 町長は補助金の交付を受けた自主防災及び防犯組織に対し、必要があると認めるときは、検

査を行うことができる。

（その他）

第１４条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、平成１８年４月１日から施行する。

（宮代町自主防災組織補助金交付要綱の廃止）

２ 宮代町自主防災組織補助金交付要綱（平成８年宮代町告示第２８号）は廃止する。

附 則（平成２０年告示第５２号）

３ この告示は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平成２１年告示第４４号）

４ この告示は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則（平成２２年告示第８８号）
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５ この告示は、制定の日から施行し、この告示による改正後の宮代町安心安全まちづくり推進事業

補助金交付要綱の規定は、平成２２年４月１日から適用する。

附 則（平成２５年告示第４５号）

６ この告示は、平成２５年４月１日から施行する。
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別表第１(第４条関係)

事業
区分

経費区分 内 容

自
主
防
災
活
動
事
業

ア 防災用の資機材の購入費 ①本部運営用
作業服、ヘルメット、腕章、帽子、テント、発電機、投光器、コードリール、
災害用簡易トイレ 等

②情報収集用
トランシーバー、受令機、携帯用ラジオ 等

③消火用
消火器、バケツ、防火服、可搬式動力ポンプ、消防用ホース 等

④救出救護用
はしご、のこぎり、ハンマー、バール、掛矢、スコップ、つるはし、リヤカ
ー、一輪車、ジャッキ、ロープ、担架、斧、救急セット、毛布、ＡＥＤ（自
動体外式除細動器） 等

⑤給食給水用
鍋、釜、携帯コンロ、ポリタンク、浄水機 等

⑥避難誘導用
避難誘導旗、トランジスターメガホン、強力ライト 等

⑦防災倉庫
自主防災倉庫

⑧その他
町長が特に必要と認めたもの

イ 防災拠点の整備に要する経費

① 設備設置費
かまど付きベンチ、情報掲示板等

②備品等購入費
発電機、緊急用照明器具、無線設備、AED(自動体外式除細動器)等

③工事費
生活用水用井戸、マンホールトイレ用排水設備、集会所改修工事等

④その他
町長が特に必要と認めたもの

ウ 防災訓練の実施に要する経費 ①情報収集訓練

②初期消火訓練

③救出、救護訓練

④避難誘導及び避難訓練

⑤炊き出し、給水訓練

⑥図上訓練

⑦避難所体験訓練

⑧その他、実践活動を伴う訓練

エ 防災に関する意識啓発及び研
修に要する経費

①研修会に要する講師謝金

②研修会用パンフレットの購入費

③事務用品の購入費、印刷費等（飲料費は対象外）

自
主
防
犯
活
動
事
業

ア 防犯用の資機材の購入
（パトロールに要する経費）

帽子、腕章、タスキ、ジャンパー、ベスト、名札、懐中電灯、信号灯、ホイッ
スル、パトロール中表示シート・プレート、のぼり旗、保険代 等

イ 防犯に関する意識啓発、研修
及び訓練に要する経費

①研修会の実施に要する経費
講師謝金、講師旅費、会場使用料 等

②研究、啓発、ワークショップに要する経費
防犯マップ作成経費、パンフレット、ちらし、ポスター、立看板作成費 等

ウ 地域環境改善活動に要する経
費

①落書き消しに要する経費
溶剤、マスク、刷毛 等

②死角となる危険箇所の是正に伴う経費
のこぎり、脚立、ゴミ袋 等

（注１）会場使用料、資料作成、飲料費を対象とし、弁当、茶菓子代は対象外とする。
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別表第２（第５条関係）

補助対象区分 補助金額 申請書類及び添付書類

自
主
防
災
活
動

ア 防災用の資
機材の購入費

①初年度

・設立の日から５年未満で初めて補助を受ける団体

購入金額の４分の３以内の額で上限額４００,０００円

②次年度以降

・①を受けた団体又は設立の日から６年未満の団体

購入金額の２分の１以内の額で上限額２００,０００円

（注１）

・設立の日から６年以上１１年未満の団体

購入金額の２分の１以内の額で上限１５０,０００円

（注１）

・・設立の日から１１年以上の団体

購入金額の２分の１以内の額で上限１００,０００円

（注１）

・防災資機材購入計画書（品

名、規格、数量、単価、金額、

資機材の保管場所）

・見積書、仕様書（カタログ）

及び保管場所又は設置場所

図面

・土地所有者承諾書（防災倉庫

の場合）

イ 防災拠点の
整備に要する
経費

①初年度

防災集会所整備を開始した日から５年未満で初めて補

助を受ける団体

購入金額の４分の３以内の額で上限額４００，０００円

②次年度以降(注１)

・①を受けた団体又は整備開始の日から６年未満の団体

購入金額の２分の１以内の額で上限額２００，０００円

・整備開始の日から６年以上１１年未満の団体

購入金額の２分の１以内の額で上限額１５０，０００円

・整備開始の日から１１年以上の団体購入金額の２分の１

以内の額で上限額１００，０００円

・集会所等拠点整備計画書

・見積書、仕様書(カタログ)

及び保管場所又は設置場所

図面

ウ 防災訓練の実
施に要する経費

①（世帯数×１００円)＋１０,０００円×団体数

②実支出額

③①及び②のいずれか少ない額で上限１５０,０００円

（注２）

・実施計画書（実施要領）

予算書
エ 防災に関する
意識啓発及び研
修に要する経費

自
主
防
犯
活
動

ア 防犯用の資
機材の購入費
（パトロール
に要する経費）

①初年度

活動に要する経費の１／２以内の額で上限額１５０,０

００円

②次年度以降

活動に要する経費の１／２以内の額で上限額７０,００

０円

・防犯パトロール等事業計画書

（実施要領）

・パトロール実施者名簿

・見積書、仕様書（カタログ）

イ 防犯に関す
る意識啓発、研
修及び訓練に
要する経費

①（世帯数×１００円)＋２０,０００円

②実支出額

③①及び②のいずれか少ない額

・実施計画書（実施要領）

予算書

ウ 地域環境改
善活動に要す
る経費

（注１）前年度までに埼玉県消防防災設備等整備費補助金を活用し、資機材の整備を受けた団体が当該

補助金を申請する場合は、次年度以降の補助金の補助率及び上限額を適用する。また、当該年

度にコミュニティ助成事業助成金と安心安全まちづくり推進事業補助金の両方を受けること

はできない。

（注２）事前打合、反省会、事後の広報等に係る経費は対象外とする。
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法令－３ 宮代町防災行政用無線局管理運用規程

宮代町防災行政用無線局管理運用規程

（目的）

第１条 この訓令は、宮代町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通

信の確保を図るため設置する宮代町防災行政用無線局（以下「無線局」という。）の管理について、

電波法（昭和２５年法律第１３１号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。

（定義）

第２条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）無線局 電波法第２条第５号に規定する無線局をいう。

（２）固定系親局 特定の２以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

（３）固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

（４）無線系 前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。

（５）無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備

を操作する資格を有する者をいう。

（無線局の回線構成）

第３条 無線局の回線構成及び配置等は別表のとおりとする。

（無線系の総括管理者）

第４条 無線系に総括管理者を置く。

２ 総括管理者は、無線系の管理・運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

３ 総括管理者は、町長の職にある者を充てる。

（管理責任者）

第５条 無線系に管理責任者を置く。

２ 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理・運用の業務を行うとともに通信取扱

責任者・管理者を指揮監督する。

３ 管理責任者は、町民生活課長の職にある者を充てる。

（通信取扱責任者）

第６条 無線系に通信取扱責任者を置く。

２ 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け無線局を管理・運用し、無線局に係る業務を所掌する。

３ 通信取扱責任者は、管理責任者がその職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これ

に充てる。

（管理者）

第７条 次の所には、管理者を置く。

（１）固定系親局の通信操作を行う部署

（２）固定系遠隔制御器を配備した埼玉東部消防組合宮代消防署（以下「宮代消防署」という。）の

部署

２ 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に設置した無線局においては施設等の管理・監督の

業務を所掌する。

３ 管理者は、第１項第１号に掲げる部署にあっては町民生活課長、同項第２号に掲げる部署にあっ

ては署長をもって充てる。
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（無線従事者の配置養成等）

第８条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するも

のとする。

２ 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため常に無線従事者の養成に留意するものと

する。

３ 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため毎年４月１日をもって無線従事者名簿（様式第

１号）を作成するものとする。

（無線従事者の任務）

第９条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌（様式第

２号）の記載を行う。

（通信取扱者）

第１０条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線

局の運用を行う。

２ 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。

（備え付け書類等の管理）

第１１条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

２ 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

３ 無線業務日誌は、毎日、管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。

４ 通信取扱責任者は、無線業務日誌抄録（様式第３号）を毎年１２月までに作成し、管理責任者に

提出するものとする。

５ 通信取扱責任者は、無線従事者選解任届（様式第４号）及び無線業務日誌抄録の写しを整理保管

しておくものとする。

（無線局の運用）

第１２条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。

（無線設備の保守点検）

第１３条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。

（１）毎日点検

（２）月点検

（３）年点検

２ 点検項目については、無線設備の点検表（様式第５号）のとおりとする。

３ 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

（１）毎日点検は通信取扱責任者又は管理者

（２）月点検は管理責任者

（３）年点検は総括管理者

４ 予備装置及び予備電源については、毎月１回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくも

のとする。

５ 点検の結果異常を発見したときは、直ちに責任者に報告するものとする。

（通信訓練）

第１４条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため次によ

り定期的な通信訓練を行うものとする。
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（１）総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年１回以上

（２）定期通信訓練

２ 訓練は、通信統制訓練・住民への管理通報等の伝達訓練及び移動系による情報収集伝達訓練を重

点として行うものとする。

（研修）

第１５条 総括管理者は、毎年１回以上、通信取扱者等に対して電波法令等関係法令及び運用細則並び

に無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。

（部外設置の固定系遠隔制御器の管理）

第１６条 部外に設置する固定系遠隔制御器の管理については、別に定める細則によるものとする。

附 則

この訓令は、昭和５９年４月１日から施行する。

附 則（平成６年訓令第５号）

この訓令は、平成６年４月１日から施行する。

附 則（平成９年訓令第４号）

この訓令は、平成９年４月１日から施行する。

附 則（平成１２年訓令第４号）

この訓令は、平成１３年１月６日から施行する。

附 則（平成１７年訓令第２号）

この訓令は、平成１７年２月１４日から施行する。

附 則（平成１７年訓令第７号）

この訓令は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則（平成２３年訓令第４号）

この訓令は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則（平成２６年訓令第１０号）

この告示は、制定の日から施行する。

附 則（平成２７年訓令第３号）

この告示は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則（平成２９年訓令第６号）

この告示は、平成３０年１月２７日から施行する。
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別表（第３条関係）

屋外拡声子局・再送信子局一覧

管理

番号
屋外子局名称 設置場所

管理

番号
屋外子局名称 設置場所

001 第一浄水場 宮代町字山崎２６６番地１ 025
西粂原農業集落

排水施設付近
宮代町大字西粂原１３４５番地１

002 逆井集会所 宮代町字逆井１２０番地 026 須賀御霊大権現神社 宮代町大字須賀２０４１番地１

003 山崎ア一チェリー場 宮代町字山崎１２番地 027 東粂原グラウンド 宮代町大字東粂原３６９番地１

004 金原集会所 宮代町字金原４３番地 028 西粂原第９水源付近 宮代町大字西粂原１６３番地１

005 百間小学校 宮代町字西原２６１番地 029 金剛寺 宮代町大字須賀１０６９番地１

006 中集会所 宮代町字中１０８番地 030 学園台グラウンド 宮代町学園台二丁目９６１番地１

007 中寺集会所 宮代町字東１２２番地１ 031 学園台あおぎり公園 宮代町学園台三丁目７９５－８

008 姫宮南遊水池 宮代町東姫宮二丁目９０４番地１４１ 032 日本工業大学 宮代町学園台四丁目１

009 東集会所付近 宮代町字東４２１番地２ 033 学園台ゆきやなぎ公園 宮代町学園台一丁目９０９番地１６０

010 姫宮北第１遊水池 宮代町東姫宮一丁目６８８番地２２２ 034 八河内集会所付近 宮代町大字国納８１５番地１

011 学校給食センター 宮代町字金原５２４番地３ 035 和戸天満宮 宮代町大字和戸１００３番地１

012 西原児童公園 宮代町字西原５０５番地１ 036 ふるとねの郷 宮代町大字和戸８５８番地２

013 逆井広場 宮代町字山崎８５７番地 037 高野川児童公園 宮代町大字須賀２２６８番地１

014 宮代町役場 宮代町笠原一丁目４番１号 038 和戸児童公園 宮代町和戸三丁目１９５番地１

015 分教場跡地 宮代町宮代ニ丁目１９１番地２ 039 宮代台中央公園 宮代町宮代台三丁目３９７番地１２５

016 風土記の丘公園 宮代町字道佛２９７番地２ 040 国納霊園 宮代町大字国納１８７番地１

017 新道集会所 宮代町中央二丁目９－３ 041 桃山台中央公園 宮代町大字和戸２１０３番地１９６

018 切戸会館 宮代町百間一丁目３ 042 宮東配水場 宮代町字宮東５１番地

019 弁天会館付近 宮代町百間三丁目１２６番地１ 043 宮東正福坊 宮代町字宮東４８１番地

020 東小学校 宮代町百間五丁目８－４８ 044 姫宮神社 宮代町字姫宮３７３番地１

021 若宮集会所 宮代町字中島３８６番地１ 045 姫宮成就院幼稚園 宮代町字宮東９２２番地１

022 中須集会所 宮代町字中島９４番地４ 046 川端公民館 宮代町字川端６４６番地４

023 西粂原集会所 宮代町大字西粂原６６０番地１ 047 姫宮駐在所前 宮代町川端一丁目３４０番地２

024 須賀中学校 宮代町大字須賀１４２６番地１ 048 川端集会所 宮代町川端三丁目１３番２７号
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法令－４ 災害弔慰金の支給等に関する条例

災害弔慰金の支給等に関する条例

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和４８年法律第８２号。以下「法」という。）

及び同法施行令（昭和４８年政令第３７４号。以下「令」という。）の規定に準拠し、暴風豪雨等の

自然災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体

に著しい障害を受けた町民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯

の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって町民の福祉及び生活の安定に資することを目

的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

（１）災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずる

ことをいう。

（２）町民 災害により被害を受けた当時、この町の区域内に住所を有した者をいう。

第２章 災害弔慰金の支給

（災害弔慰金の支給）

第３条 町は、町民が令第１条に規定する災害（以下この章及び次章において単に「災害」という。）

により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

（災害弔慰金を支給する遺族）

第４条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第３条第２項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲

げるとおりとする。

（１）死亡者の死亡時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族（兄弟姉妹を除く。

以下この号及び次号において同じ。）を先にし、その他の遺族を後にする。

（２）前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

ア 配偶者

イ 子

ウ 父母

エ 孫

オ 祖父母

（３） 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹

がいるときは、その兄弟姉妹（死亡した者の死亡時その者と同居し、又は生計を同じくしていた

者に限る。）に対して、災害弔慰金を支給するものとする。

２ 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖

父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし父母の養父母を先にし、実父母を

後にする。

３ 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により前２項の規定により難いときは、前２項の規定にか

かわらず、第１項の遺族のうち町長が適当と認める者に支給することができる。

４ 前３項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が２人以上あるときは、そ

の１人に対してした支給は、全員に対しされたものとみなす。
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（災害弔慰金の額）

第５条 災害により死亡した者１人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死

亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっ

ては５００万円とし、その他の場合にあっては２５０万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る

災害に関し、既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支

給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

（死亡の推定）

第６条 災害の際、現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第４条の規定によ

るものとする。

（支給の制限）

第７条 弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

（１）当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

（２）令第２条に規定する場合

（３）災害に際し、町長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、町長が支

給を不適当と認めた場合

（支給の手続）

第８条 町長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより

支給を行うものとする。

２ 町長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第３章 災害障害見舞金の支給

（災害障害見舞金の支給）

第９条 町は、町民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき（その症状が固定したときを

含む。）に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該町民（以下「障害者」という。）に対し、災

害障害見舞金の支給を行うものとする。

（災害障害見舞金の額）

第１０条 障害者１人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にか

かった当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては、２５０万円と

し、その他の場合にあっては１２５万円とする。

（準用規定）

第１１条 第７条及び第８条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

第４章 災害援護資金の貸付け

（災害援護資金の貸付け）

第１２条 町は、令第３条に掲げる災害により、法第１０条第１項各号に掲げる被害を受けた世帯の町

民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

２ 前項に掲げる世帯は、その所得について法第１０条第１項に規定する要件に該当するものでなけ

ればならない。

（災害援護資金の限度額等）

第１３条 災害援護資金の１災害における１世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の

種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
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（１）療養に要する期間がおおむね１月以上である世帯主の負傷（以下「世帯主の負傷」という。）

があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね３分の１以上である損害（以下「家

財の損害」という。）及び住居の損害がない場合 １５０万円

イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 ２５０万円

ウ 住居が半壊した場合 ２７０万円

エ 住居が全壊した場合 ３５０万円

（２）世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 １５０万円

イ 住居が半壊した場合 １７０万円

ウ 住居が全壊した場合（エの場合を除く。） ２５０万円

エ 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 ３５０万円

（３）第１号のウ又は前号のイ若しくはウにおいて被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存

部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「２７０万円」とあるのは「３

５０万円」と、「１７０万円」とあるのは「２５０万円」と、「２５０万円」とあるのは「３５０

万円」と読み替えるものとする。

２ 災害援護資金の償還期間は１０年とし、据置期間はそのうち３年（令第７条第２項括弧書の場合

は５年）とする。

（利率）

第１４条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き

年３パーセントとする。

（償還等）

第１５条 災害援護資金は、年賦償還（又は半年賦償還）とする。

２ 償還の方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰

上償還をすることができる。

３ 償還免除、保証人、一時償還、違約金及び償還金の支払の猶予については、法第１３条第１項、

令第８条から第１２条までの規定によるものとする。

第５章 雑則

（規則への委任）

第１６条 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和４９年４月１日から適用する。

附 則（昭和５０年条例第３号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（昭和５８年条例第７号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（昭和６２年条例第１２号）

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第１３条第１項の規定は、昭和６１年７月１０日以後に

生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

附 則（平成５年条例第２２号）
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この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成５年条例第２２号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成２８年条例第１９号）

この条例は、公布の日から施行する。
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法令－５ 宮代町開発指導要綱（抜粋）

宮代町開発指導要綱（抜粋）

第１章 総則

第１条～第２条 略

（適用範囲）

第３条 この要綱は、宮代町内において開発行為等を行う場合で、次の各号のいずれかに該当するもの

について適用する。

（１）開発区域の面積が５００㎡以上の開発行為

（２）開発区域における６戸以上の建築行為

（３）都市計画法第４条第１１項に規定する特定工作物及び町長が必要と認める開発行為等

（４）東姫宮一丁目及び二丁目の区域のうち別図１（略）に示す区域における開発行為等２ 前項の

規定にかかわらず、同一の開発者が過去１年以内に行った開発行為等がこの要綱の適用範囲外であ

った場合において、過去の開発行為等とそれに隣接する土地において行う新たな開発行為等の面積

又は戸数の合計等が前項第１号又は第２号に該当することになるものについては、この要綱を適用

する。

第４条 略

第２章 事前協議の手続き 略

第５条～第１３条 略

第３章 開発行為等の基準（土地利用）

第１４条 開発者は、開発区域内の土地利用計画策定に当たっては、埼玉県又は町が都市計画法第１１

条第１項各号に基づく都市施設に関する都市計画等を定め、又は定めようとしているときは、これに

適合させなければならない。

（宅地分譲の最低敷地面積）

第１５条 開発行為等による１区画当たりの最低敷地面積は、１２０㎡とする。ただし、地区計画等が

定められている区域においては、当該計画等に定める面積とする。

２ 開発者は、やむを得ない事由により前項に規定する１区画当たりの最低敷地面積に満たないもの

がある場合は、最低敷地面積に関する理由書（様式第１０号）を町長に提出しなければならない。

第１６条～第１７条 略

（道路側空地の確保）

第１８条 開発者は、既存道路に接した開発行為等に当たっては、できる限り道路側に空地を確保する

施設等の配置としなければならない。

第１９条～第２０条 略

（緑化）

第２１条 開発者は、開発区域内に町指定の保存すべき樹木・樹林及び生垣等がある場合は、関係管理

者と事前に協議し、その保全に努めるものとする。

２ 開発者は、緑豊かな都市空間を創出するため、敷地境界線に塀等を設ける場合はコンクリートブ

ロック等はできる限り避けて生垣又はフェンス等とし、開発区域の面積の１０％以上かつ１０㎡当

たり１０本以上の植栽を行うものとする。ただし、緑化計画書（様式第１２号）を提出することに

より、別表２（略）による緑化面積とすることができる。
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３ 開発者は、前項の規定にかかわらず、戸建て住宅の建築を目的とする開発行為等を行う場合は、

同項の規定に基づく緑化面積及び植栽の本数に近づけるよう努めるものとし、その旨を譲受人及び

建築主等に誠実に引き継ぐものとする。

４ 開発者は、１つの建築物の敷地面積が１，０００㎡以上の開発行為等を行う場合は、ふるさと埼

玉の緑を守り育てる条例（昭和５４年埼玉県条例第１０号）の規定に基づく届出を行うとともに、

その写しを町長に提出するものとする。

５ 開発者は、町の木（シイガシ）及び町の花（ハクモクレン）の開発区域内への植栽に努めるもの

とする。

第２２条 略

（道路）

第２３条 開発者は、道路の計画及び設計施工に当たっては、関係管理者と事前に協議するとともに、

道路構造令（昭和４５年政令第３２０号）、埼玉県の指導による開発行為の審査に係る技術基準及び

次に掲げるすべての事項を遵守しなければならない。ただし、特別な事情がある場合は、関係管理者

と別途協議するものとする。

（１）既設の主要公道から開発区域への取付道路及び外周道路の幅員は、原則として６ｍ以上とする

こと。

（２）開発区域内の道路の両端には、路面排水施設（長尺Ｕ型側溝）を設け、流末施設に接続させる

こと。

（３）道路を横断する暗渠又は車道横断用ロングＵ字溝については、両側に沈砂枡（グレーチング蓋

（細目）かけ）を設けるとともに、側溝にはすべて蓋掛けをし、１０ｍごとに１箇所の点検用レ

ンジ蓋を設置すること。

（４）Ｕ字溝の規格は、幅員６ｍ以上の道路については内幅３００mm 以上、幅員６ｍ未満の道路につ

いては内幅２４０mm 以上とすること。

（５）道路には、電柱その他交通の障害となる施設を設けないこと。

（６）道路の法敷には、崩壊防止施設及び防護さく等の安全施設を設けること。

（７）道路の占有に当たっては、宮代町道路占用規則（平成２年規則第２３号）を遵守すること。

（８）町に帰属することとなる道路の路面は、全面舗装とし、縦断勾配が６％を超える道路について

は、樹脂系すべり止め舗装を行うこと。

（９）町に帰属することとなる道路は通り抜けが可能となるように配置し、幅員は原則として５ｍ以

上とすること。

（１０）町が開発区域内において道路の新設又は改良を予定している場合は、その計画に基づいて開

発者が費用を負担し、施工すること。

第２４条～第２８条 略

（公園）

第２９条 開発者は、開発区域の面積が３，０００㎡以上の宅地分譲、共同住宅及びそれに類する開発

行為等に当たっては、開発区域面積の３％以上かつ１００㎡以上の公園を設置しなければならない。

ただし、開発区域内の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場が存する場合で特に町長が設置の必要は

ないと認めるときは、この限りでない。

２ 公園の基本構造については、外部からの見通しを良くするなど防犯面に配慮し、次に掲げる事項

を遵守しなければならない。
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（１）原則として、２箇所以上の出入り口を設け、自転車、バイク等が進入できない構造とすること。

（２）出入り口の１箇所については、作業車が進入できる構造とし、取り外しができる車止めを設け

ること。

（３）出入り口には門柱を設け、周囲にはネットフェンス、生垣その他これに類するものを設けるこ

と。

（４）前３号に掲げるもののほか、公園内の緑化及び遊戯施設等については、関係管理者と別途協議

すること。

第３０条 略

（集会施設等）

第３１条 開発者は、１００区画以上の宅地又は１００戸以上のマンション分譲等を目的とする開発行

為等に当たっては、開発区域及び周辺住民の利便性の向上並びにコミュニティの形成を図るために必

要となる集会施設等の設置について関係管理者と事前に協議し、必要に応じて開発者の負担で整備す

るものとする。

２ 前項の規定により整備した集会施設等の維持管理等については、利用者で組織する団体等が行う

ものとする。

第３２条～第３４条 略附 則 略

法令－６ 宮代町職員服務規程（抜粋）

宮代町職員服務規程（抜粋）

第１条～第３２条 略

（緊急登庁）

第３３条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、速やかに登庁しなけれ

ばならない。

（非常災害時の警備）

第３４条 前条の規定により登庁した者は、直ちに、次の各号に掲げる処置をして上司の指示を受けな

ければならない。

（１）非常持出書類を搬出し、保管すること。

（２）金庫及び重要物件を警備すること。

（非常災害時の警備訓練）

第３５条 総務課長は、非常時の警備について職員の担任を定め、適宜訓練を実施し、非常時に備えな

ければならない。

附 則 略
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法令－７ 宮代町国民健康保険税条例（抜粋）

宮代町国民健康保険税条例（抜粋）

第１条～第２４条 略

（国民健康保険税の減免）

第２５条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、国民

健康保険税を減免する。

（１）災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

（２）当該年度において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認

められる者

（３）次のいずれにも該当する者（資格取得日の属する月以後２年を経過する月までの間に限る。）

の属する世帯の納付義務者

ア 被保険者の資格を取得した日において、６５歳以上である者

イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者（当該資格を取

得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。）の被扶養

者であった者

（ア）健康保険法の規定による被保険者（同法第３条第２項の規定による日雇特例被保険者を

除く。）

（イ）船員保険の規定による被保険者

（ウ）国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

（エ）私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）の規定による私立学校教職員共済

制度の加入者

（オ）健康保険法第１２６条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健

康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者（同法第３条第２項

ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間

内にある者及び同法第１２６条第３項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納し

た者を除く。）

２ 前項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項

を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなけれ

ばならない。

（１）納税義務者の住所、氏名及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第５項に規定する個人番号

（２）納期限及び税額

（３）減免を受けようとする理由

３ 第１項の規定によって国民健康保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、

直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

第２６条～第２８条 略

附 則 略
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法令－８ 宮代町税条例（抜粋）

宮代町税条例（抜粋）

第１章 総則

第１条～第１８条 略

（災害等による期限の延長）

第１８条の２ 町長は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める

申告、申請、請求その他書類の提出（審査請求に関するものを除く。）又は納付若しくは納入（以下

本条中「申告等」という。）に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合に

は、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長するものとする。

２ 前項の指定は、町長が公示によって行うものとする。

３ 町長は、災害その他やむを得ない理由により、申告等に関する期限までにこれらの行為をするこ

とができないと認める場合には、第１項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申

請により、その理由のやんだ日から納税者については２月以内、特別徴収義務者については３０日

以内において、当該期限を延長するものとする。

４ 前項の申請は、同項に規定する理由がやんだ後速やかに、その理由を記載した書面でしなければ

ならない。

５ 町長は、第３項に規定する期限を延長したときは、期日その他必要な事項を納税者又は特別徴収

義務者に通知しなければならない。当該期限の延長を認めないときも、また同様とする。

第１８条の３～第２２条 略

第２章 普通税

第２３条～第５０条 略

（町民税の減免）

第５１条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち町長において必要があると認めるものに対

し、町民税を減免する。

（１）生活保護法の規定による保護を受ける者

（２）中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている者

（３）当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認め

られる者

（４）学生及び生徒

（５）公益社団法人及び公益財団法人

（６）前各号に掲げるもののほか、特別の事由があるもの

２ 前項の規定によって町民税の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載し

た申告書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

（１）納税義務者の氏名及び住所又は居所（法人にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び

法人番号）

（２）法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間、納期限及び税額

（３）減免を受けようとする事由

３ 第１項の規定によって町民税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちに

その旨を町長に申告しなければならない。

第５２条～第５３条の１２ 略

（固定資産税の納税義務者等）

第５４条 固定資産税は、固定資産（土地、家屋及び償却資産を総称する。以下固定資産税について同

じ。）に対し、その所有者（質権又は１００年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土

地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同じ。）に課する。
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２ 略

３ 略

４ 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によって不明である場合にあっては、

その使用者を所有者とみなして、これを固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課する。

５ 略

６ 略

７ 略

第５５条～第７０条 略

（固定資産税の減免）

第７１条 町長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち、町長において必要があると認める

ものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免する。

（１）貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

（２）公益のために直接専用する固定資産（有料で使用するものを除く。）

（３）町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産

（４）前３号に掲げるもののほか、特別の事由があるもの

２ 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を

記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなけれ

ばならない。

（１）納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しな

い者にあっては、住所及び氏名又は名称）

（２）土地にあっては、その所在、地番、地目、地積及び価格

（３）家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格

（４）償却資産にあっては、その所在、種類、数量及び価格

（５）減免を受けようとする事由及び第１項第３号の固定資産にあっては、その被害の状況

３ 第１項の規定によって固定資産の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ち

にその旨を町長に申告しなければならない。

第７２条～第７４条 略

（被災住宅用地の申告）

第７４条の２ 法第３４９条の３の３第１項（同条第２項において準用する場合及び同条第３項（同条

第４項において準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用される場合を含む。第５項及び

次項において同じ。）の規定の適用を受けようとする者は、被災年度の翌年度又は翌々年度（避難の

指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当

該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の１月１日から起算して３年を経過する日を賦課

期日とする年度までの各年度とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の

翌年度から被災年の１月１日から起算して４年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度と

する。）の初日の属する年の１月３１日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第４号に掲げる事実

を証する書類を添付した申告書を町長に提出しなければならない。

（１）納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しな

い者にあっては、住所及び氏名又は名称）並びに当該納税義務者が令第５２条の１３第１項第３
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号から第５号まで又は第３項第３号から第５号までに掲げる者である場合にあっては、同条第１

項第１号若しくは第２号又は第３項第１号若しくは第２号に掲げる者との関係

（２）法第３４９条の３の３第１項に規定する被災住宅用地（以下この号及び次号において「被災住

宅用地」という。）の被災年度に係る賦課期日における所有者の住所及び氏名又は名称並びに当

該被災住宅用地の所在及び地積

（３）被災住宅用地の上に被災年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号

（４）前号に規定する家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等の発生した日時及びその詳細

（５）当該年度に係る賦課期日において法第３４９条の３の３第１項の規定の適用を受けようとする

土地を法第３４９条の３の２第１項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用するこ

とができない理由

（６）その他町長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

２ 法第３４９条の３の３第１項の規定の適用を受ける土地に係る被災年度の翌年度分又は翌々年

度分（避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年で

あるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の１月１日から起算して３年を経

過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合に

は、当該被災年度の翌年度から被災年の１月１日から起算して４年を経過する日を賦課期日とする

年度までの各年度分とする。）の固定資産税については、前条の規定は、適用しない。

第７５条～第８８条 略

（軽自動車税の減免）

第８９条 町長は、公益のため直接専用するものと認める軽自動車等に対しては、軽自動車税を減免す

ることができる。

２ 前項の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限までに、当該軽自動車等に

ついて減免を受けようとする税額及び次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とす

る事由を証明する書類を添付し、これを町長に提出しなければならない。

（１）軽自動車等の種別

（２）軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号

（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規

定する個人番号をいう。以下この号及び次条において同じ。）又は法人番号（同法第２条第１５

項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者

にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称）

（３）主たる定置場

（４）原動機の形式

（５）原動機の総排気量又は定格出力

（６）用途

（７）形状

（８）車両番号又は標識番号

３ 第１項の規定によって軽自動車税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直

にその旨を町長に申告しなければならない。

第９０条～第１４０条の７ 略

附 則 略
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法令－９ 法体系

法体系

災害に関する法令（条例規則等は除く）の位置付けは、次のとおりである。

災害予防・準備 災害応急対策 災害復旧・復興

基本法

公共

施設

民間

施設

被災者

災害対策基本法

大規模地震対策特別措置法、首都直下地震対策特

別措置法、水防法 等

河川法

地震防災対策特別措置法

地震防災対策強化地域
における地震対策緊急
整備事業に係る国の財
政上の特別措置に関す
る法律

密集市街地における防災
街区の整備の促進に関す
る法律

建築物の耐震改修の
促進に関する法律

災害救助法

公共土木施設災害復

旧事業費国庫負担法

各種整備法

国庫負担法

建
築
基
準
法

激
甚
災
害
法

消
防
法

警
察
法

自
衛
隊
法

日
本
赤
十
字
社
法

各種公庫・保険・補償法

災害弔慰金の支給等に

関する法律

被災者生活再建支援法
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法令－１０ 災害対策基本法（抜粋）

第１章 総則

（目的）

第１条 この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理

念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にす

るとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他

必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もつて

社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。

第２条 略

（国の責務）

第３条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのつとり、国土並びに国民の生命、身体及

び財産を災害から保護する使命を有することに鑑み、組織及び機能の全てを挙げて防災に関し万全の措置

を講ずる責務を有する。

２ 国は、前項の責務を遂行するため、災害予防、災害応急対策及び災害復旧の基本となるべき計画

を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、地方公共団体、指定公共機関、指定地方公

共機関等が処理する防災に関する事務又は業務の実施の推進とその総合調整を行ない、及び災害に

係る経費負担の適正化を図らなければならない。

３ 指定行政機関及び指定地方行政機関は、その所掌事務を遂行するにあたつては、第１項に規定す

る国の責務が十分に果たされることとなるように、相互に協力しなければならない。

４ 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、この法律の規定による都道府県及び市町村の地域防

災計画の作成及び実施が円滑に行なわれるように、その所掌事務について、当該都道府県又は市町村に

対し、勧告し、指導し、助言し、その他適切な措置をとらなければならない。

（都道府県の責務）

第４条 都道府県は、基本理念にのつとり、当該都道府県の地域並びに当該都道府県の住民の生命、身体及

び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該都道府県の地域に係

る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、その区域内の市町村及び指定

地方公共機関が処理する防災に関する事務又は業務の実施を助け、かつ、その総合調整を行う責務を有す

る。

２ 都道府県の機関は、その所掌事務を遂行するにあたつては、前項に規定する都道府県の責務が十分に

果たされることとなるように、相互に協力しなければならない。

（市町村の責務）

第５条 市町村は、基本理念にのつとり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町

村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、

当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。

２ 市町村長は、前項の責務を遂行するため、消防機関、水防団その他の組織の整備並びに当該市町村の

区域内の公共的団体その他の防災に関する組織及び自主防災組織の充実を図るほか、住民の自発的な防

災活動の促進を図り、市町村の有する全ての機能を十分に発揮するように努めなければならない。

３ 消防機関、水防団その他市町村の機関は、その所掌事務を遂行するにあたつては、第１項に規定する

市町村の責務が十分に果たされることとなるように、相互に協力しなければならない。
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（地方公共団体相互の協力）

第５条の２ 地方公共団体は、第４条第１項及び前条第１項に規定する責務を十分に果たすため必要がある

ときは、相互に協力するように努めなければならない。

（国及び地方公共団体とボランティアとの提携）

第５条の３ 国及び地方公共団体は、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性に

鑑み、その自主性を尊重しつつ、ボランティアとの連携に努めなければならない。

（指定公共機関及び指定地方公共機関の責務）

第６条 指定公共機関及び指定地方公共機関は、基本理念にのつとり、その業務に係る防災に関する計画を

作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、この法律の規定による国、都道府県及び市町村の防

災計画の作成及び実施が円滑に行われるように、その業務について、当該都道府県又は市町村に対し、協

力する責務を有する。

２ 指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性にかんがみ、それぞれその業務

を通じて防災に寄与しなければならない。

（住民等の責務）

第７条 地方公共団体の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者その他法令の規定による防災に関

する責務を有する者は、基本理念にのつとり、法令又は地域防災計画の定めるところにより、誠実にその

責務を果たさなければならない。

２ 災害応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業とする者は、基本

理念にのつとり、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施するとともに、当該事業活動に関

し、国又は地方公共団体が実施する防災に関する施策に協力するように努めなければならない。

３ 前２項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、基本理念にのつとり、食品、飲料水その他の

生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練その他の自発的

な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するように努

めなければならない。

第８条～第１０条 略

第２章 防災に関する組織

第１節 中央防災会議

（中央防災会議の設置及び所掌事務）

第１１条 内閣府に、中央防災会議を置く。

２ 中央防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 防災基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。

二 内閣総理大臣の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること。

三 前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。

四 内閣府設置法第９条第１項に規定する特命担当大臣（同項の規定により命を受けて同法第４条第１

項第７号又は第８号に掲げる事項に関する事務及びこれに関連する同条第３項に規定する事務を掌理

するものに限る。以下「防災担当大臣」という。）がその掌理する事務について行う諮問に応じて防災

に関する重要事項を審議すること。

五 防災担当大臣が命を受けて掌理する事務に係る前号の重要事項に関し、当該防災担当大臣に意見を

述べること。

六 前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
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３ 前項第４号の防災担当大臣の諮問に応じて中央防災会議が行う答申は、当該諮問事項に係る事務を掌

理する防災担当大臣に対し行うものとし、当該防災担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に

対し行うものとする。

４ 内閣総理大臣は、次に掲げる事項については、中央防災会議に諮問しなければならない。

一 防災の基本方針

二 防災に関する施策の総合調整で重要なもの

三 非常災害に際し一時的に必要とする緊急措置の大綱

四 災害緊急事態の布告

五 その他内閣総理大臣が必要と認める防災に関する重要事項

（中央防災会議の組織）

第１２条 中央防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

２ 会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。

３ 会長は、会務を総理する。

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

５ 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一 防災担当大臣

二 防災担当大臣以外の国務大臣、指定公共機関の代表者及び学識経験のある者のうちから、内閣総理

大臣が任命する者

６ 中央防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

７ 専門委員は、関係行政機関及び指定公共機関の職員並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大

臣が任命する。

８ 中央防災会議に、幹事を置き、内閣官房の職員又は指定行政機関の長（国務大臣を除く。）若しくはそ

の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

９ 幹事は、中央防災会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。

１０ 前各項に定めるもののほか、中央防災会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

第１３条 略

第２節 地方防災会議

第１４条～第１５条 略

（市町村防災会議）

第１６条 市町村に、当該市町村の地域に係る地域防災計画を作成し、及びその実施を推進するほか、市町

村長の諮問に応じて当該市町村の地域に係る防災に関する重要事項を審議するため、市町村防災会議を置

く。

２ 前項に規定するもののほか、市町村は、協議により規約を定め、共同して市町村防災会議を設置する

ことができる。

３ 市町村は、前項の規定により市町村防災会議を共同して設置したときその他市町村防災会議を設置す

ることが不適当又は困難であるときは、第１項の規定にかかわらず、市町村防災会議を設置しないこと

ができる。

４ 市町村は、前項の規定により市町村防災会議を設置しないこととしたとき（第２項の規定により市町

村防災会議を共同して設置したときを除く。）は、速やかにその旨を都道府県知事に報告しなければな

らない。
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５ 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、都道府県防災会議の意見を聴くものとし、

必要があると認めるときは、当該市町村に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

６ 市町村防災会議の組織及び所掌事務は、都道府県防災会議の組織及び所掌事務の例に準じて、当該市

町村の条例（第２項の規定により設置された市町村防災会議にあつては、規約）で定める。

第１７条～第２２条 略

（都道府県災害対策本部）

第２３条 都道府県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の

推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところによ

り、都道府県災害対策本部を設置することができる。

２ 都道府県災害対策本部の長は、都道府県災害対策本部長とし、都道府県知事をもつて充てる。

３ 都道府県災害対策本部に、都道府県災害対策副本部長、都道府県災害対策本部員その他の職員を置き、

当該都道府県の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命する。

４ 都道府県災害対策本部は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、次に掲げる事務を行う。

一 当該都道府県の地域に係る災害に関する情報を収集すること。

二 当該都道府県の地域に係る災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針を作成

し、並びに当該方針に沿つて災害予防及び災害応急対策を実施すること。

三 当該都道府県の地域に係る災害予防及び災害応急対策に関し、当該都道府県並びに関係指定地方行

政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関相互間の連絡調整を図るこ

と。

５ 都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部に、災害地に

あつて当該都道府県災害対策本部の事務の一部を行う組織として、都道府県現地災害対策本部を置くこ

とができる。

６ 都道府県災害対策本部長は、当該都道府県警察又は当該都道府県の教育委員会に対し、当該都道府県

の地域に係る災害予防又は災害応急対策を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることが

できる。

７ 都道府県災害対策本部長は、当該都道府県の地域に係る災害予防又は災害応急対策を的確かつ迅速に

実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体

の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情

報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

８ 前各項に規定するもののほか、都道府県災害対策本部に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

（市町村災害対策本部）

第２３条の２ 市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災

の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、

市町村災害対策本部を設置することができる。

２ 市町村災害対策本部の長は、市町村災害対策本部長とし、市町村長をもつて充てる。

３ 市町村災害対策本部に、市町村災害対策副本部長、市町村災害対策本部員その他の職員を置き、当該

市町村の職員又は当該市町村の区域を管轄する消防長若しくはその指名する消防吏員のうちから、当該

市町村の市町村長が任命する。
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４ 市町村災害対策本部は、市町村地域防災計画の定めるところにより、次に掲げる事務を行う。この場

合において、市町村災害対策本部は、必要に応じ、関係指定地方行政機関、関係地方公共団体、関係指

定公共機関及び関係指定地方公共機関との連携の確保に努めなければならない。

一 当該市町村の地域に係る災害に関する情報を収集すること。

二 当該市町村の地域に係る災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針を作成し、

並びに当該方針に沿つて災害予防及び災害応急対策を実施すること。

５ 市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部に、災害地にあつて当

該市町村災害対策本部の事務の一部を行う組織として、市町村現地災害対策本部を置くことができる。

６ 市町村災害対策本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の地域に係る災害予防又は災

害応急対策を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができる。

７ 前条第７項の規定は、市町村災害対策本部長について準用する。この場合において、同項中「当該都

道府県の」とあるのは、「当該市町村の」と読み替えるものとする。

８ 前各項に規定するもののほか、市町村災害対策本部に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。

第３節 非常災害対策本部及び緊急災害対策本部

第２４条～第２８条の６ 略

第４節 災害時における職員の派遣

（職員の派遣の要請）

第２９条 都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員（以下「都道府県知事等」という。）は、災害応

急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長、指定地方

行政機関の長又は指定公共機関（独立行政法人通則法第２条第２項に規定する特定独立行政法人に限る。

以下この節において同じ。）に対し、当該指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関の職員の派

遣を要請することができる。

２ 市町村長又は市町村の委員会若しくは委員（以下「市町村長等」という。）は、災害応急対策又は災

害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定地方行政機関の長又は指定公共機関

（その業務の内容その他の事情を勘案して市町村の地域に係る災害応急対策又は災害復旧に特に寄与す

るものとしてそれぞれ地域を限つて内閣総理大臣が指定するものに限る。次条において「特定公共機関」

という。）に対し、当該指定地方行政機関又は指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。

３ 都道府県又は市町村の委員会又は委員は、前２項の規定により職員の派遣を要請しようとするときは、

あらかじめ、当該都道府県の知事又は当該市町村の市町村長に協議しなければならない。

（職員の派遣のあつせん）

第３０条 都道府県知事等又は市町村長等は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で

定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、指定行政機関、指定地方行政機

関若しくは指定公共機関又は指定地方行政機関若しくは特定公共機関の職員の派遣についてあつせんを

求めることができる。

２ 都道府県知事等又は市町村長等は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定め

るところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、地方自治法第２５２条の１７の規

定による職員の派遣について、又は同条の規定による職員の派遣若しくは地方独立行政法人法第９１条

第１項の規定による職員（指定地方公共機関である同法第２条第２項に規定する特定地方独立行政法人

（次条において「特定地方公共機関」という。）の職員に限る。）の派遣についてあつせんを求めるこ

とができる。
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３ 前条第３項の規定は、前２項の規定によりあつせんを求めようとする場合について準用する。

第３１条～第３３条 略

第３章 防災計画

第３４条 略

（防災基本計画の作成及び公表等）

第３５条 防災基本計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

一 防災に関する総合的かつ長期的な計画

二 防災業務計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項

三 前各号に掲げるもののほか、防災業務計画及び地域防災計画の作成の基準となるべき事項で、中央

防災会議が必要と認めるもの

２ 防災基本計画には、次に掲げる事項に関する資料を添付しなければならない。

一 国土の現況及び気象の概況

二 防災上必要な施設及び設備の整備の概況

三 防災業務に従事する人員の状況

四 防災上必要な物資の需給の状況

五 防災上必要な運輸又は通信の状況

六 前各号に掲げるもののほか、防災に関し中央防災会議が必要と認める事項

第３６条～第３８条 略

（指定公共機関の防災業務計画）

第３９条 指定公共機関は、防災基本計画に基づき、その業務に関し、防災業務計画を作成し、及び毎年防

災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。

２ 指定公共機関は、前項の規定により防災業務計画を作成し、又は修正したときは、速やかに当該指定

公共機関を所管する大臣を経由して内閣総理大臣に報告し、及び関係都道府県知事に通知するとともに、

その要旨を公表しなければならない。

３ 第２１条の規定は、指定公共機関が第１項の規定により防災業務計画を作成し、又は修正する場合に

ついて準用する。

（都道府県地域防災計画）

第４０条 都道府県防災会議は、防災基本計画に基づき、当該都道府県の地域に係る都道府県地域防災計画

を作成し、及び毎年都道府県地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなけ

ればならない。この場合において、当該都道府県地域防災計画は、防災業務計画に抵触するものであつて

はならない。

２～４ 略

第４１条 略

（市町村地域防災計画）

第４２条 市町村防災会議（市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長。以下

この条において同じ。）は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村地域防災計画を作成

し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければなら

ない。この場合において、当該市町村地域防災計画は、防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県

の都道府県地域防災計画に抵触するものであつてはならない。

２ 市町村地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
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一 当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体その他防災

上重要な施設の管理者（第４項において「当該市町村等」という。）の処理すべき事務又は業務の大

綱

二 当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の

災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救

難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画

三 当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等

の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画

３ 市町村地域防災計画は、前項各号に掲げるもののほか、市町村内の一定の地区内の居住者及び当該地

区に事業所を有する事業者（以下この項及び次条において「地区居住者等」という。）が共同して行う

防災訓練、地区居住者等による防災活動に必要な物資及び資材の備蓄、災害が発生した場合における地

区居住者等の相互の支援その他の当該地区における防災活動に関する計画（同条において「地区防災計

画」という。）について定めることができる。

４ 市町村防災会議は、市町村地域防災計画を定めるに当たつては、災害が発生した場合において当該市

町村等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。

５ 市町村防災会議は、第１項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やか

にこれを都道府県知事に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。

６ 都道府県知事は、前項の規定により市町村地域防災計画について報告を受けたときは、都道府県防災

会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村防災会議に対し、必要な助言又は

勧告をすることができる。

７ 第２１条の規定は、市町村長が第１項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正する場合

について準用する。

第４２条の２ 地区居住者等は、共同して、市町村防災会議に対し、市町村地域防災計画に地区防災計画を

定めることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る地区防災計画の素案を添えな

ければならない。

２ 前項の規定による提案（以下この条において「計画提案」という。）は、当該計画提案に係る地区防

災計画の素案の内容が、市町村地域防災計画に抵触するものでない場合に、内閣府令で定めるところに

より行うものとする。

３ 市町村防災会議は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえて市町村地域防災

計画に地区防災計画を定める必要があるかどうかを判断し、その必要があると認めるときは、市町村地

域防災計画に地区防災計画を定めなければならない。

４ 市町村防災会議は、前項の規定により同項の判断をした結果、計画提案を踏まえて市町村地域防災計

画に地区防災計画を定める必要がないと決定したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画

提案をした地区居住者等に通知しなければならない。

５ 市町村地域防災計画に地区防災計画が定められた場合においては、当該地区防災計画に係る地区居住

者等は、当該地区防災計画に従い、防災活動を実施するように努めなければならない。

第４３条～第４５条 略

第４章 災害予防

第１節 通則

第４６条～第４９条３ 略
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第２節 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定等

第４９条４～第４９条９ 略

第３節 避難行動要支援者名簿の作成等

第４９条１０ 略

第４９条の１１ 略

２ 市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところに

より、消防機関、都道府県警察、民生委員法（昭和２３年法律第１９８号）に定める民生委員、社会福

祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０９条第１項に規定する市町村社会福祉協議会、自主防災組織そ

の他の避難支援等の実施に携わる関係者（次項において「避難支援等関係者」という。）に対し、名簿情

報を提供するものとする。ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、名簿情報を提供

することについて本人（当該名簿情報によつて識別される特定の個人をいう。次項において同じ。）の同

意が得られない場合は、この限りでない。

３ 略

第４９条１２～第４９条１３ 略

第５章 災害応急対策

第１節 通則

（災害応急対策及びその実施責任）

第５０条 災害応急対策は、次に掲げる事項について、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災

害の発生を防御し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するために行うものとする。

一 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項

二 消防、水防その他の応急措置に関する事項

三 被災者の救難、救助その他保護に関する事項

四 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項

五 施設及び設備の応急の復旧に関する事項

六 廃棄物の処理及び清掃、防疫その他の生活環境の保全及び公衆衛生に関する事項

七 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項

八 緊急輸送の確保に関する事項

九 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関する事項

２ 略

第５１条～第５２条 略

（被害状況等の報告）

第５３条 市町村は、当該市町村の区域内に災害が発生したときは、政令で定めるところにより、速やかに、

当該災害の状況及びこれに対して執られた措置の概要を都道府県（都道府県に報告ができない場合にあつ

ては、内閣総理大臣）に報告しなければならない。

２～８ 略

第２節 警報の伝達等

第５４条 災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は警察

官若しくは海上保安官に通報しなければならない。

２ 何人も、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。

３ 第一項の通報を受けた警察官又は海上保安官は、その旨をすみやかに市町村長に通報しなければなら

ない。
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４ 第一項又は前項の通報を受けた市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、その旨を気象庁そ

の他の関係機関に通報しなければならない。

第５５条 略

（市町村長の警報の伝達及び警告）

第５６条 市町村長は、法令の規定により災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、自ら災害に

関する予報若しくは警報を知つたとき、法令の規定により自ら災害に関する警報をしたとき、又は前条の

通知を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、当該予報若しくは警報又は通知に係る事項を

関係機関及び住民その他関係のある公私の団体に伝達しなければならない。この場合において、必要があ

ると認めるときは、市町村長は、住民その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態及びこ

れに対してとるべき避難のための立退きの準備その他の措置について、必要な通知又は警告をすることが

できる。

２ 市町村長は前項の規定により必要な通知又は警告をするに当たっては、要配慮者が第６０条第１項の

規定による避難のための立退きの勧告又は指示を受けた場合に円滑に避難のための立退きを行うことが

できるように配慮しなければならない。

（警報の伝達等のための通信設備の優先利用等）

第５７条 前２条の規定による通知、要請、伝達又は警告が緊急を要するものである場合において、その通

信のため特別の必要があるときは、都道府県知事又は市町村長は、他の法律に特別の定めがある場合を除

くほか、政令で定めるところにより、電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第２条第５号に規定す

る電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、若しくは有線電気通信法（昭

和２８年法律第９６号）第３条第４項第４号に掲げる者が設置する有線電気通信設備若しくは無線設備を

使用し、又は放送法（昭和２５年法律第１３２号）第２条第２３号に規定する基幹放送事業者に放送を行

うことを求め、若しくはインターネットを利用した情報の提供に関する事業活動であつて政令で定める者

を行う者にインターネットを利用した情報の提供を行うことを求めることができる。

第３節 事前措置及び避難

（市町村長の出動命令等）

第５８条 市町村長は、災害が発生するおそれがあるときは、法令又は市町村地域防災計画の定めるところ

により、消防機関若しくは水防団に出動の準備をさせ、若しくは出動を命じ、又は消防吏員（当該市町村

の職員である者を除く。）、警察官若しくは海上保安官の出動を求める等災害応急対策責任者に対し、応急

措置の実施に必要な準備をすることを要請し、若しくは求めなければならない。

（市町村長の事前措置等）

第５９条 市町村長は、災害が発生するおそれがあるときは、災害が発生した場合においてその災害を拡大

させるおそれがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対し、災害の拡大を防止す

るため必要な限度において、当該設備又は物件の除去、保安その他必要な措置をとることを指示すること

ができる。

２ 警察署長又は政令で定める管区海上保安本部の事務所の長（以下この項、第６４条及び第６６条にお

いて「警察署長等」という。）は、市町村長から要求があつたときは、前項に規定する指示を行なうこと

ができる。この場合において、同項に規定する指示を行なつたときは、警察署長等は、直ちに、その旨

を市町村長に通知しなければならない。

（市町村長の避難の指示等）

第６０条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、
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その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住

者、滞在者その他の者（以下「居住者等」という。）に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要

すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを指示することができる。

２ 前項の規定により避難のための立退きを勧告し、又は指示する場合において、必要があると認めると

きは、市町村長は、その立退き先として指定緊急避難場所その他の避難場所を指示することができる。

３ 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難のための立退きを行うことによ

りかえつて人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認めるときは、市町村長は、必要と認める地

域の居住者に対し、屋内での待避その他の屋内における避難のための安全確保に関する措置（以下「屋

内での待避等の安全確保措置」という。）を指示することができる。

４ 市町村長は、第１項の規定により避難のための立退きを勧告し、若しくは指示し、若しくは立退き先

を指示し、又は前項の規定により屋内での待避等の安全確保措置を指示したときは、速やかに、その旨

を都道府県知事に報告しなければならない。

５ 市町村長は、避難の必要がなくなつたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。前項の規

定は、この場合について準用する。

６～８ 略

（警察官等の避難の指示）

第６１条 前条第１項又は第３項の場合において、市町村長が同条第１項に規定する避難のための立退き若

しくは屋内での待避等の安全確保措置を指示することができないと認めるとき、又は市町村長から要求が

あつたときは、警察官又は海上保安官は、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退き又は

屋内での待避等の安全確保措置を指示することができる。

２ 前条第２項の規定は、警察官又は海上保安官が前項の規定により避難のための立退きを指示する場合

について準用する。

３ 警察官又は海上保安官は、第１項の規定により避難のための立退き又は屋内での待避等の安全確保措

置を指示したときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。

４ 前条第４項及び第５項の規定は、前項の通知を受けた市町村長について準用する。

（指定行政機関の長等による助言）

第６１条の２ 市町村長は、第６０条第１項の規定により避難のための立退きを勧告し、若しくは指示し、

又は同条第３項の規定により屋内での待避等の安全確保措置を指示しようとする場合において、必要があ

ると認めるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事に対し、当該勧告

又は指示に関する事項について、助言を求めることができる。この場合において、助言を求められた指定

行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、その所掌事務に関し、必要な助言をす

るものとする。

（避難の指示等のための通信設備の優先利用等）

第６１条の３ 第５７条の規定は、市町村長が第６０条第１項の規定により避難のための立退きを勧告し、

若しくは指示し、又は同条第３項の規定により屋内での待避等の安全確保措置を指示する場合（同条第６

項の規定により都道府県知事が市町村長の事務を代行する場合を含む。）について準用する。

第４節 応急措置等

（市町村の応急措置）

第６２条 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、

法令又は地域防災計画の定めるところにより、消防、水防、救助その他災害の発生を防禦し、又は災害の
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拡大を防止するために必要な応急措置（以下「応急措置」という。）をすみやかに実施しなければならな

い。

２ 市町村の委員会又は委員、市町村の区域内の公共的団体及び防災上重要な施設の管理者その他法令の

規定により応急措置の実施の責任を有する者は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発

生しようとしているときは、地域防災計画の定めるところにより、市町村長の所轄の下にその所掌事務

若しくは所掌業務に係る応急措置を実施し、又は市町村長の実施する応急措置に協力しなければならな

い。

（市町村長の警戒区域設定権等）

第６３条 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険

を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事す

る者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずる

ことができる。

２ 前項の場合において、市町村長若しくはその委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行なう市

町村の職員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、

同項に規定する市町村長の職権を行なうことができる。この場合において、同項に規定する市町村長の

職権を行なつたときは、警察官又は海上保安官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならな

い。

３ 第１項の規定は、市町村長その他同項に規定する市町村長の職権を行うことができる者がその場にい

ない場合に限り、自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第８３条第２項の規定により派遣を命ぜられ

た同法第８条に規定する部隊等の自衛官（以下「災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官」という。）の職

務の執行について準用する。この場合において、第１項に規定する措置をとつたときは、当該災害派遣

を命ぜられた部隊等の自衛官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。

４ 第６１条の２の規定は、第１項の規定により警戒区域を設定しようとする場合について準用する。

（応急公用負担等）

第６４条 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合にお

いて、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該市町

村の区域内の他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若

しくは収用することができる。

２ 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、

応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、現場の災害を受けた工作物又は物件で当該

応急措置の実施の支障となるもの（以下この条において「工作物等」という。）の除去その他必要な措置

をとることができる。この場合において、工作物等を除去したときは、市町村長は、当該工作物等を保

管しなければならない。

３～１０ 略

第６５条 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合にお

いて、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、当該市町村の区域内の住民又は当該応

急措置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事させることができる。

２ 第６３条第２項の規定は、前項の場合について準用する。

３ 第１項の規定は、市町村長その他同項に規定する市町村長の職権を行うことができる者がその場にい

ない場合に限り、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合にお
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いて、同項に規定する措置をとつたときは、当該災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、直ちに、そ

の旨を市町村長に通知しなければならない。

第６６条 略

（他の市町村長等に対する応援の要求）

第６７条 市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、災害応急対策を実施する

ため必要があると認めるときは、他の市町村の市町村長等に対し、応援を求めることができる。この場合

において、応急措置を実施するための応援を求められた市町村長等は、正当な理由がない限り、応援を拒

んではならない。

２ 略

（都道府県知事等に対する応援の要求等）

第６８条 市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、災害応急対策を実施する

ため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請す

ることができる。この場合において、応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された都道府県知

事等は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急対策の実施を拒んではならない。

（災害派遣の要請の要求等）

第６８条の２ 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合

において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、自衛隊法第８３条

第１項の規定による要請（次項において「要請」という。）をするよう求めることができる。この場合に

おいて、市町村長は、その旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況を防衛大臣又はその指定する者に通

知することができる。

２ 市町村長は、前項の要求ができない場合には、その旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況を防衛

大臣又はその指定する者に通知することができる。この場合において、当該通知を受けた防衛大臣又は

その指定する者は、その事態に照らし特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、

人命又は財産の保護のため、要請を待たないで、自衛隊法第８条に規定する部隊等を派遣することがで

きる。

３ 市町村長は、前２項の通知をしたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならな

い。

第６９条～第７５条 略

（災害時における交通の規制等）

第７６条 都道府県公安委員会は、当該都道府県又はこれに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われる

ようにするため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、道路の区間（災害が発生

し、又はまさに発生しようとしている場所及びこれらの周辺の地域にあつては、区域又は道路の区間）を

指定して、緊急通行車両（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第３９条第１項の緊急自動車その他

の車両で災害応急対策の的確かつ円滑な実施のためその通行を確保することが特に必要なものとして政

令で定めるものをいう。以下同じ。）以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができ

る。

２ 略

第７６条２ 略

第７６条の３ 警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となる

ことにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、当該車両その他の物



- 36 -

件の占有者、所有者又は管理者に対し、当該車両その他の物件を付近の道路外の場所へ移動することその

他当該通行禁止区域等における緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置をとることを命ず

ることができる。

２ 前項の場合において、同項の規定による措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき又

はその命令の相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、警察官

は、自ら当該措置をとることができる。この場合において、警察官は、当該措置をとるためやむを得な

い限度において、当該措置に係る車両その他の物件を破損することができる。

３ 前２項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務

の執行について準用する。この場合において、第１項中「緊急通行車両の通行」とあるのは「自衛隊用

緊急通行車両（自衛隊の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運転中のものをいう。以下

この項において同じ。）の通行」と、「緊急通行車両の円滑な通行」とあるのは「自衛隊用緊急通行車

両の円滑な通行」と読み替えるものとする。

４ 第１項及び第２項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、消防吏員の職務の執行について準

用する。この場合において、第１項中「緊急通行車両の通行」とあるのは「消防用緊急通行車両（消防

機関の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運転中のものをいう。以下この項において同

じ。）の通行」と、「緊急通行車両の円滑な通行」とあるのは「消防用緊急通行車両の円滑な通行」と読

み替えるものとする。

５～６ 略

第７６条４～第８４条 略

（被災者の公的徴収金の減免等）

第８５条 略

２ 地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、又は当該地方公共団体の条例で定めるところによ

り、被災者の地方税その他地方公共団体の徴収金について、軽減若しくは免除又は徴収猶予その他必要

な措置をとることができる。

第８６条～第８６条４ 略

第８６条５ 略

２～８ 略

９ 環境大臣は、廃棄物処理特例地域内の市町村の長から要請があり、かつ、次に掲げる事項を勘案して

指定災害廃棄物を円滑かつ迅速に処理するため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のな

い範囲内で、処理指針に基づき、当該市町村に代わつて自ら当該市町村の指定災害廃棄物の収集、運搬

及び処分を行うことができる。

一 当該市町村における指定災害廃棄物の処理の実施体制

二 当該指定災害廃棄物の処理に関する専門的な知識及び技術の必要性

三 当該指定災害廃棄物の広域的な処理の重要性

１０～１３ 略

第５節 被災者の保護

第８６条６～第８６条の１５ 略

第６節 物資等の供給及び運送

第８６条１６～第８６条１８ 略

第６章 災害復旧

第８７条～第９０条 略
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第７章 被災者の援護を図るための措置

第９０条２～第９０条４ 略

第８章 財政金融措置

第９１条 略

（指定行政機関の長等又は他の地方公共団体の長等の応援を受けた場合の災害応急対策に要する費用の

負担）

第９２条 第６７条第１項、第６８条又は第７４条第１項又は第７４条の３の規定により指定行政機関の長

若しくは指定地方行政機関の長又は他の地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員（以下この条にお

いて「地方公共団体の長等」という。）の応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体は、当

該応援に要した費用を負担しなければならない。

２ 前項の場合において、当該応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体が当該費用を支弁

するいとまがないときは、当該地方公共団体は、当該応援をする他の地方公共団体の長等の属する地方

公共団体は、国又は当該応援をする他の地方公共団体の長等の属する地方公共団体に対し、当該費用の

一時繰替え支弁を求めることができる。

第９３条～第１０４条 略

第９章 災害緊急事態

第１０５条～第１０９条 略

第１０章 雑則

第１１０条～第１１２条 略

第１１章 罰則

第１１３条～第１１７条 略

附 則 略
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法令－１１ 災害救助法の適用

第１節 災害救助法の目的と内容

１ 目的

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）は、一定規模以上の災害が発生した被災地に対して、

国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、

災害にかかった者の保護と社会秩序の保全を図ることを目的としている。

２ 災害救助法の適用災害

災害救助法の適用災害は、一般的に暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象（降ひ

ょう、火山爆発、地すべり等）、大規模な火事、爆発その他放射性物質の大量放出、多数の者の遭

難を伴う船舶等の事故の場合である。

また、災害救助法の適用は知事が行うが、特異な災害及び特別基準を要する場合は、事前に内閣

総理大臣と調整する必要がある。

３ 救助の本質（性格）

災害救助法に基づく救助は次に掲げる性格のもと実施される。

（１）災害に際しての応急救助であること

災害に際して、食料品その他生活必需品の欠乏、住居の喪失、傷病等に悩む被災者に対する

応急的、一時的救助である。従って、災害復旧対策や被災後の経済上の理由による生活困窮者

に対する保護は含まれない。

（２）災害を受けた者の保護と社会秩序の保全を図ることを目的とすること

本法による救助は、災害の規模が個人の基本的生活権と全体的な社会秩序とに影響を与える

程度以上のものであるときに適用される。

（３）国の責任において実施されるものであること

本法による救助は、前項のように重要な目的を持つものであり、かつ大規模なものであるこ

とから、救助は国が行うべきとされている。従って、県は国から受託して救助の実施に当たる。

（４）地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に行われるものであること

救助に必要な人員の確保、物資の調達等は、これらの団体や国民一般の協力を得なければ万

全を期することができないものであり、本法による救助は、これらの協力の下に行うものとさ

れる。

４ 救助の実施機関

（１） 救助は国の責任のもと実施されるものであるが、その実施に当たっては県が受託している。

この救助を迅速に行うため、避難所の設置、炊き出し及び学用品の給与等、市町村において実

施することが適切であるものについては、救助の実務に関する事務の一部を市町村長が行うこ

ととすることができる（災害救助法第１３条第１項）。

（２） 災害救助法第１３条第１項の規定により、市町村長が行う事務を除き、市町村長は県知事が

行う救助を補助することとされている（災害救助法第１３条第２項）。
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５ 救助の種類

本法による救助は、災害のため一定規模以上の被害を生じさせた場合で、被災者が現に応急的救

助を必要とする場合に行われるものである。救助の種類については次のとおりである（災害救助法

第４条及び災害救助法施行令第２条参照）。

災害救助法第４条（救助の種類等）

救助の種類は、次のとおりとする。

（１）避難所及び応急仮設住宅の供与

（２）炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

（３）被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

（４）医療及び助産

（５）被災者の救出

（６）被災した住宅の応急修理

（７）生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与

（８）学用品の給与

（９）埋葬

（１０）前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの

災害救助法施行令第２条

（１）死体の捜索及び処理

（２）災害によって住居またはその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼし

ているものの除去

６ 費用の負担区分

災害救助法が適用になった場合の費用負担については、次のとおりである。

■災害救助法に基づく救助の費用 県負担

■その他の費用 町負担
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第２節 災害救助法実施基準及び適用された場合の措置

基本的事項及び災害認定基準【事務局】

災害救助法が適用された場合、「宮代町地域防災計画 第３編 第１部 第１８章 災害救助法の適用」

に基づき、次の基準により実施するものとする。なお、県に対する災害救助法の適用申請は事務局が行

うため、各班は取りまとめ先である税務班に指定の様式により報告する。

１ 基本的事項

（１）市町村単位での適用
（２）災害は原則として同一原因によるものを単位とする（例外あり）
（３）市町村又は県の人口に応じ、一定の被害世帯数以上に達したもの
（４）被害者が現に救助を必要とする状態にあること

２ 災害認定基準

基準名 内 容

１号基準（災害救

助法施行令第１条

第１項第１号）

■人口３０，０００人以上５０，０００人未満の市町村

⇒住居が滅失した数 町内で６０世帯以上（注１）

２号基準（災害救

助法施行令第１条

第１項第２号）

■県の区域内で２，５００世帯以上の住家が滅失した場合であって、町内で

３０世帯以上の世帯が滅失した場合

（当該市町村の人口３０，０００から５０，０００人）

３号基準（災害救

助法施行令第１条

第１項第３号）

■県の区域内で１２，０００世帯以上の住家が滅失した場合であって、町内

の被害世帯数が多数である場合

■災害が隔絶した地域の発生したものであるなど、災害にかかった者の救護

を著しく困難とされる事情があった場合で、多数の世帯の住家が滅失した

場合

４号基準

（災害救助法施行

令第１条第１項第

４号）
（注２）

■多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合で

あって下記の基準に該当するとき

ア 災害が発生し、又は発生すおそれのある地域に所在する多数の者が避

難して継続的に救助を必要としていること

イ 災害にかかった者について、食品若しくは生活必需品の給与等に特殊

の補給方法を必要とし、又は救出に特殊の技術を必要とすること

（注１）棟数ではなく、あくまで世帯数で計算。また、滅失とは全壊、全焼を含んだ数であり、半壊は２世帯をもって滅

失１世帯とする。

（注２）災害援護資金貸付金、生活福祉資金等の各種制度の充実により現在運用されていない。
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３ 認定基準にかかる用語の定義

被害区分 認定基準

人
的
被
害

死者
当該災害が原因で死亡し、遺体を確認したもの、又は遺体を確認

することができないが、死亡したことが確実なもの。

行方不明 当該災害が原因で行方不明となり、かつ、死亡の疑いのあるもの。

負傷

重傷者
災害のため負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のあるも

ので、１ヶ月以上の治療を要する見込みのもの。

軽傷者
災害のため負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のあるも

ので、１ヶ月未満で治療できる見込みのもの。

住
家
被
害

住家全壊（全焼・全流失）

住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が

甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、

具体的には住家の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積が、

その住家の延べ床面積の７０％以上に達した程度のもの、又は住

家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合

で示し、その住家の損害割合が５０％以上に達した程度のものと

する。
＊前段は延べ床面積判断、後段は経済的損失

住家半壊（半焼）

住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度

のもので、具体的には損壊部分がその住家の延床面積の２０％以

上７０％未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を

住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が２０％

以上５０％未満のものとする。

床上浸水

全壊及び半壊に該当しない場合であって、浸水がその住家の床上

に達した程度のもの、又は土砂、竹木等の堆積等により一時的に

居住することができない状態となったもの。

床下浸水 浸水がその住家の床上以上に達しない程度のもの。

一部損壊 住家の損壊程度が半壊に達しないもの。

医療、助産【健康介護班】

災害救助法が適用された場合、医療、助産は県知事が実施する。ただし、県知事が委任した

ときは、町が実施する。なお、町で実施した場合、健康介護班が事務局に報告する。

（１）医療

①実施基準

項目 基準等

対 象 医療の途を失った物（応急措置）

支出費用

１ 診療

２ 薬剤、又は治療材料の支給

３ 処置手術、その他の治療及び施術

４ 病院又は診療所への収容

５ 看護

費用の限度額

１ 医療救護班による場合、使用した薬剤、治療材料、医療器具破損等の実

費

２ 病院、又は診療所の場合、社会保険診療報酬の額以内

３ 施術者による場合、協定料金の額以内

期 間 災害発生の日から１４日以内

備 考 １ 医療は原則として、県の組織する医療救護班により行う。
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２ 医療機関により行う場合は、医療救護班では治療できない重症の患者等

がある場合、又は医療救護班の活動能力の限界以上に患者がある場合、

若しくは医療救護班が到着しない場合に限る。

３ 患者等の移送費は、別途計上できる

②帳簿類

ア 救助実施記録日計票（様式－７参照）
イ 医療品衛生材料受払簿（様式－８参照）
ウ 救護班活動状況（様式－９参照）
エ 医薬品衛生材料等購入関係支払証拠書類
オ その他必要な書類、帳簿等

（２）助産

①実施基準

項目 基準等

対 象

災害発生の日以前、又は以降７日以内に分べんした者であって、災害のため

助産の途を失った物（出産のみならず、死産及び流産を含み現に助産を要す

る状態にある者）

支出費用

１ 分べんの介助

２ 分べん前後の処置

３ 脱脂綿、ガーゼ、その他の衛生材料

費用の限度額 助産師による場合は、慣行料金の１００分の８０以内の額

期 間 分べんした日から７日以内

備 考 妊婦等の移送費は、別途計上できる

②帳簿類

ア 救助実施記録日計票（様式－７参照）
イ 衛生材料等受払簿（様式－１０参照）
ウ 助産台帳（様式－１１参照）
エ 助産関係支出証拠書類
オ その他必要な書類、帳簿等

（注）医療救護班が助産を行った場合は、助産台帳とは別に、医療救護班活動状況も明らかにしておくこと。

飲料水の供給【まちづくり建設班】

災害救助法が適用された場合、飲料水の供給は、まちづくり建設班が事務局に報告する。なお、

同法が適用されない場合は同法に準じて行う。

（１）実施基準

項目 基準等

対象 現に飲料水を得ることができない者

支出費用 １ 水の購入費

２ 給水又は浄水に必要な機械又は器具の借上費、修繕費及び燃料費並びに

薬品又は資材の費用

費用の限度額 当該地域における通常の実費

期間 災害発生から７日以内

備考 輸送費、人件費は別途計上する

（２）帳簿類

①救助実施記録日計票（様式－７参照）
②給水用機械器具、燃料及び浄水用薬品資材受払簿（様式－２８参照）
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③飲料水の供給簿（様式－２９参照）
④飲料水供給のために必要な資機材の支払証明書類（領収書等）

炊き出し、その他による食品の給与【産業観光班】

災害救助法が適用された場合、炊き出し、その他による食品の給与は産業観光班が事務局に報告

する。なお、同法が適用されない場合は同法に準じて行う。

（１）実施基準

項目 基準等

対 象
１ 避難所に収容された者

２ 全半壊（焼）、流失、床上浸水で自宅において炊事のできない者

支出費用 主食費、副食費、燃料費、雑費（器物使用謝金、消耗品の購入費）

費用の限度額 １人１日１，１３０円以内

期 間 災害発生の日から７日以内

備 考

１ 食品給与を受ける総経費を延べ給食日数（１人１日３食換算）で除した

金額が限度額以内であればよい

２ 被災地から縁故先（遠隔地）等に一時避難する場合は、３日分を現物給

与することができる

（２）帳簿類

①救助実施記録日計票（様式－７参照）
②炊き出しその他による食品給与物受払簿（様式－３０参照）
③炊き出し給与状況（様式－３１参照）
④炊き出しその他による食品給与のための食料購入代金等支払い証拠種類
⑤炊き出しその他による食品給与のための物品受払証拠書類

生活必需品等の給与又は貸与【産業観光班】

災害救助法が適用された場合、給与又は貸与する生活必需品の調達については産業観光班が事務

局に報告する。なお、同法が適用されない場合は同法に準じて行う。

（１）実施基準

項目 基準等

対象 全半壊（焼）、流失、床上浸水等により生活上必要な被服、寝具その他生活必

需品を喪失、又はき損し、最小限度の日常生活を営むことが困難な者

支出費用 被災者の実情に応じ

１ 被服、寝具及び身の回り品

２ 日用品

３ 炊事用具及び食器

４ 光熱材料

費用の限度額 区分 １人

世帯

２人

世帯

３人

世帯

４人

世帯

５人

世帯

６人以上１人増

すごとに加算

全壊

全焼

流失

夏

円

18,400

円

23,700

円

34,900

円

41,800

円

52,900

円

7,800

冬 30,400 39,500 54,900 64,200 80,800 11,100

半壊

半焼

床上

浸水

夏 6,000 8,100 12,100 14,700 18,600 2,600

冬 9,800 12,700 18,000 21,400 27,000 3,500
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期間 災害発生の日から１０日以内

備考 １ 現物給付に限る

２ 輸送費、人件費は、別途計上する

（２）帳簿類

①救助実施記録日計票（様式－７参照）
②物資の受払簿（様式－３２参照）
③物資の給与状況（様式－３３参照）
④物資購入代金等支払証拠書類
⑤備蓄物資払出証拠書類等

遺体の捜索・処理、埋・火葬【住民班】

１ 遺体の捜索

災害救助法が適用された場合、遺体の捜索は住民班が事務局に報告する。なお、同法が適用され

ない場合は同法に準じて行う。

（１）実施基準

項目 基準等

対象 行方不明の状態にあり、かつ周囲の事情により既に死亡していると推定され

る者

支出費用 舟艇その他捜索のための機械器具の購入費、借上費、修繕費及び燃料費

費用の限度額 当該地域における通常の実費

期間 災害発生の日から１０日以内

備考 輸送費、人件費は別途計上する

（２）帳簿類

①救助実施記録日計票（様式－７参照）
②捜索用機械器具燃料受払簿（様式－３５参照）
③遺体の捜索状況記録簿（様式－３６参照）
④遺体捜索用関係状況記録簿

２ 遺体の処理

災害救助法が適用された場合、遺体の処理は住民班が事務局に報告する。なお、同法が適用され

ない場合は同法に準じて行う。

（１）実施基準

項目 基準等

対象 災害の際、死亡した者

支出費用 １ 洗浄、縫合、消毒等の処置

２ 一時保存

３ 検案

費用の限度額 １ 洗浄消毒等 １体３，４００円以内

２ 一時保存 ■既存建物利用の場合 ：通常の実費

■既存建物を利用できない場合：１体５，３００円以内

３ 検案 医療救護班以外は当該地域の慣行料金の額以内



- 45 -

期間 災害発生の日から１０日以内

備考 １ 輸送費、人件費は別途計上する

２ 遺体の一時保存にドライアイスの購入費等が必要な場合は当該地域に

おける通常の実費を加算できる

（２）帳簿類

①救助実施記録日計票（様式－７参照）
②遺体処理台帳（様式－３７参照）
③遺体処理費支出関係証拠書類

３ 埋・火葬

災害救助法が適用された場合、遺体の埋・火葬は住民班が事務局に報告する。なお、同法が適用

されない場合は同法に準じて行う。

（１）実施基準

項目 基準等

対象 災害の際死亡した者

支出費用 １ 棺（附属品を含む）
２ 埋葬又は火葬（人件費を含む）
３ 骨壷及び骨箱

費用の限度額 １体 大人（１２歳以上） ２１０，２００円
小人（１２歳未満） １６８，１００円

期間 災害の発生の日から１０日以内

備考 実際に埋葬する者に支給する

（２）帳簿類

①救助実施記録日計票（様式－７参照）
②遺骨及び遺留品処理簿（様式－３４参照）
③埋葬台帳（様式－３８参照）
④埋葬費支出関係証拠書類

学用品の給与【教育推進班】

１ 学用品の給与

災害救助法が適用された場合、学用品の給与は教育推進班が事務局に報告する。なお、同法が適

用されない場合は同法に準じて行う。

（１）実施基準

項目 基準等

対象 住家の全壊（焼）、半壊（焼）又は床上浸水により、学用品を喪失、又はき損
し、就学上支障のある小学校児童(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の
小学部児童含む｡以下同じ)、中学校生徒（義務教育学校の後期課程、中等教育
学校の前期課程及び特別支援学校の中学部生徒を含む。以下同じ）及び高等学
校生徒（高等学校（定時制の課程及び通信制の課程を含む。）、中等教育学校
の後期課程（定時制の課程及び通信制の課程を含む。）、特別支援学校の高等
部、高等専門学校、専修学校及び各種学校の生徒をいう。以下同じ。）

支出費用 １ 教科書、教材
２ 文房具
３ 通学用品
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費用の限度額 １ 教科書及び教材実費
２ 文房具及び通学用品 小学校児童 １人 ４，４００円

中学校生徒 １人 ４，７００円
高等学校等生徒１人 ５，１００円

期間 災害発生の日から
１ 教科書及び教材 １ヶ月以内
２ 文房具及び通学用品 １５日以内

備考 １ 各人ごとに限度額以内とする
２ 入進学の場合は個々の実情に応じ支給する

（２）帳簿類

①救助実施記録日計票（様式－７参照）

②学用品の給与状況（様式－３９参照）

③学用品購入関係支払証拠書類

④備蓄物資支払証拠書類

２ 災害救助法適用の留意点

本節の学用品の給与については、災害救助法に基づく学用品の給与であるが、実際災害救助法が

適用されなかった場合においても、被害の規模、範囲及び程度により、教育推進班は同法の基準に

沿った学用品が支給できるようにする。

応急仮設住宅の供与等【まちづくり建設班】

１ 応急仮設住宅の供与

災害救助法が適用された場合、収容施設（仮設住宅）の供与はまちづくり建設班が事務局に報告

する。なお、同法が適用されない場合は同法に準じて行う。

（１）実施基準

項目 基準等

対象 １ 住家が全壊、全焼または流失し、居住する住家がない者であって、自ら

の資力では住宅を得ることができない者

２ 市町ごとの設置基準戸数は、全壊、全焼又は流失した世帯の３割以内
（注）建設し供与（建設型仮設住宅）、民間賃貸住宅を借上げて供与（借上型仮設住

宅）、又はその他適切な方法により供与する。

支出費用 １ 建設型仮設住宅 設置に係る原材料費、建築費、付帯工事費、人件費、
輸送費、建築事務費

（注）■同一敷地内又は近接する地域内に概ね５０戸以上設置した場合は、居住者の

集会等に利用するための施設を設置できることとし、５０戸未満の場合でも戸

数に応じた小規模な施設を設置できる。

■高齢者であって、日常生活上特別な配慮を要する者を数人以上収容し、老人居

宅介護事業等を利用しやすい構造及び設備を有する施設（「福祉仮設住宅」と

いう。）を「応急仮設住宅」として設置できる。この場合の「応急仮設住宅」

の設置戸数は、被災者に提供される「福祉仮設住宅」の部屋数とする。

２ 借上型仮設住宅 家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料、火災保険等

費用の限度額 【建設型仮設住宅】

基準：１戸 ５，５１６，０００円以内
（注）費用の限度額、基準面積は、「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並

びに実費弁償の基準」による

【借上型仮設住宅】

地域の実情に応じた額
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期間 建設型仮設住宅の着工期間 発生の日から２０日以内

備考 １ 基準面積は、応急救助の趣旨を踏まえ、実施主体が地域の実情、世帯構

成等に応じて設定２ 実情に応じ、市町相互間において対象数の融通が

できる

（２）帳簿類

①救助実施記録日計票（様式－７参照）
②応急仮設住宅台帳（様式－４０参照）
③応急仮設住宅用敷地貸借契約書
④応急仮設住宅使用貸借契約書
⑤応急仮設住宅建築のための原材料購入契約書、工事契約書、その他設計書、仕様書等
⑥応急仮設住宅建築のための工事代金支払い証拠書類

２ 被災住宅の応急修理

災害救助法が適用された場合、被災住宅の応急修理はまちづくり建設班が事務局に報告し、あ

わせて県へも報告する。なお、同法が適用されない場合は同法に準じて行う。

（１）実施基準

項目 基準等

対象 住家が半壊（焼）し、そのままでは、当面の日常生活を営むことができない

場合であって、自らの資力をもってしては応急修理ができない者、又は大規

模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住宅が半壊した者

（世帯単位）

支出費用 居室、炊事場及び便所等、日常生活に必要最小限の部分を修理するための原

材料費、労務費、材料輸送費及び工事事務費

費用の限度額 １世帯 ５７４，０００円以内
（注）費用の限度額は、「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁

償の基準」による

期間 災害発生の日から１ヶ月以内

備考 実情に応じ、市町相互間において対象数の融通ができる

（２）帳簿類

①救助実施記録日計票（様式－７参照）
②住宅応急修理記録簿（様式－４１参照）
③住宅の応急修理のための契約書、仕様書等
④住宅の応急修理関係支払証拠書類

３ 障害物の除去

まちづくり建設班は、災害によって土石、竹木等の障害物が住家等に運び込まれ、日常生活を

営むのに支障を来たしているものに対して、障害物を除去し、保護する。

災害救助法が適用された場合、障害物の除去はまちづくり建設が事務局に報告する。なお、同

法が適用されない場合は同法に準じて行う。

（１）実施基準

項目 基準等

対象 居室、炊事場、便所等に障害物が運び込まれ、一時的に居住できない状態で

あって、自らの資力をもってしては除去することができない者
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支出費用 ロープ、スコップ、その他除去のため必要な機械器具等の借上費、輸送費及

び人件費

費用の限度額 １世帯 １３５，１００円以内
（注）費用の限度額は、「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁

償の基準」)による

期間 災害発生の日から１０日以内

備考 実情に応じ、市町相互間において対象数の融通ができる

（２）帳簿類

①救助実施記録日計票（様式－７参照）
②障害物除去の状況（様式－４２参照）
③障害物除去支出関係証拠書類

避難所の開設・運営【福祉班・健康介護班・教育推進班】

災害救助法が適用された場合、避難所の開設・運営は福祉班・健康介護班・教育推進班が事務局

に報告する。なお、同法が適用されない場合は、同法に準じて行う。

（１）実施基準

項目 基準等

対 象 現に被害を受け、又は被害を受けるおそれのある者で、避難を必要とする者

支出費用

１ 設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上、消耗器材費、建物等の使
用謝金、借上費用又は購入費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費用

２ 高齢者等の要援護者等を収容する「福祉避難所」を設置した場合、当該
地域における当該特別な配慮のために必要な通常の実費を支出でき、上
記を超える額を加算できる。

費用の限度額 （基本額）避難所設置費 １人１日当たり３２０円
（加算額）冬季 別に定める額を加算

期 間 災害発生の日から７日間

備 考 避難に当たっての輸送費用は別途計上することができる。

（２）帳簿類

①避難者名簿（様式－２３参照）
②救助実施記録日計票（様式－７参照）
③避難所用物資受払書（様式－２４参照）
④避難所設置及び収容状況（様式－２５参照）
⑤避難所設置に要した支払証拠書類
⑥避難所設置に要した物品受払証拠書類

生業資金の貸与

現在適用されていない。
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第３節 災害救助法の申請手続き

１ 災害救助法適用申請

事務局は、震災による被害が災害救助法適用基準に該当したとき、又は該当すると予測されると

きは本部長の承認を得て、県知事（県消防防災課）に対して災害の発生報告を行い、災害救助法の

適用を申請する。

また、福祉班長は、当該災害に災害救助法が適用されたときは、本部員会議において、本部長及

び各班長に対してその旨報告する。

２ 救助の種類と実施者

応急救助については、県知事が実施するが、知事が救助事務の内容、期間等を本部長に通知した

場合は、町が救助を行う。期間については、すべて災害救助法の適用日から起算する。

ただし、内閣総理大臣の承認を得て、実施期間を延長すること（特別基準の設定）ができる。

なお、応急仮設住宅の建設、住宅の応急修理、障害物の除去等は、災害救助法上は、二次的救助

であり、被災者本人が自ら救助を行うべき資産を有している場合は、その対象とならないことに注

意を要する。

救助の種類 実施期間 実施者区分

避難所の設置及び内容 ７日以内

町
炊き出し及び食品の給与 ７日以内

飲料水の供給 ７日以内

被服・寝具及び生活必需品の給与又は貸与 １０日以内

医療及び助産

【医療】

１４日以内

【助産】

分娩した日から７日以

内

医療救護班派遣＝県及

び日赤埼玉県支部（ただ

し、県知事が委任した時

は町）

学用品の給与

【教科書及び教材】

１ヶ月以内

【文房具及び通学用品】

１５日以内 町

被災者の救出 ３日以内

埋葬 １０日以内

生業資金の貸与 現在適用されていない

応急仮設住宅の建設
【建設型仮設住宅】

２０日以内着工

対象者、設置箇所の選定

＝町

設置＝県（ただし、県知

事が委任したときは町）

住宅応急修理 １ヶ月以内

町
遺体の捜索 １０日以内

遺体の処理 １０日以内

障害物の除去 １０日以内
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第４節 救助の実施状況の把握及び報告

事務局は、救助の実施を行う各班に救助の種類ごとに定められている報告書の提出を求め、これを

取りまとめる。

なお、主な報告内容は、次のとおりである。

救助の種類 報告事項

避難所の設置 箇所数、収容人数、既支出額及び今後支出見込額

炊き出し、食品の給与 箇所数、給食数、給食人員、既支出額及び今後支出見込額

飲料水の供給 対象人員、給水車台数、既支出額及び今後支出見込額

生活必需品の給与 主たる品別給与点数及び給与世帯数、既支出額及び今後支出見込額

医療、助産 班数、医療機関数、患者数、分娩者数、既支出額及び今後支出見込額

被災者の救出 救出人員、行方不明者数、既支出額及び今後支出見込額

住宅の応急修理 対象世帯数、既支出額及び今後支出見込額

学用品の給与 小中学校別対象者数及び給与点数、既支出額及び今後支出見込額

埋葬 埋葬数、既支出額及び今後支出見込額

生業資金の貸与 現在適用されていない

遺体の捜索、処理 遺体処理数、既支出額及び今後支出見込額

障害物の除去 対象世帯数、既支出額及び今後の支出見込額

応急仮設住宅 設置（希望）戸数、完成戸数、既支出額及び今後支出見込額
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資料集

資料－１ 防災管理者の役割

【防災管理者の役割】

（１）町の災害危険要因を把握し分析すること

（２）地域防災計画の施策の実行や防災能力の向上を図るため、町の関係組織、関係機関及び住民組織との調整

を行うこと

（３）災害時に活用できる人的・物的資源をリストアップしておくこと

（４）災害時に他から必要なサービス、資機材等の支援を受けるための相互応援協定等の締結を行うこと

（５）不足する資源を把握し、それを補うための力を持った関係者と連携を保つこと

（６）町民への防災に関する知識の普及・啓発を行うこと

（７）災害時における災害対策本部の設置に必要な設備を平常時より整えておくこと

（８）災害時における住民への情報伝達手段の確保及び拡充を図ること

（９）災害の危険が迫った場合の町長への伺い、町組織への迅速な対応の指示並びに町民への警戒及び警告する

ためのシステムの構築を行うこと

（１０）避難や心と体のケアをするためのシステムの構築を行うこと

（１１）緊急対応に従事する職員の能力を向上させるための訓練プログラムの研究と実践を行うこと

（１２）町長に対して、防災活動に関する充分な情報提供を行うこと

（１３）地域防災計画に基づき、計画的に防災予算を編成し、執行及び管理を行うこと

（１４）国・県からの技術的・財政的援助を積極的に活用すること

※町は、町民生活課長を防災管理者として指定している。
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④

資料－２ 応援要請の種別と根拠

１．応援協力要請等の系統並びに根拠法令

法律、協定に基づく関係行政機関に対する応援協力要請等の系統並びに根拠法令は次のとおり

である。

要請等の内容 法令根拠

① 応急措置の応援又は応急措置の実施要請

災対法６８条第１項

⇒（都道府県知事等に対する応

援の要求等）

②
災害応急対策又は災害復旧のための指定地方行政

機関の職員の派遣斡旋要求

災対法第３０条第１項

⇒（職員の派遣の斡旋）

③
災害応急対策又は災害復旧のための他の地方公共

団体職員の派遣斡旋要求

災対法第３０条第２項

⇒（職員の派遣の斡旋）

④
災害応急対策又は災害復旧のための当該指定地方

行政機関の職員の派遣要請

災対法２９条第１項

⇒（職員の派遣の要請）

⑤
災害応急対策又は災害復旧のための当該指定地方

行政機関の職員の派遣要請

災対法第２９条第２項

⇒（職員の派遣の要請）

⑥ 災害の応急措置のための応援要請

災対法第６７条第１項

⇒（他の市町村長等に対する応

援の要求）

⑦ 地方公共団体職員の派遣要請
地方自治法第２５２条の１７

⇒（職員の派遣）

⑧ 相互応援協定に基づく応援要請 災害時相互応援協定

２．他の地方公共団体に対する応援要請

①応援要請の根拠

本町に地震災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必要があると認めると

きは、災対法第６７条第１項（法令１２参照）に基づき、他の市町村長に対し応援を求める。

応援要請に当たっては、協定に基づく応援要請が基本であるが、現在締結している協定は近

隣市町との協定がほとんどであるので、応援が困難と判断した場合は、県に対して要請を行

う。

また、現在締結している協定市町は次のとおりである。

町
本
部

埼玉県

指定地方公共機関

他の地方公共団体

相互応援協定団体

①・②・③

⑤

⑥・⑦

⑦・⑧

機関名 内容及び法令根拠番号
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災害時相互応援協定自治体一覧

協定名 枠組み 協定締結市町

災害時における相互応援に関す

る協定
田園都市づくり

協議会

久喜市、幸手市、蓮田市、白岡市（旧

白岡町）、杉戸町

※旧菖蒲町、栗橋町、鷲宮町を含む。

市災害時における相互応援及び

避難場所の相互利用に関する協

定

東部中央都市連

絡協議会

春日部市、蓮田市、白岡市（旧白岡町）、

杉戸町

災害時における埼玉県内市町村

間の相互応援に関する基本協定
埼玉県内市町村 埼玉県及び県内市町村

②応援に従事する者の指揮

本部長が必要性及び職員の適正を判断し、各班に対し職員を派遣する。

③応援要請の手続き

ア 応援要請者は本部長とする。

イ 応援要請の手続きは、事務局が行う。

ウ 応援の要請には、様式－１３を持って行うものとする。ただし、緊急を要する場合には、

電話その他の方法を持って要請し、事後文書を提出するものとする。

④応援要請に関する費用負担

応援を受け入れた場合の応急措置に関する費用は、災対法第９２条（指定行政機関の長等

又は他の地方公共団体の長等の応援を受けた場合の災害応急対策に要する費用の負担）の定

めにより、町が負担する。
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資料－３ 緊急輸送車両の標章及び証明書

災害応急対策に使用する車両については、県公安委員会（杉戸警察署）に対し、災対法施行規則に

定める標章及び証明書の交付を申請し、受領する必要がある。

また、県公安委員会から標章及び証明書の交付を受けた場合は、これを厳重に管理するとともに、

緊急輸送を行う時は、証明書を備え付け、標章は当該車両の前面の見やすいところに掲示する。

なお、災害対策本部の車輌であることを示すため、「宮代町災害対策本部」の表示も行う。

段階別輸送内容の指定について

発災後の段階別輸送内容を次のとおり例示する。

区 分 緊急通行車両により輸送する対象

第１段階 １ 救助・医療活動の従事者及び医薬品等の物資

２ 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員及び物資

３ 政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信・電力・ガス・水

道施設保安要員等初動の災害対策に必要な人員及び物資等

４ 医療機関へ搬送する負傷者等

５ 緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な人員

及び物資

第２段階 １ 第１段階の継続実行

２ 食料、水等生命の維持に必要な物資

３ 疾病者及び被災者の被災地外への輸送

４ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資

５ 行方不明者の捜索、遺体の処理に要する人員及び資機材の搬入

第３段階 １ 第２段階の継続

２ 災害復旧に必要な人員及び物資

３ 生活必需品

登録（車両）番号

有効期限 □年□月□日

備考：１ 色彩は、記号を黄色、緑及び「緊急」の文

字を赤色、「登録（車両）番号」、「有効期限」、

「年」、「月」及び「日」の文字を黒色、登

録（車両）番号並びに年、月及び日を表示

する部分を白色、地を銀色とする。

２ 記号の部分に、表面の画像が光の反射角度

に応じて変化する措置を施すものとする。

３ 図示の長さの単位は、センチメートルとす

る。

15

21

宮 代 町

災害対策本部



- 55 -

資料－４ 応急給水用機械器具の種類、能力、保有数

平成２９年８月末現在

種類 積載量又は容量 配置 数量

給水タンク １，０００㍑ 上下水道室 ３台

ポリ容器 ２０㍑ 〃 ５０個

給水袋（リュック） ６㍑ 〃 ６００枚

給水袋 １０㍑ 町防災倉庫 １０，０００枚

浄水器 ２ｔ／Ｈ 〃 ４台

耐震性貯水槽

１００㎥ スキップ広場 １台

６０㎥ 須賀小学校 １台

６０㎥ 姫宮北公園 １台

給水タンク 給水袋

耐震性貯水槽浄水器

ポリ容器

給水袋（リュック）
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資料－５ 河川・農業施設

平成２９年８月末現在

名 称 所在地

笠原排水機場 宮代町百間１０１６－１

第１揚水機場 宮代町逆井２９８－１

万年堰 宮代町和戸１２７６番地先

万年堰

笠原排水機場 第１揚水機場
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資料－６ 教育施設一覧

平成２９年８月末現在

小中学校

高等学校等

社会教育施設

学校名 所在地 電話番号

須賀小学校 宮代町須賀１４２５－１ ０４８０－３３－１３２５

百間小学校 宮代町西原２６１ ０４８０－３２－０１５７

東小学校 宮代町百問５－８－４８ ０４８０－３２－０２１４

笠原小学校 宮代町百問１１０５ ０４８０－３４－８４８０

須賀中学校 宮代町須賀１４２６－１ ０４８０－３３－１３２６

百間中学校 宮代町宮代３－７－３８ ０４８０－３２－０１４２

前原中学校 宮代町中４６１ ０４８０－３４－０６３１

名 称 所在地 電話番号

宮代高等学校 宮代町東６１１ ０４８０－３２－４３８８

宮代特別支援学校 宮代町金原６３６－１ ０４８０－３５－２４３２

名 称 所在地 電話番号

図書館 宮代町百間１１３９ ０４８０－３４－９９４４

川端公民館 宮代町川端５７８ （電話無し）

和戸公民館 宮代町和戸２－５－１ （電話無し）

百間公民館 宮代町百間５－１－２９ （電話無し）

進修館 宮代町笠原１－１－１ ０４８０－３３－３８４６

郷土資料館 宮代町西原２８９ ０４８０－３４－８８８２

総合運動公園 宮代町和戸１８３４ ０４８０－３２－１５４３
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資料－７ 都市ガス施設の状況

平成２９年８月末現在

都市ガス供給区域

〈埼玉県南埼玉郡宮代町〉

字東、東姫宮１丁目～２丁目、学園台１丁目～４丁目、本田１丁目～５丁目、中央３丁目、笠原１丁目、大字須賀

のうち姫宮落川以南、町道８０号線以東、大字東粂原のうち姫宮落川以南、川端１丁目のうち笠原沼落以西、川端

３丁目～４丁目、字川端のうち笠原沼落以西、字姫宮のうち笠原沼落以西かつ東武伊勢崎線以東、和戸１丁目～５

丁目、百間２丁目～６丁目、字中島のうち町道１６号以西かつ県道春日部久喜線以北（ただし町道１６号、町道１

４８号、町道１７０号、県道春日部久喜線で囲まれた区域を除く）

地区整圧器（ガバナー）

＊資料出典：東彩ガス㈱

項 目 数 量

需 要 家 件 数 ２，２７７件

供給量（直近１年間）

平成２８年４月１日～

平成２９年３月３１日

８４４，５１４㎥

埋 設 管 延 長 ３９，０７２ｍ

中 圧 本 管 １０，００４ｍ

低 圧 本 支 管 ２９，０６８ｍ

供 給 管 ２，２１８本

整圧器名称 型 式 住 所

宮代東 Ｒ－１５０ 宮代町東９０４－２１８

川 端 ＡＦＶ 宮代町川端４－５３５－１

学園台３丁目 ＡＦＶ 宮代町学園台３丁目１２－７

和戸 ＡＦＶ 宮代町和戸１－２９－２
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資料－８ 街角消火器設置状況

平成２９年８月末現在

番号 地域名 設置数 番号 地域名 設置数 番号 地域名 設置数

１ 国納 ６ ２３ 中央一丁目 ０ ４５ 中島 １７

２ 須賀 １１ ２４ 中央二丁目 ４ ４６ 百間一丁目 ２

３ 西粂原 １３ ２５ 中央三丁目 １ ４７ 百間二丁目 ５

４ 東粂原 ６ ２６ 笠原一丁目 ０ ４８ 百間三丁目 ４

５ 和戸一丁目 ２ ２７ 笠原二丁目 ２ ４９ 百間四丁目 ７

６ 和戸二丁目 １ ２８ 宮代一丁目 ２ ５０ 百間五丁目 ７

７ 和戸三丁目 ２ ２９ 宮代二丁目 １ ５１ 百間六丁目 ２

８ 和戸四丁目 １ ３０ 宮代三丁目 ３ ５２ 百間 ０

９ 和戸五丁目 ２ ３１ 道仏 ３ ５３ 川端 ２

１０ 和戸 １３ ３２ 山崎 １０ ５４ 宮東 １０

１１ 宮代台一丁目 ３ ３３ 金原 ４ ５５ 字姫宮 １

１２ 宮代台二丁目 ４ ３４ 西原 １１ 宮代 １６９

１３ 宮代台三丁目 ６ ３５ 逆井 ６ 中島 ８０

１４ 学園台一丁目 ５ ３６ 中 ５

１５ 学園台二丁目 ２ ３７ 東 １０

１６ 学園台三丁目 ３ ３８ 姫宮 ５

１７ 学園台四丁目 ０ ３９ 東姫宮一丁目 ５

１８ 本田一丁目 ３ ４０ 東姫宮二丁目 ７

１９ 本田二丁目 １ ４１ 川端一丁目 ９

２０ 本田三丁目 ２ ４２ 川端二丁目 ７

２１ 本田四丁目 ２ ４３ 川端三丁目 ４

２２ 本田五丁目 ２ ４４ 川端四丁目 ３

資料－９ 消火ホース及び地下式消火栓の設置状況

平成２９年８月末現在

消火ホース

設置箇所数

地下式消火栓

設置箇所数

宮代消防署管内 １１７ ５２６

中島出張所管内 ３４ １２４

合 計 １５１ ６５０
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資料－１０ 町有車一覧

平成２９年８月末現在

所管課 車 名 登録番号 備考

1 総務課(町長車) ﾄﾖﾀ ｸﾗｳﾝ 春日部300 そ 17-56 ｽﾀｯﾄﾞﾚｽあり

2 企画財政課(1号車) ｽｽﾞｷ ｼﾞﾑﾆｰ 春日部50 と 21-30

3 企画財政課(2号車) ﾆｯｻﾝ ｾﾚﾅ 春日部501 と 59-86 ｽﾀｯﾄﾞﾚｽあり

4 企画財政課(3号車) ｽｽﾞｷ ｴﾌﾞﾘｲ 春日部480 え 7-02

5 企画財政課(4号車) ﾀﾞｲﾊﾂ ﾀﾝﾄ(白) 春日部580 ね 76-54

6 企画財政課(5号車) ﾀﾞｲﾊﾂ ﾀﾝﾄ(ｼﾙﾊﾞー ) 春日部580 ね 76-53

7 企画財政課(6号車) ﾄﾖﾀ ｳﾞｨｯﾂ 春日部501 の 57-30

8 企画財政課(7号車) ﾆｯｻﾝ e-nV200 春日部301 は 332

9 企画財政課(8号車) ﾄﾖﾀ ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽﾜｺﾞﾝ 春日部500 む 9-28

10 企画財政課(9号車) ｽｽﾞｷ ﾜｺﾞﾝR 春日部580 と 54-87

11 企画財政課(10号車) ﾏﾂﾀﾞ ﾎﾞﾝｺﾞﾄﾗｯｸ 春日部400 せ 29-39

12 企画財政課(11号車) ﾎﾝﾀﾞ ｲﾝｻｲﾄ 春日部501 と 60-00

13 企画財政課(12号車) ｽｽﾞｷ ｷｬﾘｲ 春日部480 く 64-54 ｽﾀｯﾄﾞﾚｽあり

14 税務課 ﾎﾝﾀﾞ ﾌｨｯﾄ 春日部500 む 18-26

15 町民生活課(交通安全指導車) ｽｽﾞｷ ｴﾌﾞﾘｰﾜｺﾞﾝ 春日部580 こ 37-67 ｽﾀｯﾄﾞﾚｽあり

16 町民生活課(生活安全担当) ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄ 春日部480 か 42-72

17 町民生活課(害獣保護車) ﾏﾂﾀﾞ ｽｸﾗﾑ 春日部480 か 21

18 福祉課(赤十字車) ﾆｯｻﾝ ﾊﾞﾈｯﾄ 春日部400 そ 87-75

19 福祉課(赤十字車) ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾞｱﾝﾃ 春日部301 つ 70-30

20 福祉課(みやしろ保育園) ｽｽﾞｷ ﾜｺﾞﾝR 春日部50 せ 22-53

21 福祉課(国納保育園) ｽｽﾞｷ ﾜｺﾞﾝR 春日部50 と 17-35

22 健康介護課(保健ｾﾝﾀ )ー ﾀﾞｲﾊﾂ ﾑｰﾌﾞ 春日部580 た 87-55

23 健康介護課(保健ｾﾝﾀ )ー ｽｽﾞｷ ｴﾌﾞﾘｨ 春日部580 は 68-28

24 健康介護課(配食車) ｽﾊﾞﾙ ｻﾝﾊﾞー ﾃﾞｨｱｽ 春日部40 さ 62-36

25 健康介護課 ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄ(青) 春日部580 ち 64-29

26 健康介護課 ﾀﾞｲﾊﾂ ﾐﾗ 春日部480 え 96-28

27 産業観光課(農業振興担当) ｽｽﾞｷ ｴﾌﾞﾘｨ 春日部480 き 57-65

28 まちづくり建設課(道路担当) ﾆｯｻﾝ ﾊﾞﾈｯﾄ 春日部400 ち 26-12 ｽﾀｯﾄﾞﾚｽあり

29 まちづくり建設課(道路担当) ｽｽﾞｷ ﾊｽﾗｰ 春日部580 は 98-09 ｽﾀｯﾄﾞﾚｽあり

30 まちづくり建設課(都市計画担当) ｽｽﾞｷ ｴﾌﾞﾘｲ 春日部480 え 7-03 ｽﾀｯﾄﾞﾚｽあり

31 まちづくり建設課(区画整理担当) ﾏﾂﾀﾞ ｽｸﾗﾑﾊﾞﾝ 春日部480 か 62-80

32 教育推進課(生涯学習担当) ﾄﾖﾀ ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽﾊﾞﾝ 春日部400 そ 2-84

33 教育推進課(郷土資料館) ｽｽﾞｷ ｴﾌﾞﾘｨ 春日部480 え 7-04
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所管課 車 名 登録番号 備考

34 教育推進課(郷土資料館) ｽﾊﾞﾙ ｻﾝﾊﾞー ﾃﾞｨｱｽ 春日部40 さ 66-77

35 健康介護課(介護保険担当) ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄ 春日部580 あ 76-69

36 健康介護課(介護保険担当) ﾀﾞｲﾊﾂ ﾐﾗｲｰｽ 春日部580 に 52-96

37 まちづくり建設課(下水道担当) ｽｽﾞｷ ﾜｺﾞﾝR 春日部50 て 88-95 ｽﾀｯﾄﾞﾚｽあり

38 まちづくり建設課(下水道担当) ﾄﾖﾀ ｶﾙﾃﾞｨﾅ 春日部56 み 62-50

39 まちづくり建設課(上水道担当) ﾏﾂﾀﾞ ﾎﾞﾝｺﾞﾄﾗｯｸ 春日部400 そ 61-67

40 まちづくり建設課(上水道担当) ｽﾊﾞﾙ ｻﾝﾊﾞー ﾄﾗｯｸ 春日部480 き 33-35

41 まちづくり建設課(上水道担当) ｽｽﾞｷ ｴﾌﾞﾘｲ 春日部480 え 92-08

42 まちづくり建設課(上水道担当) ﾏﾂﾀﾞ ﾎﾞﾝｺﾞ 春日部400 た 18-53

43 まちづくり建設課(上水道担当) ｽｽﾞｷ ｴﾌﾞﾘｲ 春日部40 す 5-01

44 消防団 日野 春日部800 す 60-24 ﾁｪｰﾝあり

45 消防団 いすゞ 春日部800 す 15-04 ﾁｪｰﾝあり

46 消防団 いすゞ 春日部800 す 49-38 ﾁｪｰﾝあり

47 消防団 日野 春日部800 さ 79-61 ﾁｪｰﾝあり

48 消防団 日野 春日部800 す 60-25 ﾁｪｰﾝあり

49 消防団 日野 春日部800 さ 92-34 ﾁｪｰﾝあり
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資料－１１ 消防車両一覧

平成２９年８月末現在

配置場所 車両名 用途 車名･形式 年式 備考

宮代消防署

指令宮代1 指令車 日産･DBF-VM20 H22 ｽﾀｯﾄﾞﾚｽあり

宮代1 水槽付ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車 日野･SDG-GX7JGAA改 H26 ｽﾀｯﾄﾞﾚｽあり

宮代2 ﾎﾟﾝﾌﾟ付消防自動車 日野･TKG-XZU685M H26 ｽﾀｯﾄﾞﾚｽあり

宮代3 普通ﾎﾟﾝﾌﾟ車 三菱･KK-FE53EB改 H12 ｽﾀｯﾄﾞﾚｽあり

宮代資機材1 資材搬送車 日野･LD-RZU300M H15 ｽﾀｯﾄﾞﾚｽあり

救急宮代1 高規格救急自動車 ﾄﾖﾀ･CBF-TRH221S H18 ｽﾀｯﾄﾞﾚｽあり

中島出張所
中島1 水槽付ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車 日野･TKG-XZU685M H26 ｽﾀｯﾄﾞﾚｽあり

救急中島1 高規格 救急自動車 日産･CBF-FPGE50改 H20 ｽﾀｯﾄﾞﾚｽあり
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資料－１２ 宮代町指定文化財一覧

平成２９年８月末現在

国指定

種 別 名 称 所 在 地 指定年月日 所有者等

1 彫刻 木造阿弥陀如来及び両脇侍像(3躯) 東京都台東区上

野公園13-9

大正3年8月25日 西光院

国登録有形文化財

種 別 名 称 所 在 地 登録年月日 所有者等

1 歴史資料 工業技術資料 学園台4-1-1 平成20年3月7日 日本工業大学

県指定

種 別 名 称 所 在 地 指定年月日 所有者等

1 建造物 五社神社本殿(1棟) 東90番地 昭和37年3月10日 五社神社

町指定

種 別 名 称 所 在 地 指定年月日 所有者等

1 無形民俗文化財 東粂原獅子舞 東粂原367番地 昭和56年8月1日 東粂原獅子舞保存

会

2 工芸品 鰐口(1口) 西原289番地 平成3年2月21日 宝生院

3 彫刻 十一面観音像(1躯) 和戸808 平成3年2月21日 西方院

4 古文書 西光院朱印状(12通) 付

御朱印箱(1点)

東410番地 平成3年2月21日

(変更)平成 28 年 3

月31日

西光院

5 古文書 西光院中世文書(5点) 東410番地 平成3年2月21日

(変更)平成 28 年 3

月31日

西光院

6 工芸品 姫宮神社絵馬(3点) 姫宮 373 番地

西原289番地

平成3年2月21日 姫宮神社

7 天然記念物 大ｲﾁｮｳ 中38番地 平成3年2月21日 宝生院

8 建造物 旧斎藤家住宅 付 物置･蔵 西原289番地 平成4年2月19日 宮代町

9 建造物 旧進修館 西原289番地 平成4年2月19日 宮代町

10 建造物 旧加藤家住宅 西原289番地 平成4年2月19日 宮代町

11 彫刻 阿弥陀如来坐像 西原289番地 平成15年4月1日 西原地区自治会
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12 古文書 戸田家文書 西原289番地 平成16年4月1日 個人

13 古文書 折原家文書 西原289番地 平成16年4月1日 個人

14 考古資料 逆井遺跡第1号ﾌﾞﾛｯｸ出土石器 西原289番地 平成16年4月1日 宮代町

15 古文書 岩崎家文書 西原289番地 平成18年4月1日 宮代町

16 歴史資料 川島庚申塔群 百間 6 丁目 655

番地

平成18年4月1日 切戸川島庚申講中

17 歴史資料 五社神社箱付和鏡 付柄鏡及び台座 東90番地 平成18年4月1日 五社神社

18 考古資料 前原遺跡出土縄文時代草創期微隆起

線文土器

西原289番地 平成20年4月1日 宮代町

19 古文書 岡安家文書 西原289番地他 平成20年4月1日 宮代町

個人

20 考古資料 前原遺跡出土旧石器時代石器群 西原289番地 平成22年4月1日 宮代町

21 古文書 関根家文書 西原289番地 平成22年4月1日 個人

22 彫刻 円空仏(役行者倚像) 西原289番地 平成24年3月31日 宝生院

23 彫刻 円空仏(如来形立像) 須賀1264 平成24年3月31日 真蔵院

24 彫刻 円空仏(菩薩形坐像二躯) 和戸808番地 平成24年3月31日 西方院

25 彫刻 円空仏(恵比須天立像二躯､大黒天立

像､護法神像)

和戸

西原289番地

平成24年3月31日 個人

26 彫刻 円空仏(阿弥陀如来坐像､菩薩形坐像) 和戸 平成24年3月31日 個人

27 彫刻 円空仏(菩薩形坐像) 和戸 平成24年3月31日 個人

28 彫刻 円空仏(菩薩形坐像) 和戸 平成24年3月31日 個人

29 歴史資料 多少庵句碑 東90番地 平成26年3月31日 五社神社

30 歴史資料 多少庵俳額 東、

西原289番地

平成26年3月31日 五社神社

31 歴史資料 多少庵俳額 姫宮373番地 平成26年3月31日 姫宮神社

32 絵画 絹本着色徳川家康画像 東410番地 平成28年3月31日 西光院

33 工芸品 粟田口焼葵紋茶碗 東410番地 平成28年3月31日 西光院
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資料－１３ 屋外拡声子局・再送信子局一覧

平成２９年８月末現在

管理
番号

屋外子局名称 設置場所
管理
番号

屋外子局名称 設置場所

001 第一浄水場 宮代町字山崎２６６番地１ 025
西粂原農業集落

排水施設付近
宮代町大字西粂原１３４５番地１

002 逆井集会所 宮代町字逆井１２０番地 026 須賀御霊大権現神社 宮代町大字須賀２０４１番地１

003 山崎ア一チェリー場 宮代町字山崎１２番地 027 東粂原グラウンド 宮代町大字東粂原３６９番地１１

004 金原集会所 宮代町字金原４３番地 028 西粂原第９水源付近 宮代町大字西粂原１６３番地１

005 百間小学校 宮代町字西原２６１番地 029 金剛寺 宮代町大字須賀１０６９番地１

006 中集会所 宮代町字中１０８番地 030 学園台グラウンド 宮代町学園台二丁目９６１番地１

007 中寺集会所 宮代町字東１２２番地１ 031 学園台あおぎり公園 宮代町学園台三丁目７９５－８

008 姫宮南遊水池 宮代町東姫宮二丁目９０４番地１４１ 032 日本工業大学 宮代町学園台四丁目１

009 東集会所付近 宮代町字東４２１番地２ 033 学園台ゆきやなぎ公園 宮代町学園台一丁目９０９番地１６０

010 姫宮北第１遊水池 宮代町東姫宮一丁目６８８番地２２２ 034 八河内集会所付近 宮代町大字国納８１５番地１

011 学校給食センター 宮代町字金原５２４番地３ 035 和戸天満宮 宮代町大字和戸１００３番地１

012 西原児童公園 宮代町字西原５０５番地１ 036 ふるとねの郷 宮代町大字和戸８５８番地２

013 逆井広場 宮代町字山崎８５７番地 037 高野川児童公園 宮代町大字須賀２２６８番地１

014 宮代町役場 宮代町笠原一丁目４番１号 038 和戸児童公園 宮代町和戸三丁目１９５番地１

015 分教場跡地 宮代町宮代ニ丁目１９１番地２ 039 宮代台中央公園 宮代町宮代台三丁目３９７番地１２５

016 風土記の丘公園 宮代町字道佛２９７番地２ 040 国納霊園 宮代町大字国納１８７番地１

017 新道集会所 宮代町中央二丁目９－３ 041 桃山台中央公園 宮代町大字和戸２１０３番地１９６

018 切戸会館 宮代町百間一丁目３ 042 宮東配水場 宮代町字宮東５１番地

019 弁天会館付近 宮代町百間三丁目１２６番地１ 043 宮東正福坊 宮代町字宮東４８１番地

020 東小学校 宮代町百間五丁目８－４８ 044 姫宮神社 宮代町字姫宮３７３番地１

021 若宮集会所 宮代町字中島３８６番地１ 045 姫宮成就院幼稚園 宮代町字宮東９２２番地１

022 中須集会所 宮代町字中島９４番地４ 046 川端公民館 宮代町字川端６４６番地４

023 西粂原集会所 宮代町大字西粂原６６０番地１ 047 姫宮駐在所前 宮代町川端一丁目３４０番地２

024 須賀中学校 宮代町大字須賀１４２６番地１ 048 川端集会所 宮代町川端三丁目１３番２７号
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資料－１４ 防災無線一覧

平成２９年８月末現在

種 別 台数 識別番号 設置場所

防
災
無
線

固定系

基地局

基地局無線機 １ 防災機器室

遠隔制御器 １ 宮代消防署

屋外子局 ４８ 宮代町内

移動系移動局 携帯無線機

５ みやしろ１０１～１０５町民生活課

６５
防災みやしろ１０１～１

６５
町民生活課 他

付帯設備

非常用電源 １
防災機器室及び

２０２会議室

空中線・空中線柱 １ 役 場

資料－１５ 駅別一日の平均乗降人員

平成２８年度の１日平均

路線名 駅 名 駅別乗降人数 合 計

東武スカイツリーライン

東武動物公園駅 ３２，３０７人

４１，７０４人姫宮駅 ５，３８０人

東武伊勢崎線 和戸駅 ４，０１７人
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資料－１６ 地震の規模と被害に関する関連解説表

（１）人間の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況 出典：気象庁震度階級関連開設表

震度

階級
人 間 屋内の状況 屋外の状況

０
人は揺れを感じないが、地震計には

記録される。
‐ ‐

１
屋内で静かにしている人の中には、

揺れをわずかに感じる人がいる。
‐ ‐

２

屋内で静かにしている人の大半が、

揺れを感じる。眠っている人の中に

は、目を覚ます人もいる。

電灯等のつり下げ物が、わずかに揺

れる。
‐

３

屋内にいる人のほとんどが、揺れを

感じる。歩いている人の中には、揺

れを感じる人もいる。眠っている人

の大半が、目を覚ます。

棚にある食器類が、音を立てること

がある。
電線が少し揺れる。

４

ほとんどの人が驚く。歩いている人

のほとんどが、揺れを感じる。眠っ

ている人のほとんどが、目を覚ま

す。

電灯等のつり下げ物は大きく揺れ､

棚にある食器類は音を立てる。座り

の悪い置物が、倒れることがある。

電線が大きく揺れる。歩いている人

も揺れを感じる。自動車を運転して

いて、揺れに気付く人がいる。

５
弱

大半の人が、恐怖を覚え、物につか

まりたいと感じる。

電灯等のつり下げ物は激しく揺れ､

棚にある食器類、書棚の本が落ちる

ことがある。座りの悪い置物の大半

が倒れる。固定していない家具が移

動することがあり、不安定なものは

倒れることがある。

まれに窓ガラスが割れて落ちるこ

とがある。電柱が揺れるのがわか

る。道路に被害が生じることがあ

る｡

５
強

大半の人が、物につかまらないと歩

くことが難しい等、行動に支障を感

じる。

棚にある食器類や書棚の本で、落ち

るものが多くなる。テレビが台から

落ちることがある。固定していない

家具が倒れることがある。

窓ガラスが割れて落ちることがあ

る。補強されていないブロック塀が

崩れることがある。据え付けが不十

分な自動販売機が倒れることがあ

る。自動車の運転が困難となり、停

止する車もある。

６
弱立っていることが困難になる。

固定していない家具の大半が移動

し、倒れるものもある｡ ドアが開か

なくなることがある｡

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下

することがある。

６
強

立っていることができず､はわない

と動くことができない。

揺れにほんろうされ、動くこともで

きず、飛ばされることもある｡

固定していない家具のほとんどが

移動し、倒れるものが多くなる。

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下

する建物が多くなる。補強されてい

ないブロック塀のほとんどが崩れ

る。

７

固定していない家具のほとんどが

移動したり倒れたりし、飛ぶことも

ある｡

壁のタイルや窓ガラスが破損､落下

する建物がさらに多くなる。補強さ

れているブロック塀も破損するも

のがある。
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（２）木造建物（住宅）の状況

震度

階級

木造建物（住宅）

耐震性が高い 耐震性が低い

５弱 ‐ 壁等に軽微なひび割れ・亀裂がみられることがある。

５強 ‐ 壁等にひび割れ・亀裂がみられることがある。

６弱
壁等に軽微なひび割れ・亀裂がみられることがあ

る。

壁等のひび割れ・亀裂が多くなる。

壁等に大きなひび割れ・亀裂が入ることがある。瓦が落

下したり、建物が傾いたりすることがある。倒れるもの

もある。

６強
壁等にひび割れ・亀裂がみられることがある。 壁等に大きなひび割れ・亀裂が入るものが多くなる。傾

くものや、倒れるものが多くなる。

７
壁等のひび割れ・亀裂が多くなる。

まれに傾くことがある。
傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。

（注１）木造建物（住宅）の耐震性により２つに区分けした。耐震性は、建築年代の新しいものほど高い傾向があり、概

ね昭和５６（１９８１年）以前は耐震性が低く、昭和５７年（１９８２年）以降には耐震性が高い傾向にある。

しかし、構法の違いや壁の配置等により耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の

高低が決まるものではない。既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。

（注２）この表における木造の壁のひび割れ、亀裂、損壊は、土壁（割り竹下地）、モルタル仕上壁（ラス、金網下地を

含む）を想定している。下地の弱い壁は、建物の変形が少ない状況でも、モルタル等が剥離し、落下しやすくな

る。

（注３）木造建物の被害は、地震の際の地震動の周期や継続時間によって異なる。平成２０年（２００８年）岩手・宮城

内陸地地震のように、震度に比べ建物被害が少ない事例もある。

（３）鉄筋コンクリート造建物の状況

震度

階級

鉄筋コンクリート造建物

耐震性が高い 耐震性が低い

５強
‐

壁、梁（はり）、柱等の部材に、ひび割れ・亀裂が入ることがあ

る。

６弱
壁、梁（はり）、柱等の部材に、ひび割れ・

亀裂が入ることがある。

壁、梁（はり）、柱等の部材に、ひび割れ・亀裂が多くなる。

６強
壁、梁（はり）、柱等の部材にひび割れ・

亀裂が多くなる。

壁、梁（はり）、柱等の部材に、斜めやX状のひび割れ・亀裂が

みられることがある。

１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものがある。

７

壁、梁（はり）等のひび割れ・亀裂がさら

に多くなる。

１階あるいは中間階が変形し、まれに傾く

ものがある。

壁、梁（はり）、柱等の部材に、斜めやX状のひび割れ・亀裂が

多くなる。

１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものが多くなる。

（注１）鉄筋コンクリート造建物では、建築年代の新しいものほど高い傾向があり、概ね昭和５６（１９８１年）以前は

耐震性が低く、昭和５７年（１９８２年）以降は耐震性が高い傾向にある。しかし、構法形式や平面的、立面的

な耐震壁の配置により耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高低が決まるもの

ではない。既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。

（注２）鉄筋コンクリート造建物は、建物の主体構造に影響を受けていない場合でも、軽微なひび割れがみられることが

ある。
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（４）地盤・斜面等の状況

震度

階級
地盤の状況 斜面等の状況

５弱
亀裂※１や液状化※２が生じることがある。 落石やがけ崩れが発生することがある。

５強

６弱 地割れが生じることがある。 がけ崩れや地すべりが発生することがある。

６強
大きな地割れが生じることがある。

がけ崩れが多発し、大規模な地すべりや山体の崩壊が発生するこ

とがある※３
７

※１ 亀裂は、地割れと同じ現象であるが、ここでは規模の小さい地割れを亀裂として表記している。
※２ 地下水位が高い、ゆるい砂地盤では、液状化が発生することがある。液状化が進行すると、地面からの泥水の噴出や地盤沈下が起こ

り、堤防や岸壁が壊れる、下水管やマンホールが浮き上がる、建物の土台が傾いたり壊れたりする等の被害が発生することがある。
※３ 大規模な地すべりや山体の崩壊等が発生した場合、地形等によっては天然ダムが形成されることがある。また、大量の崩壊土砂が土

石流化することもある。

（５）ライフライン・インフラ等への影響

項目 状況

ガス供給の停止 安全装置のあるガスメーター（マイコンメーター）では震度５弱程度以上の揺れで遮断装置が作

動し、ガスの供給を停止する。

さらに揺れが強い場合には、安全のため地域ブロック単位でガス供給が止まることがある※。

断水・停電の発生 震度５弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生することがある※。

鉄道の停止・高速道

路の規制等

震度４程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路等で、安全確認のため、運転見合わせ、

速度規制、通行規制が、各事業者の判断によって行われる（安全のための基準は、事業者や地域

によって異なる）。

電話等通信の障害 地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電話・インターネット等による

安否確認、見舞い、問い合わせが増加し、電話等がつながりにくい状況（ふくそう）が起こるこ

とがある。そのための対策として、震度６弱程度以上の揺れがあった地震等の災害の発生時に、

通信事業者により災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板等の提供が行われる。

エレベーターの停止 地震管制装置付きのエレベーターは、震度５弱程度以上の揺れがあった場合、安全のため自動停

止する。運転再開には、安全確認等のため、時間がかかることがある。

※震度６強程度以上の揺れとなる地震があった場合には、広い地域で、ガス、水道、電気の供給が停止することがある。

（６）大規模構造物への影響

長周期地震動※によ

る超高層ビルの揺れ

超高層ビルは固有周期が長いため、固有周期が短い一般の鉄筋コンクリート建造物に比べて地震

時に作用する力が相対的に小さくなる性質を持っている。しかし、長周期地震動に対しては、ゆ

っくりとした揺れが長く続き、揺れが大きい場合には、固定の弱いＯＡ機器等が大きく移動し、

人も固定しているものにつかまらないと、同じ場所にいられない状況となる可能性がある。

石油タンクのスロッ

シング

長周期震動により石油タンクのスロッシング（タンク内溶液の液面が大きく揺れる現象）が発生

し、石油タンクから溢れ出たり、火災等が発生したりすることがある。

大規模空間を有する

施設の天井等の破

損、脱落

体育館、屋内プール等大規模空間を有する施設では、建物の柱、壁等、構造自体に大きな被害を

生じない程度の地震動でも、天井等が大きく揺れたりして、破損、脱落することがある。

※規模の大きな地震が発生した場合、長周期の地震波が発生し、震源から離れた遠方まで到達して、平野部では地盤の固有周期に応じて

長周期の地震波が増幅され、継続時間も長くなることがある。



資料－１７ 応急仮設住宅候補地

１ 被害想定調査結果

埼玉県が実施した「平成２４・２５年度

下表のとおりである。

応急仮設住宅候補地の選定に当たっては、地震の影響による地盤の液状化などにより、候補地が仮設住宅用

地として利用できない場合も想定する必要があ

そのため、応急仮設住宅建設候補地の選定に当たっては、ある程度余裕をもって損壊家屋数の想定するもの

とする。

＜宮代町における被害予測結果＞

想定地震

東京湾北部地震

茨城県南部地震

元禄型関東地震

関東平野北西縁断層帯（破壊開始点北）

関東平野北西縁断層帯（破壊開始点中央）

関東平野北西縁断層帯（破壊開始点南）

立川断層帯（破壊開始点北）

立川断層帯（破壊開始点南）

（注）関東平野北西縁断層帯

は、関東平野北西部と関東

山地との境界付近から大

宮台地北部にかけて分布

する活断層帯である。

２ 被害想定調査結果を踏まえて選定した候補地

応急仮設住宅の建設に必要な規模等は以下のとおりとし、その候補地は別表のとおりとする。

①１戸当たり９０㎡を標準とする。

②駐車場、集会所、多目的広場、ごみ置き場なども必要となる。

ただし、近隣に駐車場が確保できるため敷地内の設置を必要としない場合や交通利便性を考慮し、駐車

場確保が不要な場合は、

③地域性やその他特殊性等を考慮して、候補地を決定する。
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候補地について

埼玉県が実施した「平成２４・２５年度 埼玉県地震被害想定調査」によると、宮代町における被害想定は

応急仮設住宅候補地の選定に当たっては、地震の影響による地盤の液状化などにより、候補地が仮設住宅用

地として利用できない場合も想定する必要がある。

そのため、応急仮設住宅建設候補地の選定に当たっては、ある程度余裕をもって損壊家屋数の想定するもの

＜宮代町における被害予測結果＞

揺れ＋液状化による被害

全壊数

（戸）

全壊率

（％）

８ ０.０６

７９ ０.５９

４ ０.０３

関東平野北西縁断層帯（破壊開始点北） ５０ ０.３７

関東平野北西縁断層帯（破壊開始点中央） ４９ ０.３７

関東平野北西縁断層帯（破壊開始点南） ４７ ０.３５

０ ０.００

０ ０.００

被害想定調査結果を踏まえて選定した候補地

応急仮設住宅の建設に必要な規模等は以下のとおりとし、その候補地は別表のとおりとする。

①１戸当たり９０㎡を標準とする。

②駐車場、集会所、多目的広場、ごみ置き場なども必要となる。

ただし、近隣に駐車場が確保できるため敷地内の設置を必要としない場合や交通利便性を考慮し、駐車

場確保が不要な場合は、１戸あたり７０㎡とすることができる。

③地域性やその他特殊性等を考慮して、候補地を決定する。

埼玉県地震被害想定調査」によると、宮代町における被害想定は

応急仮設住宅候補地の選定に当たっては、地震の影響による地盤の液状化などにより、候補地が仮設住宅用

そのため、応急仮設住宅建設候補地の選定に当たっては、ある程度余裕をもって損壊家屋数の想定するもの

揺れ＋液状化による被害

半壊数

(戸)

半壊率

（％）

２２ ０.１７

２７５ ２.０６

９ ０.０６

３３７ ２.５３

３１６ ２.３７

３７７ ２.８３

０ ０.００

０ ０.００

応急仮設住宅の建設に必要な規模等は以下のとおりとし、その候補地は別表のとおりとする。

ただし、近隣に駐車場が確保できるため敷地内の設置を必要としない場合や交通利便性を考慮し、駐車
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■応急仮設住宅建設候補地

№ 施設名
所有

形態

地積

（㎡）

建設可能

戸数

ライフライン条件 土地条件

その他特記事項給水管場所 下水道 ガス 接道 地型 高低差 地盤状況 障害物の有無

前面 近隣 可 不可 都市 プロ
４m
以上

６m
以上

整形 不整 あり なし 土
アス

ファルト

コンク

リート
あり なし

１ 学園台グラウンド 町 2,833 31 ● ● ● ● ● ● ● ●

２ 宮東テニスコート 町 2,922 32 ● ● ● ● ● ● ● ●
テニスポストあり

送電線あり

３ 前原グラウンド 町 6,302 70 ● ● ● ● ● ● ● ●

４ 東粂原グラウンド 町+借地 6,314 70 ● ● ● ● ● ● ● ●

５ 東グラウンド 町+借地 12,395 138 ● ● ● ● ● ● ● ● 送電線あり

６ 宮東グラウンド 借地 5,672 63 ● ● ● ● ● ● ● ●

７ 総合運動公園（テニスコート） 町 4,800 53 ● ● ● ● ● ● ● ● テニスポストあり

８ 総合運動公園（第２駐車場） 町 3,500 39 ● ● ● ● ● ● ● ●

計 44,738 404

（注）被災状況や民間賃貸住宅の空室状況等を総合的に勘案し、上記候補地の中から建設用地を決定する。
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■その他の候補地

№ 施設名
所有
形態

地積
（㎡）

建設可能
戸数

ライフライン条件 土地条件

その他特記事項給水管場所 下水道 ガス 接道 地型 高低差 地盤状況 障害物の有無

前面 近隣 可 不可 都市 プロ
４m
以上

６m
以上

整形 不整 あり なし 土
アス

ファルト

コンク

リート
あり なし

１ 桃山台南公園 町 2,066 23 ● ● 集中 ● ● ● ● ● 障害物=遊具

２ 宮代台中央公園 町 2,186 24 ● ● 集中 ● ● ● ● ● 障害物=遊具

３ 学園台身代児童公園 町 1,220 14 ● ● ● ● ● ● ● ● ベンチあり

４ 学園台けやき公園 町 1,500 17 ● ● ● ● ● ● ● ● ベンチあり

５ 姫宮北公園 町 1,525 17 ● ● ● ● ● ● ● ●

６ 古利根児童公園 借地 1,500 17 ● ● ● ● ● ● ● ● 障害物=遊具

７ 新道児童公園 借地 1,244 14 ● ● ● ● ● ● ● ● 障害物=遊具

８ 西原児童公園 借地 1,549 17 ● ● ● ● ● ● ● ● 障害物=遊具

９ みやしろ中央公園 町 1,505 17 ● ● ● ● ● ● ● ●
かまどベンチあり
障害物=遊具

１０ 風土記の丘公園 町 2,430 27 ● ● 集中 ● ● ● ● ●
かまどベンチあり

障害物=遊具

１１ 道佛南公園 町 2,399 27 ● ● 集中 ● ● ● ● ●
ベンチあり

障害物=遊具

計 19,124 214

（注）大規模かつ広域的な被災により建設用地が不足した場合や候補地が使用できない状況が生じた場合に、それを補完する用地とする。
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資料－１８ 災害広報案文

＜地震災害＞

【地震発生直後】

【地震発生１０分後】

【火災の状況】

【避難勧告・指示、避難誘導】

【避難所の周知】

【救護対策の周知】

こちらは防災みやしろです。宮代町（災害対策本部）よりお知らせします。

■ただいま、町内で震度○の地震がありました。まずは慌てず、火の後始末をしてください。

■先ほどの地震の震源地は○○、震源の深さは○ｋｍと推測されます。宮代町の震度は○、地震

の規模はマグニチュード○でした。

■テレビやラジオ、役場からの情報に注意し、落ち着いて行動してください。

こちらは、防災みやしろです。宮代町（災害対策本部）よりお知らせします。

■○○地方の地震はおさまりました。今後、余震が続くと思われます。

■少しの衝撃で、割れ掛けたガラスや看板等が落ちてきたりする場合がありますので、十分注意

してください。

■また、テレビやラジオ、役場からの情報に注意し、落ち着いて行動してください。

こちらは、防災みやしろです。宮代町（災害対策本部）よりお知らせします。

■○○付近で火災が発生しています。○戸が焼失し、現在も延焼中です。

■現在、○○地区の火災は、○○方向へ燃え広がっています。○○地区の住民の方は、すぐに○

○方向へ避難してください。

こちらは、防災みやしろです。宮代町（災害対策本部）よりお知らせします。

■○○地区周辺は、○○のため避難勧告（指示）が出されました。避難所は○○です。戸締まり

をして、家族そろって、すみやかに避難してください。

■家が壊れた方、また壊れそうな方は、避難するときは、火の後始末をし、電気のブレーカーを

切り、落下物に注意しながら、落ち着いて避難してください。

こちらは、防災みやしろです。宮代町（災害対策本部）より避難所についてお知らせをします。

■○○地区の避難所は○○に設置されています。また、○○地区の避難所は○○に設置されてい

ます。お困りの方は、直接避難所においでになるか、役場へご相談ください。

こちらは、防災みやしろです。宮代町（災害対策本部）よりお知らせします。

■（地域）医療救護所を○○・○○・・・に設置しました。けがをされた方は、（地域）医療救護

所へ行ってください。

■地震により、重症を負われた方の診療及び受入は、○○病院・○○病院で行っています。

■現在、重傷者の方が多数いらっしゃるため、救急車の数が足りず、要請どおり対応できない状

況にあります。そのため、ご家族・隣近所・自主防災組織等で自主的に搬送していただきますよ

うお願いします。なお、道路規制の状況については、ラジオ等の交通規制の情報にご注意くださ

い。
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【被害の状況】

【交通の状況】

＜風水害＞

【気象情報の伝達】

【被害の情報】

【避難準備の周知】

【避難勧告（指示）・誘導】

こちらは、防災みやしろです。宮代町（災害対策本部）よりお知らせします。

■これまでに分かった被害状況をお知らせします。

亡くなった方 ○人、行方のわからない方 ○人、

重傷者 ○人、軽傷者 ○人、

全壊家屋 ○棟、半壊家屋 ○棟

■ただいま、○○地区で電気、水道、ガスの供給が停止しています。また、電話も不通となって

います。現在、復旧作業を行っています。ラジオや役場からの情報に注意し、デマに惑わされな

いよう、落ち着いて行動してください。

■現在、町内全域で電気、水道、ガスの供給が停止しています。また、電話も不通となっていま

す。復旧の見通しは立っていません。ラジオや役場からの情報に注意し、デマに惑わされないよ

う、落ち着いて行動してください。

こちらは、防災みやしろです。宮代町（災害対策本部）よりお知らせします。

■現在、東武伊勢崎線は、運転を見合わせています。線路などの点検を行っていますが、運転再

開の見通しは立っていません。今後の情報に注意してください。

■運転を見合わせていました東武伊勢崎線は、○○～○○間で、運転が再開されました。

■現在、町内全ての道路（もしくは、○○通り）は、○○のため車両の通行が禁止されています。

自動車は使用しないでください。

こちらは、防災みやしろです。宮代町（災害対策本部）よりお知らせします。

■（台風第○号の接近により）現在、大雨洪水警報が発令されています。この雨は、今夜半にか

けて大雨となり、河川が氾濫したり、停電や断水したりする恐れがあります。町民の皆さんは十

分警戒してください。また、テレビやラジオ、役場からの情報に十分注意してください。

こちらは、防災みやしろです。宮代町（災害対策本部）よりお知らせします。

■○○地区で落雷によりけが人が出ています。非常に危険ですので、外出は控えてください。

■強風により、○○で電柱が倒れています。非常に危険ですので、近づかないようにしてくださ

い。

こちらは、防災みやしろです。宮代町（災害対策本部）よりお知らせします。

■現在、○○地区では○○のため、非常に危険な状況になりつつあります。○○地区の皆さんは、

いつでも避難できるように準備をしてください。避難する際の持ち物は最小限にとどめましょう。

また、テレビやラジオ、役場からの情報に十分注意してください。

こちらは、防災みやしろです。宮代町（災害対策本部）よりお知らせします。

■○○地区周辺は、○○のため、避難勧告（指示）が出されました。避難場所は○○です。戸締

まりをし、家族そろって直ちに避難してください。

■現在、○○付近で水路から水が溢れ、一部では床下浸水の被害が出ています。○○付近の住民

の方は、大切なものは高いところに上げ、直ちに避難してください。

■○○付近の消防団員は、安全に誘導してください。また、近所の方は、お互いに助け合って避
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【避難所についての周知】

【交通の状況】

【防疫・保健衛生に関する注意】

難してください。

こちらは、防災みやしろです。宮代町（災害対策本部）より避難所についてお知らせします。

■○○地区の避難所は○○に設置されています。また、○○地区の避難所は○○に設置されてい

ます。お困りの方は、直接避難所においでになるか、役場へご相談ください。

こちらは、防災みやしろです。宮代町（災害対策本部）よりお知らせします。

■○○川の水位は下がり始めましたが、なお、警戒が必要です。県道○○○○線（さいたま幸手

線（御成街道）、春日部久喜線、蓮田杉戸線）、○○から○○までの道路は通行止めです。

こちらは、防災みやしろです。宮代町（災害対策本部）よりお知らせします。

■衛生面においては、飲み水は沸かしてから飲むなど、食中毒や伝染病にかからないよう、十分
注意をしてください。また、発熱や下痢など、身体に異常を感じたときは、すぐに医師の手当を
受けてください。食中毒症状のときは、保健所または、町保健センターに連絡してください。
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公設宮代福祉医療センター

社会福祉法人みつなみ会

県央ケアラーズサービス株式会社 有料老人ホーム グランビューさくらそう

特定非営利活動法人さわやか福祉の会 きらりびとみやしろ

小規模多機能ホーム ケアタウン宮代

有限会社 寿老会

医療法人社団 一恵会

社会福祉法人 真善会

（注３）協定－３１の他に、同様の協定を９団体と締結している。締結先は以下の通り。

山崎製パン株式会社 埼玉工場

宮代町商工会

南彩農業協同組合

明治ライスデリカ株式会社

生活協同組合さいたまコープ

株式会社新しい村（旧：有限会社新しい村）

山崎製パン株式会社 古河工場
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株式会社ライフコーポレーション

株式会社セキ薬品

（注４）協定－３７の他に、株式会社東武セレモニーと同様の協定を締結している。
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協定－１ 災害時における相互応援に関する協定書（田園都市づくり協議会構成市町）

（趣旨）

第１条 この協定は、田園都市づくり協議会を構成する久喜市、蓮田市、幸手市、宮代町、白岡町、菖

蒲町、栗橋町、鷲宮町及び杉戸町（以下「協定市町」という｡）において、災害が発生し、各市町独

自では十分に被災者の救援等の応急措置が実施できない場合に、災害対策基本法（昭和３６年法律第

２２３号）第８条第２項第１２号の規定に基づき、応急措置等を円滑に遂行するため、必要な事項に

ついて定めるものとする。

（連絡体制）

第２条 協定市町は、あらかじめ相互応援等に関する連絡担当課を定め、災害が発生したときは速やか

に相互に連絡し、情報交換するものとする。

（応援の内容）

第３条 応援の内容は次のとおりとする。

（１）食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供

（２）被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧に必要な資機材及び物資の提供

（３）救援及び救助活動に必要な車両等の提供

（４）救助及び応急復旧に必要な職員の派遣

（５）その他被災者救援等に必要な事項

（避難場所の範囲）

第４条 協定市町の住民は、災害時において協定市町が指定するすべての避難場所を利用することがで

きる。

（被災者への救護等）

第５条 避難場所に避難している協定市町の住民に対して、当該避難場所を管理する市町は、すべて同

等に救護、救助活動を行うものとする。

（応援の手続）

第６条 協定市町が応援を受けようとするときは、次の事項を明らかにし、第２条に定める連絡担当課

を通じて、電話、ファクシミリ等により応援を要請し、後日速やかに文書を送付するものとする。

（１）被害の状況

（２）第３条第１号から第３号までに掲げる資機材、物資等の品名、規格、数量等

（３）第３条第４号の職員の職種別人員

（４）応援場所及び応援場所への経路

（５）応援を必要とする期間

（６）その他応援に関し、必要な事項

（相互利用の手続）

第７条 協定市町が、避難場所利用の応援を受けようとするとき及び連絡なしで被災者を受け入れたと

きは、次の事項を明らかにし、第２条に定める連絡担当課を通じて、電話、ファクシミリ等により応

援の要請及び受け入れ状況を連絡し、後日連やかに文書を送付するものとする。

被災者の避難予定人員（性別、年齢等を含む｡）

（１）避難させる場所

（２）受け入れた被災者の避難場所及び人員（性別、年齢等を含む｡）

（３）その他相互利用に関し、必要な事項

（経費の負担）

第８条 応援に要する経費及び相互利用に要する経費は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、

次のとおりとする。

（１）第３条第４号に規定する職員の派遣に要する経費は、応援を行う市町の負担とする。

（２）前号に掲げるもののほか、応援物資の調達その他応援に要する費用及び避難場所に要する費用

は、原則として応援を受ける市町の負担とする。

２ 応援を受けた市町が、前項第２号の費用を支弁するいとまがない場合には、応援を行った市町が、

当該費用を一時立て替えて支弁するものとする。

（情報の交換等）

第９条 協定市町は、この協定に基づく相互応援等が円滑に行われるよう、必要に応じ、情報交換を行
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うとともに、防災対策の強化に努力するものとする。

（協議）

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、協定市町がその都度協

議して定めるものとする。

この協定の成立を証するため本書９通を作成し、協定市町署名押印の上、各自１通を保有する。

平成１２年１月１４日

菖蒲町大字新堀３８番地

菖蒲町長 中山 登司男

栗橋町大字間鎌２５１番地１

栗橋町長 斉藤 和夫

鷲宮町鷲宮６丁目１番１号

鷲宮町長 渡邉 正義

杉戸町清地２丁目９番２９号

杉戸町長 小川 伊七

久喜市大字下早見８５番地の３

久喜市長 田中 暄二

蓮田市大字黒浜２７９９番地１

蓮田市長 樋口 暁子

幸手市東４丁目６番８号

幸手市長 増田 実

宮代町中央３丁目６番１１号

宮代町長 榊原 一雄

白岡町大字千駄野４３２番地

白岡町長 濱田 福司
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災害時における相互応援に関する協定書実施細目

（趣旨）

第１条 この実施細目は、災害時における相互応援に関する協定書（以下「協定」という｡）第１０条

の規定に基づき協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

（連絡の窓口）

第２条 協定第２条に規定する連絡担当課は、別表のとおりとする。

（職員の派遣に要する経費負担）

第３条 協定第８条第１項第１号に規定する経費の負担は、次のとおりとする。

（１）応援を行った職員が応援業務により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における補償

は、応援した市町の負担とする。

（２）応援を行った職員が業務上第三者に損害を与えた場合、その損害が応援業務従事中に生じたも

のについては応援を受けた市町が、応援の往復途中において生じたものについては応援した市町

が、賠償の責を負うものとする。

（応援業務等に要する費用負担）

第４条 協定第８条第１項第２号に規定する費用は、次に定めるところにより算出した額について、応

援を受けた市町に対し請求できるものとする。

（１）備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費

（２）調達物資については、当該物資の購入価格及び輸送費

（３）車両及び機械器具については、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費

（４）避難場所の提供については、利用に要した費用又は施設等の借上料

（５）協定第６条第６号及び協定第７条第４号については、その実施に要した額

（経費負担の協議）

第５条 協定第８条の規定にかかわらず、応援を受けた市町は被災状況を勘案し、特段の事情があると

認められるときは、応援に要した経費の負担について、応援した市町と協議することができるものと

する。

（情報の交換）

第６条 協定第９条に規定する情報の交換に関し必要な資料は、協定市町の地域防災計画及びその他必

要と認める資料とする。

附 則

この実施細目は、平成１２年１月１４日から施行する。
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別表（実施細目第２条関係）

連 絡 担 当 課

市町名 課 名 ＮＴＴ番号 県防災無線番号 携帯電話番号

久 喜 市 市民生活課
TEL 0480-22-1111
FAX 0480-22-3319

無線 76-4429

FAX 76-4420

蓮 田 市 庶 務 課
TEL 048-768-3111
FAX 048-765-1700

無線 76-4439

FAX 76-4430
090-3234-3412

幸 手 市 市民生活課
TEL 0480-43-1111
FAX 0480-42-9115

無線 76-4249

FAX 76-4240
090-3479-0030

宮 代 町 生活環境課
TEL 0480-34-1111
FAX 0480-34-7820

無線 76-4229

FAX 76-4220
090-3207-1164

白 岡 町 総 務 課
TEL 0480-92-1111
FAX 0480-93-0118

無線 76-4449

FAX 76-4440
090-3339-6999
090-3090-7889

菖 蒲 町 総 務 課
TEL 0480-85-1111
FAX 0480-85-1806

無線 76-4459

FAX 76-4450
090-3479-3481
090-3479-3531

栗 橋 町 総 務 課
TEL 0480-53-1111
FAX 0480-52-6027

無線 76-4239

FAX 76-4230
090-3349-1981
090-3349-1982

鷲 宮 町 庶 務 課
TEL 0480-58-1111
FAX 0480-58-2020

無線 76-4469

FAX 76-4460
090-3205-8836
090-3349-1345

杉 戸 町 総 務 課
TEL 0480-33-1111
FAX 0480-33-4550

無線 76-4259

FAX 76-4250
090-3404-9784
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協定－２ 災害時における相互応援及び避難場所の相互利用に関する協定書（東部中央都

市連絡協議会構成市町）

災害時における相互応援及び避難場所の相互利用に関し、春日部市､蓮田市、宮代町、白岡町、杉戸

町（以下「協定市町」という｡）との間に、次のとおり協定する。

（趣旨）

第１条 この協定は、協定市町の区域内において大規模な災害が発生し、各市町が独自では、十分に被

災者救援等の応急措置ができない場合における、協定市町の相互応援及び避難場所の相互利用につい

て、必要な事項を定めるものとする｡

（連絡体制）

第２条 協定市町は、あらかじめ相互応援等に関する連絡担当課を定め、災害が発生したときは、速や

かに相互に連絡し、情報交換するものとする。

（応援の内容）

第３条 応援の内容は次のとおりとする。

（１）食料、飲料水及び生活必需品等、並びにこれらの供給に必要な資器材の提供

（２）被災者の救出、医療、防疫、施設、応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供

（３）救援及び救助活動に必要な車両等の提供

（４）救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣

（５）その他被災者救援等の応急措置に必要なもので、特に要請のあった事項

（相互利用する避難場所の範囲）

第４条 協定市町の住民は、災害時において協定市町が指定するすべての避難場所を利用することがで

きる。

（被災者への救護等）

第５条 避難場所に避難している協定市町の住民に対して、当該避難場所を管理する市町は、すべて同

等に救護、救助活動等を行うものとする。

（応援の手続）

第６条 協定市町が、応援を受けようとするときは、次の事項を明らかにし、第２条に定める連絡担当

課を通じて、電話、ファクシミリ等により応援を要請し、後日速やかに文書を送付するものとする。

（１）被害の状況

（２）第３条第１号から第３号までに掲げる資器材、物資等の品名、規格、数量等

（３）第３条第４号の職員の職種別人員

（４）応援場所及び応援場所までの経路

（５）応援を必要とする期間

（６）その他応援に関し、必要な事項

（相互利用の手続）

第７条 協定市町が、避難場所利用の応援を受けようとするとき及び、連絡なしで被災者を受け入れた

ときは、次の事項を明らかにし、第２条に定める連絡担当課を通じて、電話、ファクシミリ等により

応援の要請及び受け入れ状況を連絡し、後日速やかに文書を送付するものとする。

（１）被災者の避難予定人員（性別、年齢等を含む｡）

（２）避難させる場所

（３）受け入れた被災者の避難場所及び人員（性別、年齢等を含む｡）

（４）その他相互利用に関し、必要な事項

（経費の負担）

第８条 応援に要する経費及び相互利用に要する経費は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、

次のとおりとする。

（１）職員の派遣に要する経費は、応援を行う市町の負担とする。

（２）前号に掲げるもののほか、応援物資の調達その他応援に要する費用及び避難場所に要する費用

は、原則として応援を受ける市町の負担とする。

２ 応援を受けた市町が前項第２号の経費を支弁するいとまがない場合には、応援を行った市町が、

当該経費を一時立て替えて支弁するものとする。
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（情報の交換等）

第９条 協定市町は、この協定に基づく相互応援等が円滑に機能するよう、平常時において、防災に関

する情報、資料を相互に交換するとともに、防災対策の調査研究及び防災体制の整備に努力するもの

とする。

（協議）

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、協定市町がその都度協

議して定めるものとする。

（従前の協定書の失効の確認）

第１１条 災害時における相互応援及び避難場所の相互利用に関する協定書（平成１７年４月１日締結）

は、平成１７年９月３０日限り、その効力を失う。

（効力の発生）

第１２条 この協定は、平成１７年１０月１日から効力を発生するものとする。

この協定の成立を証するための本書５通を作成し、協定市町署名押印のうえ、各自１通を保有する。

平成１７年１０月１日

春日部市中央六丁目２番地

春 日 部 市

春日部市長職務執行者 三 枝 安 茂

蓮田市大字黒浜２７９９番地の１

蓮 田 市

蓮田市長 樋 口 暁 子

宮代町笠原一丁目４番１号

宮 代 町

宮代町長 榊 原 一 雄

白岡町大字千駄野４３２番地

白 岡 町

白岡町長 濱 田 福 司

杉戸町清地二丁目９番２９号

杉 戸 町

杉戸町長 小 川 伊 七
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協定－３ 災害時における埼玉県内市町村間の相互応援に関する基本協定（埼玉県及び県

内市町村）

（目的）

第１条 この協定は、埼玉県内の地域に災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「災対法」とい

う。）第２条第１号に規定する災害（以下「災害」という。）が発生し、被災市町村のみでは十分な応急対

策及び復旧対策を実施することができない場合において、災対法第６７条第１項による市町村相互の応援

が迅速かつ円滑に実施されるよう、埼玉県内の全ての市町村が相互に協力することを確認し、相互応援に

関する基本的な事項を定める。

（応援の種類）

第２条 この協定による応援の種類は次の各号に掲げるとおりとする。

（１） 食料、生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供

（２） 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供

（３） 救援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供

（４） 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣

（５） 被災者の一時収容のための施設の提供

（６） 被災傷病者の受入れ

（７） 遺体の火葬のための施設の提供

（８） ボランティア受付及び活動調整

（９） 被災児童及び生徒の応急教育の受入れ

（１０） 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項

（応援要請の手続き）

第３条 被災市町村の長は、単一の他の市町村の長に応援を要請しようとする場合には、次の各号に掲げる

事項を明らかにして電話等により応援を要請する。

（１） 被害の状況

（２） 応援の種類

（３） 応援の具体的な内容及び必要量

（４） 応援を希望する期間

（５） 応援場所及び応援場所への経路

（６） 前各号に掲げるもののほか必要な事項

２ 被災市町村の長は、複数の市町村の長に同時に応援を要請しようとする場合には、前項に掲げる事項を

明らかにして電話等により埼玉県知事（以下「知事」という。）に対し応援要請の依頼を行い、知事は、他

の市町村の長に対して速やかに要請内容を伝達する。

３ 被災市町村の長は、応援する市町村の長に対し、速やかに要請文書を提出する。

（応援の実施）

第４条 前条第１項の規定により応援要請を受けた市町村の長は、応援の内容を電話等により要請した被災

市町村の長及び知事に連絡し、応援を実施する。ただし、特別な事情により応援できない場合は、その旨

を直ちに電話等により連絡する。

２ 前条第２項の規定により要請内容の伝達を受けた市町村の長は、受諾の可否を速やかに決定し、応援の

可否及び応援を実施する場合は、その内容を知事に対し電話等により連絡するとともに応援を実施する。

（応援の調整）

第５条 知事は、前２条に定める相互応援が迅速かつ円滑に実施されるよう応援の調整を行うことができる。

（情報の交換等）

第６条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な情報等を相互に交換するとともに、

平常時から応援の受入れ体制の整備に努める。

（その他）

第７条 この協定は、埼玉県広域消防相互応援協定のほか、市町村間の相互応援に関する他の協定を妨げな

い。

２ この協定の実施に関して必要な事項については、その都度協議して定める。

附則

１ この協定は、平成１９年５月１日から施行する。

２ この協定の成立は、埼玉県知事及び県内全市町村長の同意書をもって証する。

平成１９年５月１日

＊同意書は省略
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協定－４ 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書（株式会社アクティオ）

宮代町（以下「甲」という。）と株式会社アクティオ（以下「乙」という。）とは、宮代町における災

害の発生に際し、レンタル機材の提供に関して次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、災害時におけるレンタル機材の提供に関する乙の甲に対する協力について、必要

な事項を定めるものとする。

（協力の内容）

第２条 宮代町内において災害が発生若しくは発生するおそれがある場合（以下｢災害時等｣という。）

に、甲からレンタル機材の供給等の要請があった時は、乙は保有する移動トイレ、発電機その他のレ

ンタル機材の優先的な提供及び運搬の協力を行うものとする。

２ 乙は、前項の協力に的確に対応するため、レンタル機材の供給可能な体制を保持するものとする。

３ 乙は、協力を行う際、道路不通等により提供及び運搬に支障が生じた場合は、その対策について

甲と協議するものとする。

（要請の手続）

第３条 甲は、前条の要請を行う時は、レンタル機材提供要請書（様式第１号）（以下「申請書」とい

う。）をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合には口頭、電話、ＦＡＸ、メール等によ

り要請することができるものとし、後日速やかに申請書を提出するものとする。

（引き渡し）

第４条 レンタル機材の引き渡し場所については、甲、乙が協議し決定するものとし、当該場所におい

て乙の納品書に基づき、甲が確認の上、引き渡しを受けるものとする。

（費用の負担）

第５条 甲はレンタル機材の提供及び運搬に係る費用を負担するものとし、当該費用は乙の通常価格に

より算出した額とする。

（防災訓練への参加）

第６条 甲は、甲が主催する防災訓練に乙の参加を要請することができる。この場合において乙は、非

常時に対する迅速な対応がとれるよう、積極的に参加するものとする。

（期間）

第７条 この協定の有効期間は、契約締結の日から、１年間とする。ただし、甲、乙いずれからも協定

取消の申し出がない場合は、協定期間を１年間延長するものとし、以降この例によるものとする。

２ 前項の解消の申し出は、１月前までに相手方に文書で申し出るものとする。

（連絡先）

第８条 本協定の連絡先は、別紙のとおりとし、連絡先等に変更があった場合は、書面により速やかに、

相手方に提出するものとする。

（協議）

第９条 本協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議して定めるものとする。

本協定の成立を証するため、本書２通を作成し当事者記名押印のうえ、各自１通を保有する。

平成２０年２月２５日

埼玉県南埼玉郡宮代町笠原１丁目４番１号

甲 宮 代 町

宮 代 町 長 榊原 一雄 印

東京都千代田区岩本町一丁目５番１３号

乙 秀和第２岩本町ビル

株式会社アクティオ

代表取締役 小沼 光雄 印
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（様式第１号）

災害時におけるレンタル機材提供要請書

平成 年 月 日

株式会社アクティオ

代表取締役社長 様

宮代町長

１．災害及び協力を必要とする状況

２．協力を必要とする物資の内容等

必要とする物資の種類 数量 物資配達先 備考
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協定－５ 災害時における相互協力に関する協定書（日本工業大学）

宮代町（以下「甲」という。）と学校法人日本工業大学（以下「乙」という。）とは、宮代町における

災害の発生に際し、救援・救出活動や復興活動などの災害対策を迅速に推進するため、次のとおり災害

時における相互協力に関する協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、大規模災害が発生した場合の町民、在勤者、在学者、町内滞在者（以下｢町民等｣

という。）の安全確保及び災害の発生による被害の軽減を図るため、災害予防及び応急対策を執るた

めの甲と乙の協力体制について定めるものとする。

（協力の内容）

第２条 前条に規定する協力の内容は、次のとおりとする。

（１）町民等の安全確保のため、町指定避難所としての大学施設の提供

（２）大学施設に収容した被災者への食事、応急医療資機材、入浴施設及び備蓄物資の提供（提供で

きる施設及び資機材を有しない場合を除く）

（３）甲から要請のあった被災場所及び避難所等への学生ボランティアの派遣（救助、初期消火、情

報収集、通訳、被災建築物の応急危険度判定補助等）

（４）平常時における連携協力体制の強化

（５）減災対策に係わる調査研究への連携・協力

（６）災害情報の収集と共有

（７）その他の協力要請事項

（協力要請）

第３条 甲は、前条の要請を行う時は、予め定めている甲乙双方の担当者等を通じて、第１号様式によ

り行うものとする。ただし、緊急を要する場合には口頭、または、電話等により要請することができ

るものとし、後日速やかに文書を提出するものとする。

（協力）

第４条 乙は、甲から、前条の規定による協力要請を受けた場合は、協定の内容に従って可能な限り協

力に努めるものとする。ただし、真にやむを得ない事情により協力要請に応じられない場合はこの限

りではない。

２ 乙は、災害時に避難所として、町民等に開放する施設の範囲を予め定めておくものとし、学校施

設見取り図等を添付し、甲に事前に通知しておくものとする。

（相互協力体制の整備）

第５条 甲は、第２条第３号の派遣等を円滑に実施するため、予め、学生ボランティアの募集、登録、

養成、防災訓練等を行うものとする。

２ 乙は、甲の行う前項の活動に協力、参加し、体制の整備に努めるものとする。

（防災訓練への参加）

第６条 甲は、甲が主催する防災訓練に乙の参加を要請することができる。この場合において乙は、非

常時に対する迅速な対応がとれるよう、積極的に参加するものとする。

（避難所の開設）

第７条 甲は、災害時に乙の施設内に避難所を開設する必要が生じた場合、第２条第１号の規定によ

り、予め乙の定めた施設を避難所として開設することができる。

（避難所開設の通知）

第８条 甲は、前条に基づき乙の施設内に避難所を開設する場合、乙に対し事前に第２号様式又は口頭

でその旨を通知するものとする。ただし、口頭で通知した場合は、事後速やかに文書にて通知するも

のとする。

（施設等提供期間）

第９条 第７条に規定する施設の提供期間は、原則として、災害発生直後の期間とし、被災者が自宅に

帰宅又は甲が指定する施設に移動するまでの期間とする。ただし、これを超えて使用する場合には、

甲及び乙の協議により決定する。

（避難所等の管理）

第１０条 避難所等の運営管理は、甲の責任において行うものとする。
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２ 甲は、避難所等を開設する場合には、乙の教育活動の妨げとならないよう配慮するものとし、ま

た、開設後においても、避難所の早期解消に努めるものとする。

３ 乙は、避難所等の運営管理については、できる限り甲に協力するものとする。

（避難所の閉鎖）

第１１条 甲は、乙の施設内の避難所を閉鎖する時は、乙に第３号様式により使用終了の届けを行うと

ともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後に、乙に引き渡すものとする。

（費用の負担）

第１２条 甲は、避難所等の管理運営に係わる費用を負担するものとする。

２ 第２条第２号に規定する協力内容について、乙が要した経費については、甲乙協議して甲の負担

すべき額を決定するものとする。

３ 避難所等の開設期間中に施設等に損害を与えた場合、甲は、当該施設等を甲の負担で修理するも

のとする。

（実施細目)

第１３条 本協定の実施に必要な支援内容及び施設提供に係る具体的施設・収容人、連絡窓口等の事項

は、実施細目に定める。

２ 前項の実施細目に変更があった場合は、書面により速やかに、相手方に提出するものとする。

（有効期間）

第１４条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の日の１月前ま

でに、甲、乙いずれからも協定解消の申し出がない場合は、協定期間を１年間延長するものとし、以

降この例によるものとする。

（協議）

第１５条 本協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議して定めるものとする。

本協定の成立を証するため、本書２通を作成し当事者記名押印のうえ、各自１通を保有する。

平成２０年 ４月 １日

埼玉県南埼玉郡宮代町笠原１丁目４番１号

甲 宮 代 町

宮 代 町 長 榊 原 一 雄

埼玉県南埼玉郡宮代町学園台４丁目１番

乙 学校法人 日本工業大学

理 事 長 大 川 陽 康
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第１号様式（第３条関係）

平成 年 月 日

日本工業大学理事長 様

宮代町長

災害時における協力要請書

「災害時における相互協力に関する協定書」に基づき、災害時における協力を要請します。

１ 協力を要する理由

２ 災害の状況

３ 協力要請の内容

要請項

目に〇
協力要請の内容 備考

町民等の安全確保のため、町指定避難所としての大学施設

の提供

大学施設に収容した被災者への食事、応急医療資機材、入

浴施設及び備蓄物資の提供

被災場所及び避難所等への学生ボランティアの派遣

（救助、初期消火、情報収集、通訳、被災建築物の応急危

険度判定補助等）

派遣場所

派遣期間

作業内容

その他

その他の協力要請事項

４ その他必要な事項
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第２号様式（第８条関係）

平成 年 月 日

日本工業大学理事長 様

宮代町長

宮代町指定避難所開設通知書

「災害時における相互協力に関する協定書」に基づき、災害時における町指定避難場所として、下記

のとおり開設することを通知します。

記

開設日時
平成 年 月 日 時から

平成 年 月 日 時まで

使用施設

利用対象人等

連絡先（責任者）

課 室長 G

担当者職氏名

電話 内線

その他
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第３号様式（第１１条関係）

平成 年 月 日

日本工業大学理事長 様

宮代町長

宮代町指定避難所使用終了届

「災害時における相互協力に関する協定書」に基づく、町指定避難場所の使用について、下記のとお

り終了します。

なお、協定書に基づき、施設を現状に復し、引き渡します。

記

終了日時 平成 年 月 日 時まで

引渡し予定日時 平成 年 月 日 時まで

連絡先（責任者）

課 室長 G

担当者職氏名

電話 内線

その他
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協定－６ 災害時の情報交換に関する協定（国土交通省関東地方整備局）

国土交通省関東地方整備局長 下保 修（以下「甲」という。）と、宮代町長 庄司 博光（以下「乙」

という。）とは、災害時における各種情報の交換等に関し、次のとおり協定する。

（目的）

第１条 この協定は、宮代町の地域について災害が発生または、災害が発生するおそれがある場合にお

いて、甲及び乙が必要とする各種情報の交換等（以下「情報交換」という。）について定め、もって、

迅速かつ的確な災害対処に資することを目的とする。

（情報交換の開始時期）

第２条 甲及び乙の情報交換の開始時期は、次のとおりとする。

一 宮代町内で重大な被害が発生または、発生するおそれがある場合

二 宮代町災害対策本部が設置された場合

三 その他甲または乙が必要とする場合

（情報交換の内容）

第３条 甲及び乙の情報交換の内容は、次のとおりとする。

一 一般被害状況に関すること

二 公共土木施設（道路、河川、都市施設等）の被害状況に関すること

三 その他甲または乙が必要な事項

（情報連絡員（リエゾン）の派遣）

第４条 第２条の各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合または甲が必要と判断した場合には、

甲から乙の災害対策本部等に情報連絡員を派遣し情報交換を行うものとする。

なお、甲及び乙は、相互の連絡窓ロを明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。

（平素の協力）

第５条 甲及び乙は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協

力するものとする。

（協議）

第６条 本協定に疑義が生じたとき、または本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議

のうえ、これを定めるものとする。

本協定は、２通作成し、甲乙押印のうえ各１通を所有する

平成２３年 ６月 １７日

甲 埼玉県さいたま市中央区新都心２番地１

さいたま新都心合同庁舎２号館

国士交通省

関東地方整備局長 下 保 修

乙 埼玉県南埼玉郡宮代町笠原１－４－１

宮代町役場

宮 代 町 長 庄 司 博 光
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協定－７ 災害時の応急対策に関する協定書（宮代町建設土木事業者協力会）

宮代町長（以下「甲」という。）と宮代町建設土木事業者協力会（以下「乙」という。）は、地震・風
水害その他の災害（以下「災害」という。）時の応急対策について次のとおり協定を締結する。

（目的）
第１条 この協定は、災害時における町民の安心安全を確保するための応急対策について、甲は乙の協

力を得て、迅速かつ的確に実施できるよう、必要な基本的事項を定めることを目的とする。
（協力要請）
第２条 甲は、応急対策を実施するため、乙の協力を求める必要があるときは、乙に協力を要請する。

２ 前項の規定による要請は、防災復旧活動要請書（様式第１号）により行うものとする。ただし、
要請書によることが困難なとき、または急を要するときは、電話、その他の方法により要請し、事
後に文書を提出するものとする。

（応急対策の内容）
第３条 乙は、前条の規定により要請を受けたときは、甲の指示に従い防災活動及び復旧作業（以下「防

災復旧活動等」という。）に従事するものとする。
２ 前項の規定にかかわらず、災害現場に指示する職員がいないときは、甲の指示事項に従い適切な
防災復旧活動等を実施するものとする。

（活動等の報告）
第４条 乙は、前条の防災復旧活動等の実施にあたっては、随時、その活動内容等の経過について甲に

報告するとともに、その業務を完了したときは、速やかに活動実施状況を防災復旧活動等報告書（様
式第２号）により報告するものとする。

（経費の負担）
第５条 第２条の規定により、甲の要請する防災復旧活動等を実施した場合において、乙が要した経費

については、甲が負担する。
２ 前項の規定により、甲が負担する経費は、埼玉県土木工事標準積算基準書及び埼玉県土木工事設
計単価表を基準として算出した額とする。

３ 前項以外の経費については、甲、乙協議のうえ、定める額とする。
（損害補償）
第６条 乙が第３条の規定に基づき防災復旧活動等に従事したことにより負傷し若しくは疾病にかか

り若しくは障害を残し又は死亡したときは、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）が適
用されない場合に限り、埼玉県市町村消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年埼消補条例第１号）
の規定により、甲が補償する。

（費用等の請求）
第７条 乙は、第５条に規定する経費及び第６条に規定する損害補償（以下「費用等」という。）の請

求については、甲の定めるところにより行うものとする。
（支払い）
第８条 甲は、前条の規定により費用等の請求があった場合は、その内容を審査し、適当であると認め

たときは、その費用等を速やかに支払うものとする。
（連絡責任者）
第９条 甲及び乙は、要請事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、事前に連絡責任者を定めておくもの

とする。
（協議事項）
第１０条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとす

る。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各１通を保有する。

平成２０年７月２日

甲 埼玉県南埼玉郡宮代町笠原１丁目４番１号
宮代町
宮代町長 榊 原 一 雄

乙 埼玉県南埼玉郡宮代町姫宮３５９番地
宮代町建設土木事業者協力会
代 表
株式会社 野口建設
代表取締役 中 島 久 子

＊様式は省略 各マニュアル等参照
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協定－８ 災害時における応急対策活動に関する協定書（埼玉土建一般労働組合 宮代支

部）

宮代町（以下「甲」という。）と埼玉土建一般労働組合宮代支部（以下「乙」という。）とは、宮代町

内に災害等が発生した場合（以下「災害時等」という。）における応急対策活動に関わる業務（以下「応

急業務」という。）に関し、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、災害時等における乙の甲に対する応急業務の協力について必要な事項を定めるこ

とを目的とする。

（協力の内容）

第２条 災害時等において甲が乙に要請できる応急業務は、次のとおりとする。

（１）町が所有および管理する施設で、被災した建物などからの救助活動に関すること。

（２）町が所有及び管理する施設の応急的な修復に関すること。

（３）その他、甲が必要と認める応急業務への協力に関すること。

（協力の要請）

第３条 甲が災害対策本部を設置し、応急業務を行う必要があると認めたときは、乙に協力を要請する

ことができる。

２ 乙は、前項による要請を受けたときは、甲に対して協力するものとする。

３ 甲は、乙の組合員以外の建設業者に対しても必要と認めた場合は、協力を要請することができるも

のとする。

４ 協力の要請は、応急対策活動要請書（様式第１号）（以下「要請書」という。）をもって行うものと

する。 ただし、緊急を要する場合は口頭により行い、事後要請書を提出するものとする。

（協力体制の確保）

第４条 乙は甲からの協力要請に対応できるよう、あらかじめ乙の組合員の出動体制及び被害状況に応

じた資機材の供給体制を整備しておくものとする。

（応急対策活動の方法）

第５条 第３条の規定により応急対策活動を行う乙の組合員は、現地に派遣された甲の職員の指示に従

うものとする。

２ 応急対策活動が必要とされた現地に甲の職員が派遣されないときは、活動を行う乙の組合員の安全

が確保されていることを確認のうえ、人命救助活動を行うものとする。

（活動の報告）

第６条 乙は、第１条及び第２条の規定に基づいて応急対策活動を行った場合は、応急対策活動報告書

（様式第２号）（以下「報告書」という。）を速やかに甲に提出するものとする。ただし、緊急を要す

る場合は口頭により報告し、事後報告書を提出するものとする。

（費用負担）

第７条 甲の要請を受けて行った乙の応急対策活動に係わる費用は、甲が負担する。ただし、費用の支

払い時期については、甲の被災状況から甲の判断により適当な時期に支払うものとする。

２ 前項に規定する費用は、「埼玉県積算基準」等により積算し、甲と乙が協議のうえ決定するものと

する。

（損害補償）

第８条 応急対策活動に従事した乙の組合員が死亡又は負傷し、若しくは疾病にかかり又は廃疾となっ

た場合の本人又はその遺族若しくは被扶養者に対する損害の補償は、「労働者災害補償保険法」を適

用するものとする。
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２ 乙の組合員が所有する車両、工具、資機材を甲又は甲に協力する団体、組織等の使用により損害が

生じた場合あるいは紛失、盗難により被害が生じた場合は、甲がその損害を補償するものとする。

（有効期限）

第９条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の

日の１ヶ月前までに甲、乙のいずれからも協定解消の申し出がない限り、同一内容をもって１年間継

続するものとし、以降においても同様とする。

（協議）

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定の内容に疑義が生じた場合は、その都度、甲乙の間

で協議して定めるものとする。

この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲及び乙が記名押印のうえ各１通を保有する。

平成２９年４月２６日

埼玉県南埼玉郡宮代町笠原１丁目４番１号

甲 宮代町

町 長 榎 本 和 男

埼玉県南埼玉郡宮代町大字須賀２２４４番地３

乙 埼玉土建一般労働組合 宮代支部

支部長 鈴 木 重 夫



- 97 -

協定－９ 下水道事業における災害時支援に関するルール（公益社団法人日本下水道協会）

平成 ８年 １月制定

平成１９年 ６月改定

平成２４年 ６月改定

平成２８年１２月改定

災害時支援に関する検討委員会

第１章 総則

（目的）

第１条 下水道事業における災害時支援に関するルール（以下「全国ルール」という。）は、直下型地

震等の大規模な災害が発生し、下水道施設が被災した際、被災した自治体単独では対応が困難な場合

に備えて、都道府県を越える広域的な下水道事業関係者間の支援体制を整えておくことを目的とする。

２ 下水道事業関係者は、災害発生の際相互に支援協力し，、被災した自治体の下水道施設の調査、応

急対策及び応急復旧から災害査定まで円滑かつ迅速に遂行することができるよう、日常的に意思の疎

通を図るよう心がけるものとする。

（大都市との支援に係る調整）

第２条 東京都及び政令指定都市（以下「大都市」という。）は、下水道施設が被災した場合、「下水道

災害時における大都市間の連絡・連携体制に関するルール（以下「大都市ルール」という。）」により、

相互に支援活動等を行うこととしているため、大都市及び他の都市が同時に被災した場合には、全国

ルール及び大都市ルールを調整しながら災害に対処するものとする。

第２章 平常時の対策

（災害時支援ブロック連絡会議）

第３条 下水道施設が被災した際、円滑かつ迅速な対応がとれるよう、全国を次の各号に掲げる６ブロ

ックに分けて災害時支援ブロック連絡会議（以下「ブロック連絡会議」という。）を設置する。

なお、「全国都道府県における災害時の広域支援に関する協定」によるブロック知事会の構成とブ

ロック連絡会議の構成と整合を図るため、ブロック連絡会議にオブザーバーを置く。各ブロック内の

都道府県のうち、括弧内はオブザーバーであり、当該オブザーバーの県内で災害が発生したときは、

所属するブロックオブザーバーではないブロック）で対応するものとする。

（１）北海道・東北ブロック

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、（新潟県）

（２）関東ブロック

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、（長野県）、（静岡県）

（３）中部ブロック

新潟県、富山県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、（福井県）、（滋賀県）

（４）近畿ブロック

福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、（三重県）、（徳島県）

（５）中国・四国ブロック

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県

（６）九州ブロック

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、（山口県）

２ ブロック連絡会議は、次の各号に掲げる機関及び団体をもって構成する。

（１）国士交通省地方整備局、北海道開発局または内閣府沖縄総合事務局

（以下「地方整備局等」という。）

（２）日本下水道事業団
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（３）都道府県（オブザーバーの県を含む。）

（４）ブロック内の大都市

（５）大都市ルールに基づく情報連絡総括都市（以下「大都市窓ロ」という。）

（６）ブロック連絡会議で選出した市町村

（７）（公財）日本下水道新技術機構

（８）（一社）全国上下水道コンサルタント協会

（９）（一社）日本下水道施設業協会

（１０）（公社）日本下水道管路管理業協会

（１１）（一社）日本下水道施設管理業協会

（１２） 全国管工事業協同組合連合会

（１３） （公社）日本下水道協会

※（公財）は公益財団法人の略、（一社）は一般社団法人の略、（公社）は公益社団法人の略である。

以下、同様とする。

３ 都道府県は、被災時に円滑かつ迅速な対応がとれるよう、管内の下水道事業を実施している市町村

の災害時緊急連絡網を作成するとともに、市町村及び下水道関係団体等に対して全国ルール及びブロ

ック連絡会議等の内容について、十分周知するものとする。

（ブロック連絡会議幹事）

第４条 各ブロックに、ブロック連絡会議幹事を置く。なお、ブロック連絡会議幹事は都道府県をもっ

て充て、任期は原則として１年とする。ただし、再任は妨げない。また、幹事職務を代行するために

副幹事を置くことができる。任期は幹事と同様とする。

２ ブロック連絡会議幹事は、原則として年１回ブロック連絡会議を開催し、次の各号に掲げる事項に

ついて協議・調整等を行う。

（１）ブロック連絡会議幹事の選任に関すること。

（２）ブロック連絡会議に参加する市町村の選出に関すること。

（３）ブロック連絡会議構成員に係る災害時緊急連絡網の作成及び周知に関すること。

（４）前号に規定する災害時緊急連絡綱により、連絡を行う災害の規模及び報告すべき関係機関等に

関すること。

（５）第６条に規定する下水道対策本部が設置された場合の本部員の選出に関すること。

（６）ブロック連絡会議構成員の所有する災害支援に提供可能な資機材リストの集計に関すること。

（７）ブロック内の情報連絡等の訓練に関すること。

（８）その他災害支援に必要な事項。

３ ブロック連絡会議幹事は、前項に規定するブロック内の運用に係る取り決め等（以下「ブロックル

ール」という。）をとりまとめ、ブロック連絡会議構成員に周知するものとする。

４ ブロック連絡会議幹事は、第２項第７号に規定する情報連絡等の訓練について、企画、調整し、実

施するものとする。

（災害時支援全国代表者連絡会議）

第５条 下水道施設の被災時における支援活動に関する全国的な方策等を調整するために災害時支援

全国代表者連絡会議（以下「全国代表者連絡会議」という。）を設置する。

２ 全国代表者連絡会議は、次の各号に掲げる機関及び団体をもって構成する。なお、事務局は、（公

社）日本下水道協会とする。

（１）国土交通省水管理・国土保全局下水道部

（２）日本下水道事業団

（３）ブロック連絡会議幹事

（４）大都市窓ロ

（５）第３条第２項第７号から第１３号に定める団体
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３ 全国代表者連絡会議は、原則として年１回開催し、以下の各号に掲げる事項について協議、調整す

る。

（１）全国代表者連絡会議における連絡体制に関すること。

（２）ブロック間の連絡調整に関すること。

（３）その他災害支援に必要な事項。

第３章 下水道対策本部

（下水道対策本部の設置）

第６条 都道府県は、次の各号に掲げる事態が管内において生じた場合に、下水道対策本部を設置する。

（１）震度６弱以上の地震が発生した場合

（２）震度５強以下の地震またはその他の災害が発生し、下水道施設が被災した自治体から支援要請を

受けた場合

（３）その他災害が発生し、都道府県が下水道施設の被災状況等を勘案し、ブロック連絡会議幹事と調

整の上、必要と判断した場合

２ 下水道事業を実施している市町村は、災害により、下水道施設が被災したときは、その状況を都道

府県に報告するものとする。

３ 水道事業を実施している市町村は、下水道施設に被害があり、被災状況の調査及び復旧に対して支

援が必要な場合は、都道府県に支援要請を行うものとする。

４ 都道府県は、下水道対策本部を設置する場合、ブロック連絡会議幹事及び地方整備局等を経由して

国土交通省水管理・国土保全局下水道部に速やかに連絡するものとする。

５ 下水道対策本部は、当該都道府県の本庁舎所在地に設置する。ただし、これにより難い場合は、そ

の周辺に設置することができる。

６ 下水道対策本部を設置した場合、下水道対策本部長は、第４条第２項第３号に規定する災害時緊急

連絡網に基づき、ブロック連絡会議構成員及び各ブロック連絡会議幹事へ設置について連絡するもの

とする。

７ 下水道対策本部を設置した場合、下水道対策本部長は、第９条に基づく総合調整の上、必要と判断

した下水道対策本部員へ参集について連絡するものとする。

（下水道対策本部の組織）

第７条 下水道対策本部の組織は、被災した区域の次の各号に掲げる者をもって構成する。

（１）下水道対策本部長

原則として、被災した区域を所管する都道府県の下水道担当課長

（２）下水道対策本部員

ア 日本下水道事業団の担当総合事務所施工管理課長

イ ブロック連絡会議幹事の下水道担当課長。なお、ブロック連絡会議幹事が被災し速やかな対応

が困難であると認められる場合は、ブロック連絡会議副幹事が代行する。

ウ ブロック内の大都市の下水道担当課長

エ ブロック連絡会議で予め選出する都道府県の下水道担当課長及び市町村の下水道担当局部長

オ （公社）日本下水道協会

カ 第３条第２項第７号から第１２号に定める団体が指名する者

キ 下水道対策本部長が必要と認めた者

（３）下水道対策特別本部員

国土交通省
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２ ブロック内では対応が困難で広域的な支援（以下「広域支援」という。）が必要な場合、第９条に

基づく総合調整の上、下水道対策本部長は次の各号に掲げる者を本部員に追加する。

（１）被災した自治体を有するブロック（以下「被災したブロック」という。）以外のブロック連絡

会議幹事の下水道担当課長

（２）大都市窓口

（３）災害時支援活動の経験を有する都市（以下「アドバイザー都市」という。）の下水道担当課長

３ 下水道対策本部長は、被災状況等を踏まえ、被災したブロック以外の広域支援調整等の下水道対策

本部の業務を円滑かつ迅速に実施するため、第９条に基づく総合調整の上、下水道対策本部内に支援

調整隊を設置することができる。

なお、その隊長は、下水道対策本部に参集した国土交通省の職員が担うものとし、その隊員は、隊

長が指名するものとする。

４ 下水道対策本部の事務を処理するため、本部内に事務局を置く。下水道対策本部の事務局員は、本

部構成員の属する組織及び団体の職員で構成する。

なお、本部長は、本部事務の処理に関して、必要に応じて作業部会を事務局内に設置することがで

きるものとする。

５ 下水道対策本部の構成員は、原則として、構成員の属する組織・団体の身分及び費用による支援活

動とする。

（下水道対策本部の業務）

第８条 下水道対策本部の業務は、次の各号に掲げるものとし、第９条に基づく総合調整の上、下水道

対策本部長は本部員に対し、業務の分担を要請することができる。

なお、下水道対策本部の業務を行う際は、二次災害等が発生しないよう安全に十分留意するものと

する。

（１）下水道対策本部の設置に関すること。

（２）被災状況及び支援要請の取りまとめに関すること。

（３）支援計画の立案に関すること。

（４）大都市ルールとの調整に関すること。

（５）被災したブロック内の自治体への支援調整に関すること。

（６）被災状況、交通状況その他支援に必要な情報の支援する自治体への提供に関すること。

（７）応援隊の拠点となる前線基地の調整及び確保等並びに第１２条第３項に規定する現地応援総括

者の指名に関すること。

（８）災害復旧の調査等に必要な資機材の調達や委託等に係る外注費用の積算等に係る支援・調整に

関すること。

（９）調査資料及び災害査定関係調書等の作成に係る指導及び協カに関すること。

（１０）被災住民に対する自治体の広報に関する連絡調整及び支援に関すること。

（１１）被災状況の各ブロック連絡会議幹事及び大都市窓口への情報提供に関すること。

（１２）下水道対策本部の解散に関すること。

（１３）その他支援の実施に必要な事項。

２ 被災したブロック以外の広域支援が必要な場合、次の各号に掲げる業務を追加するものとする。

（１）本部員の参加要請に関すること。

（２）被災したブロック以外のブロックへの支援調整に関すること。

（３）大都市への支援調整に関すること。

（４）その他広域的な支援の実施に必要な事項。

（国土交通省の役割）

第９条 国土交通省は、下水道対策本部、被災した自治体及び支援する自治体等と連携を図り、災害支

援が円滑かつ迅速に実施できるよう総合調整を行うものとする。
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（支援体制の確立）

第１０条 下水道対策本部は、被災の状況等を総合的に勘案し、都道府県を通じてブロック内の自治体

に支援活動可能体制の報告依頼を行うものとする。

２ 支援活動可能体制の報告依頼を受けた自治体は、支援活動の可否を検討し、支援活動可能体制を速

やかに都道府県を通じて下水道対策本部に報告するとともに、概略の支援人員、支援期間及び帯同可

能な資機材等について報告するものとする。

３ 下水道対策本部は、支援可能な自治体の支援人員等と被災状況を勘案し、第９条に基づく総合調整

の上、調査体制や復旧方針等の支援計画を立案し、都道府県を通じて支援する自治体に支援体制調整

結果を連絡するものとする。

なお、支援計画の立案にあたっては、関係団体等の支援についても検討し、必要に応じて支援要請

を行うものとする。

また、要請は原則として文書により行うものとする。ただし、緊急でやむを得ない場合は、電話又

はファクシミリ等により要請を行い、後日文書を速やかに提出するものとする。

４ 広域支援を実施する場合、下水道対策本部は、第９条に基づく総合調整の上、被災したブロック以

外のブロック連絡会議幹事及び大都市窓口を経由して前各項の規定に基づき支援体制を確立するも

のとする。

（応援活動）

第１１条 応援する自治体は、被災した自治体と災害対策基本法第６７条、第６８条または第７４条等

に基づく合意をした上で、必要な応援人員、応援期間及び帯同可能な資機材等の調整・調達等を行い、

被災した自治体に応援を行うものとする。

２ 応援活動に当たっては、被災した自治体の指揮のもと、下水道対策本部とも緊密に連絡をとりなが

ら、二次災害等が発生しないよう安全に十分留意し、円滑、迅速かつ臨機応変に応援活動を実施する。

なお、実施の詳細については、（公社）日本下水道協会発行の「下水道の地震対策マニュアル」を参

考にする。

（前線基地）

第１２条 下水道対策本部は、被災した自治体と調整の上、応援隊の受入場所、活動拠点として、現地

に前線基地を設けることができる。

２ 応援隊の前線基地は、被災した自治体地内の終末処理場等に設置することを原則とする。ただし、

これにより難い場合は、その周辺の市町村地内に設置する。

３ 応援活動の統一、情報混乱の回避等のため、応援隊の前線基地内に、現地応援総括者を置く。なお、

同一の前線基地に複数の自治体の応援隊が入る場合は、下水道対策本部が現地応援総括者を指名する。

４ 現地応援総括者は、下水道対策本部との連絡調整を行うとともに、円滑かつ迅速な応援活動が行わ

れるよう応援隊を総括する。また、現地応援総括者は、被災した自治体及び応援する自治体との連絡

調整についても配慮するものとする。

第４章 その他

（被災した自治体の役割）

第１３条 被災した自治体は、下水道対策本部に対して、被災清報、現地情報を可能な限り提供すると

ともに、応援隊に対して被災情報や下水道台帳等を提供する。また、現地への誘導等を可能な限り行

うものとする。
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（費用負担の考え方）

第１４条 応援活動に要する経費は、原則として、災害対策基本法第９２条の規定により、応援を受け

た自治体が負担する。

（全国ルールの改定）

第１５条 全国ルールの改定は、（公社）日本下水道協会に常設してある「災害時支援に関する検討委

員会」で行い、改定した場合は、全国代表者連絡会議に報告するものとする。

（その他）

第１６条 下水道対策本部の解散後も被災した自治体において応援活動が継続する場合、被災した自治

体は、応援活動状況等を（公社）日本下水道協会に報告するものとする。

２ 下水道対策本部は、被災した自治体が地方自治法第２５２条の１７に基づく職員の派遣を必要とす

る場合は派遣の調整業務をできるものとする。また、下水道対策本部解散後においては、（公社）日

本下水道協会がその業務を引き継ぐものとする。

３ 下水道対策本部が設置されない場合でも、被災した地区を所轄する都道府県は被災状況に関する情

報等を（公社）日本下水道協会に連絡するものとする。（公社）日本下水道協会は各ブロック連絡会

議幹事及び大都市窓口等に周知し、各ブロック連絡会議幹事及び大都市窓口等は、必要に応じて、そ

の構成員に周知するものとする。
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協定－１０ 公益社団法人日本水道協会埼玉県支部災害時相互応援要綱（公益社団法人日

本水道協会埼玉県支部）

平成１８年５月１８日総会議決

平成２４年４月２７日総会一部改正

平成２５年４月２４日総会一部改正

（趣旨）

第１条 この要綱は、公益社団法人日本水道協会埼玉県支部規則第７条の規定に基づき、異常渇水その

他の災害により被災した場合において、会員相互間で行う応援活動に関し、必要な事項を定めるもの

とする。

（連絡担当部署）

第２条 会員は、この要綱の実施に必要な情報を担当する連絡担当部署を定め、災害時連絡票（第１号

様式）により支部長に報告するものとし、災害が発生したとき又は災害発生の恐れがあるときは、速

やかに必要な情報を交換するものとする。

２ 副支部長は各地区会員へ情報を伝達するため通信連絡系統図を整備するものとする。

３ 会員は、前項の報告内容に変更が生じた場合は、速やかに支部長に連絡するものとする。

（応援の要請）

第３条 被災会員が、他の会員の応援を求めようとするときは、原則として、副支部長を経由し支部長

に要請するものとする。

２ 支部長は、副支部長と協議して、速やかに会員に応援を要請するものとする。

（代理）

第４条 支部長である事業体が被災し、適切な連絡調整が行えない場合は、東部、西部、南部、北部地

区の順位で、副支部長がこの要綱における支部長の事務を代理するものとする。

（要請方法）

第５条 被災会員が、応援を要請しようとするときは、次の事項を明示し、電話、その他の通信手段に

より要請し、後日、速やかに支部相互応援要請書（第２号様式）を提出するものとする。

（１）被害の状況

（２）必要とする応援の内容

（３）応援を要する職員の職種別人員

（４）応援を要する期間

（５）応援の場所及び経路

（６）前各項に掲げるもののほか、応援に関する必要な事項

（応援内容）

第６条 会員が行う応援活動は、概ね次のとおりとする。

（１）応急給水作業

（２）応急復旧作業

（３）応急復旧用資器材の供出

（保有物資等の調査）

第７条 会員は、保有する物資、車両等の状況を、防災関係物資等の備蓄及び整備の状況調査票（第３

号様式）により、支部長に報告するものとする。

（応援体制）

第８条 応援会員が職員を派遣するときは、職員は災害の状況に応じ必要な食料、被服、資金等を携行

するものとする。

２ 応援会員の職員は、応援会員名を表示する標識を着用し、その身分を明らかにするものとする。

（被応援体制）

第９条 応援要請会員は、災害の状況に応じ、応援職員の宿舎の斡旋その他必要な便宜を供与するもの

とする。

２ 資器材等の応援を受ける場合は、倉庫、保管場所等を確保し、これらを管理するものとする。
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（業者）

第１０条 前２条の規定は、応援会員が職員のほかに業者を派遣する場合について準用する。この場合

において、前２条中「職員」を「業者」と読み替えるものとする。

（経費の負担）

第１１条 第６条各号に規定する応援に要する経費は、次のとおりとする。

（１）応援会員が職員の派遣に要した経費（派遣に伴い生じた派遣職員の手当、旅費等をいう。）は、

応援要請会員が負担する。

（２）応援物資の調達、応援会員の職員とともに応援に従事する業者の派遣その他援助に要する経費は、

応援要請会員が負担する。

（３）応援会員の職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、

応援会員の負担とする。ただし、被災地において応急治療する場合、その治療費は、応援要請会員

の負担とする。

（４）応援会員の職員が応援作業中、第三者に損害を与えた場合においては、応援要請会員が、応援の

往復途上に生じたものについては、応援会員が、その賠償の責に任じる。

２ 前各項の定める経費（応援会員の負担する経費は除く。）は、法令その他特別の措置により、応援

会員に対して経費の補填があった場合は、その金額を当該応援要請会員の負担額から除くものとする。

３ 前２項の定めにより難いときは、関係会員が協議して定めるものとする。

（積立金）

第１２条 県支部の積立金は、県支部災害対策に係る経費に充てるものとする。

（相互応援に関する特例）

第１３条 支部長は、災害相互応援について、支部内での応援が困難なときは、支部以外の公益社団法

人日本水道協会（以下「日本水道協会」という。）会員（以下「他支部の会員」という）の応援を要

請するものとする。

２ 他支部の会員が、地震等の災害により被災した場合で、支部に応急給水、応急復旧等の応援要請を

受けた場合は、応援に努めるものとする。

（協議）

第１４条 この要綱の実施に関し必要な事項又はこの要綱に定めのないものについては、その都度幹事

会で協議して定めるものとする。

附 則

（適用）

１ この要綱は、平成１８年５月８日から適用する。

（日本水道協会埼玉県支部災害対策要綱及び災害対策相互応援計画の廃止）

２ 昭和５９年４月２７日付け日本水道協会埼玉県支部災害対策要綱及び災害対策相互応援計画は廃

止する。

附 則

この要綱は、公益社団法人日本水道協会定款の施行の日から施行する。

附 則

この要綱は、総会の議決の日から施行し、改正後の第１２条の規定は、同年４月１日から適用する。
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協定－１１ 農業集落排水施設災害対策応援に関する協定（一般社団法人地域環境資源セ

ンター）

協定開始年月日：平成１９年２月２３日

最終改正年月日：平成２８年４月２７日

（趣旨）

第１条 本協定は、協定参加者である地方自治体の農業集落排水施設が自然災害により被害を受けた場

合に、他の協定参加者が人員の派遣、必要な諸資機材の調達等を行い、災害対策の応援を行うことを

取り決めたものである。

（協定参加者）

第２条 本協定の参加者は、一般社団法人地域環境資源センター（以下「センター」という。）の会員

である、都道府県、市町村、都道府県土地改良事業団体連合会、全国土地改良事業団体連合会及びセ

ンターのうち、この協定の趣旨に賛同した者とする。

（重要事項の変更）

第３条 運営会議が必要と認めた本協定に関する重要な事項の変更等については、協定参加者の２分の

１以上の同意を要するものとする。

（運営会議）

第４条 本協定に基づく業務を行うため、運営会議を設け、毎年度一回以上開催する。

２ 会議員は、センター理事長及び専務理事、並びにセンター理事のうち協定参加者等とする。

３ 会議長は、センター理事長とする。

４ 運営会議は、次の事項を議決する。

（１）業務の執行に関すること

（２）本協定に関する重要な事項以外の変更

（３）その他運営会議で必要と認める事項

５ 会議長は、次の職務を行う。

（１）運営会議の議長

（２）協定への新規参加の承認

（３）その他業務の円滑な実施に必要な事項の処理

（４）（２）、（３）についての運営会議への報告

（災害対策支援本部）

第５条 センター会員が管理する農業集落排水施設が自然災害により被災した場合に、センターとして

これに対処するために設置される災害対策支援本部は、被災地との情報連絡及び運営会議との情報交

換等を行い、災害対策応援に関する協定の円滑化及び初動体制の構築に努めるものとする。

（事務局）

第６条 運営会議の事務及び災害対策の応援に係る事務を処理するため、事務局をセンターに置く。

２ 事務局は、災害協定窓口リスト等、必要に応じて資料を作成するとともに、運営会議で議決された

本協定に関する重要事項以外の変更や必要な事項については、協定参加者に遅滞なく報告するものと

する。

３ 次条に掲げる災害対策の応援の要請があったときには、応援に係る所要の業務を行うほか、第８

条に定める中央応援本部が設置された場合にあっては、その事務を行うものとする。

（応援の要請）

第７条 被災市町村又は被災市町村が所在する都道府県が、本協定による災害対策の応援を受けたいと

きには、事務局に要請するものとする。この場合に、被災市町村は原則として都道府県を経由して要

請するものとする。

（中央応援本部の設置）

第８条 前条の要請を受けた事務局は、運営会議の会議長にその旨の報告を行い、会議長が広域的な応

援体制が必要と認めた場合には、中央応援本部を設置し、災害対策支援本部をその指揮下に置くもの

とする。

２ 中央応援本部の構成員はセンター理事長のほか、東京及びその近隣の運営会議の会議員とし、あら

かじめ会議長が指名しておくものとする。
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３ 中央応援本部はセンター理事長を本部長として運営するものとするが、農林水産省農村振興局整備

部地域整備課長及びその他必要と認める者の指導助言を求めることができる。

（中央応援本部の業務）

第９条 中央応援本部は、被災市町村、被災市町村が所在する都道府県と密接な連絡調整を行い、以下

に掲げる業務を行う。

（１）情報収集、整理、広報等

（２）先遣隊の派遣

（３）応急対策、災害調査、本格復旧、設計、査定等の応援計画の策定

（４）応援部隊の編成、資機材の調達

（５）その他の応援

（応援の求め）

第１０条 中央応援本部が、被災市町村、被災市町村が所在する都道府県、本協定の参加者等の意向を

確認し調整した上、前条の業務を具体化し、職員の派遣又は所有若しくは管理する資機材の提供を求

めることとなった場合においては、求められた本協定の参加者は、極力、これに協力するものとする。

（センター賛助員の協力）

第１１条 中央応援本部が、第７条に掲げる要請に応じる場合において、必要があるときには、センタ

ー理事長は、センター賛助員の協力を得られるようにするものとする。

（費用負担）

第１２条 応援者が要した費用は、応援者と被応援者との間で災害の応援に係る費用負担について別途

に協定を交わしている場合には、それによるものとし、その他の場合にあっては両者で協議するもの

とする。
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協定－１２ 災害時における応急活動に関する協定（宮代町水道工事業者組合）

宮代町(以下｢甲｣という。)と、宮代町水道工事業者組合(以下｢乙｣という。)は、地震及びその他による

災害(以下｢災害｣という。)により、甲の所轄する水道施設が被災した場合における応急給水、応急復旧

その他の応急措置(以下｢応急活動｣という。)の協力に関し、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、災害時における町民への、安全な水を供給するための応急活動について、甲は乙

の協力を得て、迅速かつ的確に実施できるよう、必要な基本的事項を定めることを目的とする。

（協力要請）

第２条 甲は、宮代町内に災害が発生し、甲のみでは十分な応急活動の実施が出来ないときは、甲に対

して応急活動の協力を要請することができるものとする。

（要請手続）

第３条 甲は要請(災害の状況、場所、活動内容、必要な人員、資機材等)を乙に対して災害時における

応急活動要請書（様式第１号）によって行うものとする。ただし､緊急の場合は､口頭で行い､後日災

害時における応急活動要請書（様式第１号）をもって処理するものとする。

（対策本部の設置等）

第４条 乙は協力の要請を受けたときは、速やかに応急活動をおこなうための宮代町水道工事業者組合

災害対策本部を設置する。また、乙は組合員に、必要な人員及び資機材等を準備させ、甲の要請する

応急活動に協力するものとする。

２ 乙は､業務が終了したときは､速やかにその活動状況について災害時における応急活動報告書（様

式第２号）により甲に報告するものとする。

（費用の負担）

第５条 この協定に基づく応急活動に要した費用は、甲の負担とする。

（協力体制の連絡）

第６条 乙は、この協定に基づき応急活動に出動させることが出来る人員及び資機材等について、毎年

４月末日までに連絡するものとする。

（損害補償）

第７条 乙が第３条の規定に基づき応急活動に従事したことにより負傷し若しくは疾病にかかり若し

くは障害を残し又は死亡したときは、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）が適用され

ない場合に限り、埼玉県市町村消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年埼消補条例第１号）の規程

により、甲が補償する。

（有効期間）

第８条 この協定の有効期間は協定締結日から起算して１年とする。ただし、期間満了の２ヶ月前まで

に甲又は乙から別段の意思表示をしないときは、引き続き効力を有するものとする。

（協議）

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、甲乙協議して定

めるものとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各１通を保有する。

平成２０年１０月２７日

甲 埼玉県南埼玉郡宮代町宮東５１番地

宮代町水道事業

宮代町長 榊原一雄

乙 埼玉県南埼玉郡宮代町山崎７４５番地２

宮代町水道工事業者組合

組合長 中村英二

＊様式は省略 各マニュアル等参照
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協定－１３ 災害時における埼玉県内の下水道管路施設の復旧支援協力に関する協定（埼

玉県下の市町、下水道の一部事務組合、公益社団法人日本下水道管路管理業

協会）

埼玉県（以下「甲」という。）と市町・組合（乙１から乙５６まで）（以下乙１から乙５６までを総称

して「乙」という。）及び公益社団法人日本下水道管路管理業協会（以下「丙」という。）とは、地震等

の災害により甲及び乙の管理する下水道管路施設（以下「協定下水道施設」という。）が被災したとき

に広域的な支援として行う復旧支援協力に関して以下のとおり、下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第１５条の２の規定に基づいた協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、丙による甲及び乙に対する復旧支援協力に関して基本的な事項を定め、災害等に

より被災した協定下水道施設の機能の早期復旧を行うことを目的とする。

（復旧支援協力の要請）

第２条 甲及び乙は、災害等により被災した協定下水道施設の復旧に関し、各々では十分な応急対応を

実施することができない場合において、丙に対し次の業務の支援を要請することができる。

（１）被災した協定下水道施設の応急復旧のために必要な業務（巡視、点検、調査、清掃及び修繕）

（２）その他、甲、乙及び丙間で協議し必要とされる業務

２ 甲及び乙の丙に対する復旧支援協力要請は、第１０条に規定する甲の事務局が甲及び乙１から乙５

６までの支援の要請を取りまとめた上で、次項に定める手続きにより、第１０条に規定する丙の事務

局を通じて行うものとする。

３ 甲及び乙の丙に対する復旧支援協力要請は支援内容を明らかにした書面により行うものとする。た

だし、緊急時等で書面により難いときは電話等で行うことができるものとし、この場合は事後におい

て書面を提出するものとする。

４ 丙は、前３項により甲及び乙の要請する業務を行うために、必要な人員・機材等をもって要請され

た業務を遂行する。

（復旧支援の調整）

第３条 大規模災害等において、丙が人員・機材等を調達するのに相当の時間を要すると認められる場

合、支援の実施は甲丙協議の上で決定する。

（費用）

第４条 この協定に基づき甲及び乙が丙に対し要請した業務にかかる費用は甲及び乙１から乙５６ま

での個々による負担とし、それぞれが個別に丙と協議するものとする。

（個人情報等の保護）

第５条 丙は、この協定による活動を行うため、個人情報及び行政情報を取り扱う場合は、その情報の

保護に努めなければならない。

（報告）

第６条 丙は、甲及び乙の要請により行った支援業務が終了したときは、速やかに要請した者に対し書

面をもって報告を行うものとする。

２ 丙は、毎年３月３１日現在において災害時の支援に備えて、支援協力が可能な会社、提供可能な車

輌等の機器及び人員を甲及び乙に対して報告するものとする。

（下水道台帳データの提供）

第７条 甲及び乙は、協定下水道施設の調査に必要な下水道台帳の図面等をＰＤＦ等の電子データとし

て、丙に提供するものとする。

２ 丙は甲及び乙から提供を受けた電子データを適切に保管しなければならない。

３ 甲及び乙は、下水道台帳に大幅な変更があった場合など、適宜、最新の電子データを丙に提供する

ものとする。

（下水道台帳データの開示）

第８条 丙は、甲及び乙から支援要請があったとき、支援出動する丙の会員に対し甲及び乙から提供を

受けた電子データを開示することができる。

２ 支援出動した丙の会員は、甲及び乙から提供を受けた電子データを支援業務並びに必要な報告等以

外に使用してはならない。
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３ 甲、乙及び丙の合同訓練を実施する場合も、第１項及び第２項を準用する。

（広域被災）

第９条 甲及び乙が管轄する地域において、公益社団法人日本下水道協会が制定した「下水道事業にお

ける災害時支援に関するルール」に基づく下水道対策本部が設置された場合には、下水道対策本部に

よる活動を優先する。

（事務局）

第１０条 甲及び丙の復旧支援協力に係る事務局は、次のとおりとする。

（１）甲の事務局は、埼玉県下水道局下水道事業課とする。

（２）丙の事務局は、公益社団法人日本下水道管路管理業協会関東支部埼玉県部会とする。

（協定期間）

第１１条 この協定の期間は、協定締結の日から平成３０年３月３１日までとする。ただし、期間満了

の１ヶ月前までに甲、乙又は丙から申出がない場合、この協定は１年間更新されるものとし、以降も

同様とする。

（その他）

第１２条 本協定に定めのない事項や各条項に疑義が生じた場合には、甲、乙及び丙による協議の上決

定するものとする。

２ 甲、乙又は丙がこの協定の定めに違反した場合においては、甲、乙又は丙は、違反した相手方への

書面による通告をもってこの協定を廃止することができる。

附則

この協定は、平成２９年９月２０日から施行する。

この協定の成立は、甲、乙及び丙の同意書をもって証する。

平成２９年９月２０日

甲 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目１３番３号

埼玉県下水道事業管理者 粟生田 邦夫

乙１ 埼玉県さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市長 清水 勇人

乙２ 埼玉県川越市三久保町２０番地１０

川越市上下水道事業管理者 福田 司

乙３ 埼玉県熊谷市宮町二丁目４７番地１

熊谷市長 富岡 清

乙４ 埼玉県川口市青木２丁目１番１号

川口市長 奥ノ木 信夫

乙５ 埼玉県行田市本丸２番５号

行田市長 工藤 正司

乙６ 埼玉県秩父市熊木町８番１５号

秩父市長 久喜 邦康

乙７ 埼玉県所沢市宮本町二丁目２１番４号

所沢市上下水道事業管理者 中村 俊明

乙８ 埼玉県飯能市大字双柳１番地の１

飯能市長 大久保 勝

乙９ 埼玉県加須市三俣二丁目１番地１

加須市長 大橋 良一

乙１０ 埼玉県本庄市本庄３丁目５番３号

本庄市長 吉田 信解

乙１１ 埼玉県東松山市松葉町１丁目１番５８号

東松山市長 森田 光一

乙１２ 埼玉県春日部市中央六丁目２番地

春日部市長 石川 良三

乙１３ 埼玉県狭山市入間川１丁目２３番５号
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狭山市長 小谷野 剛

乙１４ 埼玉県羽生市東６丁目１５番地

羽生市長 河田 晃明

乙１５ 埼玉県鴻巣市中央１番１号

鴻巣市長 原口 和久

乙１６ 埼玉県深谷市仲町１１番１号

深谷市長 小島 進

乙１７ 埼玉県上尾市本町三丁目１番１号

上尾市長 島村 穰

乙１８ 埼玉県草加市高砂一丁目１番１号

草加市長 田中 和明

乙１９ 埼玉県越谷市越ヶ谷４丁目２番１号

越谷市長 高橋 努

乙２０ 埼玉県蕨市中央５丁目１４番１５号

蕨市長 賴髙 英雄

乙２１ 埼玉県戸田市上戸田１丁目１８番１号

戸田市上下水道事業

戸田市長 神保 国男

乙２２ 埼玉県入間市豊岡１丁目１６番１号

入間市長 田中 龍夫

乙２３ 埼玉県朝霞市本町１丁目１番１号

朝霞市長 富岡 勝則

乙２４ 埼玉県志木市中宗岡１丁目１７番１０号

志木市下水道事業

志木市長 香川 武文

乙２５ 埼玉県和光市広沢１番５号

和光市下水道事業

和光市長 松本 武洋

乙２６ 埼玉県新座市野火止一丁目１番１号

新座市長 並木 傑

乙２７ 埼玉県桶川市泉一丁目３番２８号

桶川市長 小野 克典

乙２８ 埼玉県久喜市下早見８５番地の３

久喜市長 田中 暄二

乙２９ 埼玉県北本市本町１丁目１１１番地

北本市長 現王園 孝昭

乙３０ 埼玉県八潮市中央１丁目２番地１

八潮市長 大山 忍

乙３１ 埼玉県富士見市大字鶴馬１８００番地の１

富士見市長 星野 光弘

乙３２ 埼玉県三郷市花和田６４８番地１

三郷市長 木津 雅晟

乙３３ 埼玉県蓮田市大字黒浜２７９９番地１

蓮田市長 中野 和信

乙３４ 埼玉県幸手市東４－６－８

幸手市長 渡辺 邦夫

乙３５ 埼玉県日高市大字南平沢１０２０番地

日高市長 谷ケ﨑 照雄

乙３６ 埼玉県吉川市吉川二丁目１番地１

吉川市長 中原 恵人

乙３７ 埼玉県ふじみ野市福岡一丁目１番１号

ふじみ野市下水道事業
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ふじみ野市長 高畑 博

乙３８ 埼玉県白岡市千駄野４３２番地

白岡市長 小島 卓

乙３９ 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室９４９３番地

伊奈町長 大島 清

乙４０ 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保１１００番地１

三芳町長 林 伊佐雄

乙４１ 埼玉県比企郡滑川町大字福田７５０番地１

滑川町長 吉田 昇

乙４２ 埼玉県比企郡嵐山町大字杉山１０３０番地１

嵐山町長 岩澤 勝

乙４３ 埼玉県比企郡小川町大字大塚５５番地

小川町長 松本 恒夫

乙４４ 埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林８７０番地１

川島町長 飯島 和夫

乙４５ 埼玉県比企郡吉見町大字下細谷４１１番地

吉見町長 宮﨑 善雄

乙４６ 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬４５４５番地

横瀬町長 富田 能成

乙４７ 埼玉県児玉郡美里町大字木部３２３番地１

美里町長 原田 信次

乙４８ 埼玉県児玉郡神川町大字植竹９０９番地

神川町長 清水 雅之

乙４９ 埼玉県児玉郡上里町大字七本木５５１８番地

上里町長 関根 孝道

乙５０ 埼玉県大里郡寄居町大字寄居１１８０番地１

寄居町長 花輪 利一郎

乙５１ 埼玉県南埼玉郡宮代町笠原１丁目４番１号

宮代町長 榎本 和男

乙５２ 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地２丁目９番２９号

杉戸町長 古谷 松雄

乙５３ 埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏２４２４番地

松伏町長 鈴木 勝

乙５４ 埼玉県坂戸市千代田１丁目１番１６号

坂戸、鶴ヶ島下水道組合

管理者 石川 清

乙５５ 埼玉県入間郡毛呂山町大字川角１５１０番地

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合

管理者 井上 健次

乙５６ 埼玉県秩父郡長瀞町大字中野上２３４番地１

皆野・長瀞下水道組合

管理者 大澤 タキ江

丙 東京都千代田区岩本町２丁目５番１１号

公益社団法人日本下水道管路管理業協会

会長 長谷川 健司
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実施細目

（趣旨等）

第１ この実施細目は、災害時における埼玉県内の下水道管路施設の復旧支援協力に関する協定（以下

「協定」という。）第１２条の規定に基づき、協定の実施に必要な事項を定めるものとする。

２ 協定に基づく復旧支援の円滑な執行を確保するため、公益社団法人日本下水道管路管理業協会

（以下「管路協」という。）から発行されている下水道管路施設災害復旧支援マニュアル（以下「復

旧支援マニュアル」という。）を参考とするものとする。

（復旧支援の内容）

第２ 管路協が協定により主として携わる復旧支援の内容は、次のとおりとする。ただし、被災した埼

玉県及び県内市町・組合（以下「被災自治体等」という。）から他業務についても支援要請を受け

た場合は、両者協議の上、実施するものとする。（復旧支援マニュアル参照）

（１） 緊急調査：地上から下水道施設の被災状況を把握し、大きな機能支障や二次災害の原因となる

被害を発見するために行う調査。

（２） 緊急措置：大きな二次災害につながる危険性が認められる被害箇所に対し、道路利用者、周辺

住民及び周辺施設の安全確保を図るため緊急に行う措置。

（３） 応急復旧工事：緊急調査又は一次調査の結果により構造的な被害の程度、機能的な被害の程度、

周辺施設に与える影響の程度に応じ、本復旧が完了するまでの短期間に、災害査定を待たずに、被

災した下水道施設の暫定機能を確保するために行う応急工事。

（４） 一次調査：本復旧の必要性を判断し、対応方針を決定するための情報収集を目的として行う調

査。

（５） 二次調査：本復旧工事が必要な箇所及びその施工法等の判断、災害査定資料の作成を目的とし、

流下能力や異状原因の構造的障害の程度を詳細に把握するために行う調査。

２ 復旧支援による調査結果は災害査定の際の判断資料となることから、手戻り作業等が生じないよ

う、管路協は被災自治体等の指示に従うものとする。特に、被災自治体等から他の民間コンサルタ

ント等が、当該調査に関連する別途業務を受託している場合は、報告書の作成に際し調整が必要に

なることに留意するものとする。

（復旧支援の要請）

第３ 被災自治体等の下水道管理者は、協定第２条第１項に規定する復旧支援の実施が必要と判断した

場合は、協定第２条第２項及び第３項並びに第１０条の規定により、被災自治体等の復旧支援要請

窓口（甲の事務局）となっている埼玉県下水道局下水道事業課の課長（以下「下水道事業課長」と

いう。）に対し、災害の状況、支援活動日時、支援活動場所及び必要とする支援活動内容等を明示

した文書（様式第１）により要請するものとする。

２ 前項の規定に基づき被災自治体等の下水道管理者から要請を受けた下水道事業課長は、管路協の

窓口（丙の事務局）である公益社団法人日本下水道管路管理業協会関東支部埼玉県部会長（以下「埼

玉県部会長」という。）に対し、支援要請を取りまとめた文書（様式第２）により速やかに復旧支

援を要請するものとする。

３ 前２項の規定にかかわらず、緊急時等で書面により難いときは電話等で行うことができるものと

し、この場合は事後において書面を提出するものとする。

（復旧支援に要する費用）

第４ 被災自治体等は、第２の１項の規定に基づく復旧支援の業務を管路協に要請したときは、遅滞な

く管路協と委託契約を締結するものとする。

２ 前項の費用については、被災自治体等と管路協の両者協議の上、業務終了後、被災自治体等が支

払うものとする。

（労災及び損害補償等）

第５ 被災自治体等の要請に基づき、管路協が実施する復旧支援活動において、管路協の協会員及びそ

の従業員に負傷、疾病又は死亡等が発生した場合は、管路協の協会員の労災保険により補償するも

のとする。
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２ 被災自治体等の要請に基づき、管路協が実施する復旧支援活動において、第三者に損害を与えた

場合は、被災自治体等及び管路協の両者協議の上、対処するものとする。

３ 復旧支援活動先で宿泊が必要な場合は、原則として、派遣される管路協の協会員が自ら宿泊先を

確保するものとする。

（復旧支援終了報告の内容）

第６ 協定第６条の規定による丙の復旧支援終了報告は、次に掲げる事項を明らかにした文書により行

うものとする。

（１）出動場所及び出動時間

（２）出動人員

（３）使用した資機材

（４）その他必要な事項

（連絡窓口）

第７ この実施細目に基づく業務に関する連絡窓口は、別表のとおりとする。

（附則）

この実施細目は、平成２９年９月２０日から施行する。
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様式第１（実施細目第３関係）

第 号

平成 年 月 日

埼玉県下水道局下水道事業課長

（復旧支援に係る甲の事務局）

○○○市町（下水道管理者） 印

（乙○）

復 旧 支 援 要 請 書

「災害時における埼玉県内の下水道管路施設の復旧支援協力に関する協定実施細目」第３の規定に基

づき、次のとおり要請します。

１ 災害の状況（緊急の場合は概要を記載）

２ 支援活動日時（緊急の場合は想定内容を記載）

３ 支援活動場所（緊急の場合は概要を記載）

４ 支援活動内容

５ 要請担当者及び連絡先

○○市町○○部○○課

担当者名

連絡先（電話）

（ＦＡＸ）

（Ｅ－ｍａｉｌ）

６ その他



- 115 -

様式第２（実施細目第３関係）

第 号

平成 年 月 日

（公社）日本下水道管路管理業協会関東支部

埼玉県部会長 様

（復旧支援に係る丙の事務局）

埼玉県下水道局下水道事業課長 印

（復旧支援に係る甲の事務局）

復 旧 支 援 要 請 書

「災害時における埼玉県内の下水道管路施設の復旧支援協力に関する協定実施細目」第３の規定に基

づき、次のとおり要請します。

１ 復旧支援要請自治体

自治体名 災害の状況 支援活動日時 支援活動場所 支援活動内容
要請担当者

及び連絡先

埼玉県

（甲）

○○市

（乙○）

○○市

（乙○）

※複数の被災自治体等からの要請について、本様式を同時に使用できるものとする。

※本表は、復旧支援要請自治体数及び要請内容によって適宜変更することができる。

２ その他

甲の事務局

担当者

所属 下水道局下水道事業課 職名 氏名

担当名 電話 ＦＡ

Ｘ
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別 表 連絡窓口（実施細目第７関係） 平成２９年９月現在

整理番号 自治体等名 部 局 等 課 等

甲 埼玉県 下水道局 下水道事業課

乙１ さいたま市 建設局下水道部 下水道総務課

乙２ 川越市 上下水道局 事業計画課

乙３ 熊谷市 建設部 下水道課

乙４ 川口市 下水道部 下水道管理課

乙５ 行田市 都市整備部 下水道課

乙６ 秩父市 環境部 下水道課

乙７ 所沢市 上下水道局 下水道維持課

乙８ 飯能市 上下水道部 下水道課

乙９ 加須市 上下水道部 下水道課

乙１０ 本庄市 上下水道部 下水道課

乙１１ 東松山市 建設部 下水道課

乙１２ 春日部市 建設部 下水道課

乙１３ 狭山市 上下水道部 下水道施設課

乙１４ 羽生市 まちづくり部 下水道課

乙１５ 鴻巣市 建設部 下水道課

乙１６ 深谷市 環境水道部 下水道工務課

乙１７ 上尾市 上下水道部 下水道施設課

乙１８ 草加市 上下水道部 下水道課

乙１９ 越谷市 建設部 下水道課

乙２０ 蕨市 都市整備部 下水道課

乙２１ 戸田市 上下水道部 下水道施設課

乙２２ 入間市 上下水道部 上下水道整備課

乙２３ 朝霞市 都市建設部 下水道課

乙２４ 志木市 上下水道部 下水道施設課

乙２５ 和光市 上下水道部 下水道課

乙２６ 新座市 上下水道部 下水道課

乙２７ 桶川市 都市整備部 下水道課

乙２８ 久喜市 上下水道部 下水道施設課

乙２９ 北本市 都市整備部 下水道課

乙３０ 八潮市 建設部 下水道課

乙３１ 富士見市 建設部 下水道課

乙３２ 三郷市 建設部 下水道課

乙３３ 蓮田市 上下水道部 下水道課

乙３４ 幸手市 水道部 下水道課

乙３５ 日高市 上・下水道部 下水道課

乙３６ 吉川市 都市整備部 河川下水道課

乙３７ ふじみ野市 都市政策部 上下水道課

乙３８ 白岡市 上下水道部 下水道課

乙３９ 伊奈町 上下水道課

乙４０ 三芳町 上下水道課

乙４１ 滑川町 環境課

乙４２ 嵐山町 上下水道課

乙４３ 小川町 上下水道課

乙４４ 川島町 上下水道課

乙４５ 吉見町 水生活課

乙４６ 横瀬町 建設課

乙４７ 美里町 建設水道課

乙４８ 神川町 建設課

乙４９ 上里町 上下水道課
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整理番号 自治体等名 部 局 等 課 等

乙５０ 寄居町 上下水道課

乙５１ 宮代町 まちづくり建設課

乙５２ 杉戸町 上下水道課

乙５３ 松伏町 まちづくり整備課

乙５４
坂戸、鶴ヶ島

下水道組合
維持管理課

乙５５
毛呂山・越生・鳩山

公共下水道組合
総務担当

乙５６
皆野・長瀞

下水道組合
下水道課

甲の

事務局
埼玉県 下水道局 下水道事業課

丙の

事務局

（公社）日本下水道管路

管理業協会

関東支部

埼玉県部会
環境技建株式会社



災害時における埼玉県内の下水道管路施設の復旧支援協力に関する協定

（１）管路管理業協会による災害復旧の支援のフロー

【日本下水道管路管理業協会】

下水道管路施設 災害復旧支援マニュアル（平成２８年４月）Ｐ３１～３２より

災害復旧の支援フロー

【解説】（抜粋）

災害復旧支援フローの中で

が終了するまでの範囲である。

場合によっては、被災自治体等からの要請や下水道法に基づく協定を受けて地元協会員が緊急

調査を実施することがあり、緊急措置及び応急復旧についても同様である。
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災害時における埼玉県内の下水道管路施設の復旧支援協力に関する協定 【付属資料】

（１）管路管理業協会による災害復旧の支援のフロー

災害復旧支援マニュアル（平成２８年４月）Ｐ３１～３２より

災害復旧支援フローの中で管路協が主として携わるのは、管路協対策本部を設置し、二次調査

である。

場合によっては、被災自治体等からの要請や下水道法に基づく協定を受けて地元協会員が緊急

調査を実施することがあり、緊急措置及び応急復旧についても同様である。

【付属資料】

災害復旧支援マニュアル（平成２８年４月）Ｐ３１～３２より

管路協が主として携わるのは、管路協対策本部を設置し、二次調査

場合によっては、被災自治体等からの要請や下水道法に基づく協定を受けて地元協会員が緊急

調査を実施することがあり、緊急措置及び応急復旧についても同様である。



（２）災害時復旧支援協定の締結前後の相違点

１）協定を締結していない自治体等における、災害発生時の従来の対応例

２）災害時復旧支援協定を締結した場合の対応例
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締結前後の相違点

１）協定を締結していない自治体等における、災害発生時の従来の対応例

２）災害時復旧支援協定を締結した場合の対応例

１）協定を締結していない自治体等における、災害発生時の従来の対応例



（３）緊急調査及び調査の結果等による応急復旧工事を要請する例
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（３）緊急調査及び調査の結果等による応急復旧工事を要請する例



（４）被災自治体等が行う復旧支援の要請フロー

- 121 -

（４）被災自治体等が行う復旧支援の要請フロー
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協定－１４ 災害時における電気設備等の復旧に関する協定書（埼玉県電気工事工業組合）

埼玉県と埼玉県電気工事工業組合との「災害時における電気設備等の復旧に関する協定書」の趣旨に
基づき、宮代町（以下「甲」という。）と埼玉県電気工事工業組合（以下「乙」という。）との間におい
て、災害時における電気設備等の復旧活動等について、次のとおり協定を締結する。

（目的）
第１条 この協定は、甲の町域において災害等が発生した場合に、甲から乙に対して行う支援協力の要

請に関し、その手続きを定め、災害応急対策及び災害復興対策を円滑に実施できることを目的とする。
（支援協力の種類）
第２条 甲は乙に対し、次の事項について協力を要請することができる。

（１）公共施設等の電気設備等の復旧活動に関すること。
（２）町内における電気に係る事故防止に関すること。
（３）活動中に二次災害等を発見した場合には、関係機関に通報すること。
（４）前号の規定の通報により、関係機関からの指示に従うこと。
（５）災害発生時における復旧に関すること。
２ 甲及び乙は、前項に定めのない場合については、協議のうえ相互に協力を要請することができる。

（支援協力要請の手続き）
第３条 甲は乙に対し、前条の規定の支援協力を受けようとする場合には、次の事項を明らかにし、「支

援要請書」（別紙様式第１）をもって要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等に
より支援要請し、事後速やかに支援要請書を交付するものとする。
（１）支援協力の種類
（２）支援協力の具体的な内容、施設名及び場所等
（３）支援協力を希望する期間

（支援協力の実施）
第４条 前条の規定により、甲から支援要請を受けた乙は、直ちに支援を実施するものとする。ただし、

特別な事情により支援ができない場合には、その旨を電話等により連絡するものとする。
（復旧作業後の引渡）
第５条 乙は、甲の要請による電気設備等が復旧した場合には、直ちに甲に「災害復旧業務完了報告書

報告」（別紙様式第２）により報告し、相互に作業内容を確認し、甲に引渡すものとする。ただし、
緊急を要するときは、電話により報告し、速やかに「災害復旧業務完了報告書報告」（別紙様式第２）
を提出する。

（復旧実施マニュアルの提示）
第６条 乙は甲の要請に対応するために、災害復旧のための実施マニュアルを作成し、甲に提示するも

のとする。
（経費の負担）
第７条 乙が、甲の要請により支援協力に要した経費については、甲・乙協議のうえ決定し、甲が負担

するものとする。なお、資材、人工の価格は、適正な価格とする。
（有効期間）
第８条 この協定の有効期間は、平成２１年６月 日から平成２２年３月３１日までとする。

２ 前項の規定にかかわらず、期間満了の１ヶ月前までに、甲又は乙から何らかの申し出がない場合
には、協定の期間満了日の翌日から１年間、この協定を自動的に更新するものとし、以後も同様と
する。

（協議）
第９条 協定について、疑義を生じた時又は定めのない事項については、甲、乙がその都度協議して定

めるものとする。

この協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、それぞれ各１通を保有する。

平成２１年６月２９日

埼玉県南埼玉郡宮代町笠原１丁目４番１号
甲 宮代町

宮代町長 榊 原 一 雄

埼玉県さいたま市北区宮原１丁目３９番地
乙 埼玉県電気工事工業組合

理 事 長 小 澤 浩 二

＊様式は省略 各マニュアル等参照
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協定－１５ 災害時におけるＬＰガス等の優先供給に関する協定書（社団法人埼玉県ＬＰ

ガス協会 北東武支部杉戸宮代地区）

宮代町（以下「甲」という。）と社団法人埼玉県ＬＰガス協会北東武支部杉戸宮代地区（以下「乙」

という。）とは、宮代町内に災害等が発生した場合（以下「災害時等」という。）におけるＬＰガス等の

供給協力について、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、災害時等における乙の甲に対するＬＰガス等の供給に関する協力について必要な

事項を定めることを目的とする。

（協力の内容）

第２条 災害時等において甲がＬＰガス等を必要とするときは、乙に対してその供給を要請することが

できる。

２ 前項の要請は、ＬＰガス等供給要請書（様式第１号）（以下「要請書」という。）をもって行うもの

とする。ただし、緊急を要する場合は口頭により行うことができるものとし、後日速やかに要請書を

提出するものとする。

（協力の実施）

第３条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、その供給及び搬出について協力するもの

とする。

２ ＬＰガス等の運搬は、甲又は甲が指定するものが行うものとする。また、甲は必要に応じて乙に対

して運搬の協力を求めることができる。

（引渡し）

第４条 ＬＰガス等の引渡場所は甲が指定するものとし、甲又は甲の指定する者が物資を確認のうえ受

領する。

（協力の限度）

第５条 乙が、甲の要請により供給するＬＰガス等の限度は、要請を受けた時点において乙が調達可能

な数量までとする。

（費用）

第６条 甲は、乙が提供したＬＰガス等の費用及び運搬の協力を行った場合の経費（以下「費用等」と

いう。）について負担するものとする。

２ 甲が、乙に対して支払う費用等については、甲、乙協議のうえ災害時直前の価格をもって決定する。

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定の内容に疑義が生じた場合は、その都度、甲乙の間で

協議して定めるものとする。

（有効期限）

第８条 この協定の有効期間は協定締結の日から１年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日

の１ヶ月前までに甲、乙のいずれからも協定解消の申し出がない限り、同一内容をもって１年間継続

するものとし、以降においても同様とする。

この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲及び乙が記名押印の上各１通を保有する。

平成２７年１２月１８日

埼玉県南埼玉郡宮代町笠原１丁目４番１号

甲 宮代町

宮代町長 榎本 和男

埼玉県南埼玉郡宮代町字東７８番地

乙 社団法人埼玉県ＬＰガス協会 北東武支部杉戸宮代地区

地区長 島村 秀樹
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協定－１６ 埼玉県防災ヘリコプター応援協定書（埼玉県下の市町村、消防の一部事務組

合及び消防を含む一部事務組合）

（目 的）

第１条 この協定は、埼玉県下の市町村、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合（以下「市

町村等」という｡）が、災害による被害を最小限に防止するため、埼玉県の所有する防災ヘリコプタ

ー（以下「防災ヘリ」という｡）の応援を求めることについて、必要な事項を定めることを目的とす

る。

（協定区域）

第２条 この協定区域は、前条の市町村等の区域とする。

（災害の範囲）

第３条 この協定において、災害とは、消防祖織法（昭和２２年法律第２２６号）第１条に規定する災

害をいう。

（応援要請）

第４条 この協定に基づく応援要請は、災害が発生した市町村等（以下「発災市町村等」という｡）の

長が、次のいずれかに該当し、防災ヘリの活動を必要と判断する場合に、埼玉県知事（以下「知事」

という｡）に対して行うものとする。

（１）災害が隣接する市町村等に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合

（２）発災市町村等の消防力によっては防ぎょが著しく困難な場合

（３）その他救急搬送等防災ヘリによる活動が最も有効な場合

２ 応援要請は、埼玉県環境部消防防災牒防災航空係（以下「防災航空隊」という｡）に、電話等に

より、次の事項を明らかにして行うものとする。

（１）災害の種別

（２）災害の発生場所及び被害の状況

（３）災害発生現場の気象状態

（４）飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制

（５）応援に要する資機材の品目及び数量

（６）その他必要な事項

（防災航空隊の派遣）

第５条 知事は、前条の規定により応援要請を受けたときは、災害発生現場の気象状態を確認の上、応

援するものとする。

２ 前項の規定による要請に応ずることができない場合は、知事は、その旨を速やかに発災市町村等

の長に通報するものとする。

（防災航空隊の隊員の指揮）

第６条 前条第１項の規定により応援する場合において、災害現場における防災航空隊の隊員（以下「隊

員」という｡）の指揮は、発災市町村等の消防長（消防局をおかない村にあっては、当該村長｡）が行

うものとする。

（消防活動に従事する場合の特例）

第７条 応援要請に基づき隊員が消防活動に従事する場合には、発災市町村等の長から隊員を派遣して

いる市町村等の長に対し、埼玉県下消防相互応援協定（以下「相互応援協定」という｡）第５条の規

定に基づく応援要請があったものとみなす。

（経費負担）

第８条 この協定に基づく応援に要する経費は、埼玉県が負担するものとする。

２ 前条に該当する活動に従事する場合においても、応援に要する経費は、相互応援協定第１３条の

規定にかかわらず、埼玉県が負担するものとする。

（その他）

第９条 この協定に定めない事項は、埼玉県及び市町村等が協議して定めるものとする。

（適用）

第１０条 この協定は、平成３年４月１日から適用する。
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この協定の締結を証するため、本書５２通を作成し、知事及び市町村等の長は、記名押印の上、それ

ぞれその一通を所持する。

平成３年３月２９日

埼 玉 県
埼玉県知事 畑和

川 ロ 市
川口市長 永瀬洋治

浦 和 市
浦和市長 中川健吉

大 宮 市
大宮市長 新藤亨弘

行 田 市
行田市長 中川直木

所 沢 市
所沢市長 中井眞一郎

飯 能 市
飯能市長 小山誠三

岩 槻 市
岩槻市長 斎藤伝吉

春日部市
春日部市長 三枝安茂

狭 山 市
狭山市長 大野松茂

羽 生 市
羽生市長 三木兼吉

上 尾 市
上尾市長 荒井松司

与 野 市
与野市長 井原勇

草 加 市
草加市長 今井宏

越 谷 市
越谷市長 島村慎市郎

蕨 市
蕨 市 長 田中啓一

戸 田 市
戸田市長 斎藤純忠

入 間 市
入間市長 木村仁平

鳩ケ谷市
鳩ケ谷市長 名倉隆

朝 霞 市
朝霞市長 岡野義一

志 木 市
志木市長 細田喜八郎

和 光 市
和光市長 田中茂

新座市
新座市長 高橋喜之助

桶 川 市
桶川市長職務代理者 桶川市助役 奥山昌美

北 本 市
北本市長 新井馨
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八 潮 市
八潮市長 藤波彰

三郷市
三郷市長 木津三郎

蓮 田 市
蓮田市長 石川勝夫

幸 手 市
幸手市長 芝宏

伊奈町
伊奈町長 小林昭一

日 高 町
日高町長 駒野昇

宮 代 町
宮代町長 日下部義道

白 岡 町
白岡町長 荒井宏

杉 戸 町
杉戸町長 矢島正男

庄 和 町
庄和町長 神谷尚

寄居地区消防組合
寄居地区消防組合管理者 丸橋安夫

久喜地区
久喜地区消防組合管理者 坂本友雄

秩父広域市町村圏組合
秩父広域市町村圏組合管理者 内田全一

入間東部地区消防組合
入間東部地区消防組合管理者 田中喜三

小川地区消防組合
小川地区消防組合管理者 松本繁夫

吉川町松伏町消防組合
吉川町松伏町消防組合管理者 深井誠

児玉郡市広域市町村圏組合
児玉郡市広域市町村圏組合管理者 茂木稔

熊谷地区消防組合
熊谷市区消防組合管理者 小林一夫

東松山地区消防組合
東松山地区消防組合管理者 柴崎亨

坂戸・鶴ケ島消防組合
坂戸・鶴ケ島消防組合管理者 宮崎雅好

川越地区消防組合
川越地区消防組合管理者 川合喜一

加須地区消防組合
加須地区消防組合管理者 矢沢恒雄

鴻巣地区消防組合
鴻巣地区消防組合管理者 佐藤輝彦

西入間広域消防組合
西入間広域消防組合管理者 下田養平

深谷市岡部町共同事務組合
深谷市岡部町共同事務組合管理者 福嶋健助

名 栗 村
名栗村長 浅見康夫

南河原村
南河原村長 橋本治雄
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協定－１７ 災害時における救援物資の輸送業務の提供に関する協定書（赤帽首都圏軽自

動車運送協同組合埼玉県支部）

災害時における救援物資の輸送業務の提供に関し、宮代町（以下「町」という。）と赤帽首都圏軽自

動車運送協同組合埼玉県支部（以下「赤帽組合」という。）との間に次のとおり協定する。

（目的）

第１条 この協定は、宮代町内において、大規模な災害（以下「災害」という。）が発生し町が独自で

は、十分に被災者救援の応急措置ができない場合における、救援物資の輸送業務の提供について、必

要な事項を定めるものとする。

（連絡体制）

第２条 町および赤帽組合は、あらかじめ救援物資の輸送業務の提供に関し生活環境課と相互に連絡し、

情報交換するものとする。

２ 赤帽組合は、災害時における連絡体制を整備して、町に明示するものとする。

（応援の内容）

第３条 応援の内容は次のとおりとする。

（１）食料、飲料水および生活必需品等、並びにこれらに必要な資器材の運搬

（２）被災者の救出、医療、防疫、施設、応急復旧等に必要な資器材および物資の運搬

（３）その他被災者救援等の応急措置に必要なものの運搬

（応援の要請）

第４条 町が応援を受けようとするときは、次の事項を明らかにし、電話、ファクシミリ等により応援

を要請するものとする。

（１）応援の内容

（２）応援場所および応援場所までの経路

（３）応援を必要とする期間

（４）応援を必要とする車両の台数

（５）その他応援に関し、必要な事項

（経費の負担）

第５条 前条の規定により応援に要する経費は、災害時直前における価格を基準として、町が負担する。

（応急措置活動）

第６条 町の要請により、災害現場に出動した赤帽組合の会員（以下「会員」という。）は、町の職員

（以下「職員」という。）の指示に従い応急措置活動に従事するものとする。

２ 災害現場に、職員が派遣されていない場合は、会員自ら要請事項に従い応急措置活動を実施する

ものとする。

この場合において会員は、応急措置活動の終了後活動内容の概要を町に報告するものとする。

（出動要因の報告）

第７条 赤帽組合は、応急措置活動に出動できる人員、台数、機材等の状況を明らかにし町に報告する

ものとする。

（災害補償）

第８条 町の要請により出動した会員に事故が発生した場合、労働者災害補償保険法（昭和２２年４月

法津第５０号）の適用を受けない会員については、埼玉県市町村消防団等公務災害補償条例（昭和４

１年埼玉県市町村消防災害補償組合条例第１号）を適用し、補償するものととする。

（防災訓練への参加）

第９条 町は、町が主催する防災訓練に赤帽組合の参加を要請することができる。この場合においては、

赤帽組合は積極的に参加するものとする｡

（雑則）

第１０条 この協定に定めのない事項およびこの協定の実施に関し必要な事項は、町と赤帽組合がその

都度協議して定めるものとする。

この協定の成立を証するため本書２通を作成し、当事者署名押印のうえ、各自１通を保有するものと

する。
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平成９年３月２６日

埼玉県南埼玉郡宮代町中央３丁目６番１１号

宮代町

宮代町長 榊原 一雄

埼玉県大宮市三橋１－１１９９

赤帽首都圏軽自動車運送協同組合埼玉県支部

支部長 若林 進

赤帽宮代町防災連絡網

名 称 代表者氏名

赤帽姫宮急送 名塚 明作

赤帽ヤマフク運送 山下 明二郎

赤帽憲通運輸 佐藤 憲通

赤帽平次運送 小山 幸夫

赤帽さぎや運送 鷺谷 浩

赤帽シマワ急便 島村 和孝

赤帽協南運送 黒川 浩道

赤帽砂川運送 砂川 昇

赤帽なつ草運送 横溝 勝次

赤帽アールイーカーゴ 中村 吉生

赤帽首都圏軽自動車運送協同組合 電 話 ０４８－６２０－４３２１

埼玉県支部 支部長 小山 幸夫 ＦＡＸ ０４８－６２０－４３４３

赤帽平次運送（宮代町和戸２１０３－１４９）
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協定－１８ 災害時における協力に関する覚書（杉戸郵便局）

杉戸郵便局長（以下「申」という。）及び宮代町長（以下「乙」という。）は、宮代町内に発生した地

震その他による災害時において、相互の友愛精神に基づき、宮代町と杉戸郵便局及び宮代町内の郵便局

（以下「郵便局」という。）が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行することを確約し、次のとおり

覚書を締結する。

（用語の定義）

第１条 この覚書において、「災害」とは、災害対策基本法（昭和３６年法律 第２２３号）第２条第

１号に定める被害をいうものとする。

（協力要請）

第２条 甲及び乙は、宮代町内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を

要請することができるものとする。

（１）災害救助法適用時における郵便・為替貯金・簡易保険の郵政事業に係る災害特別事務取扱い及

び援護対策

（２）郵政省が所有し、又は管理する施設、用地の避難場所及び物資集積場所等としての提供

（３）宮代町が所有し、又は管理する施設及び用地の提供

（４）宮代町又は郵便局が収集した被災町民の避難先及び被災状況の情報の相互提供

（５）必要に応じて避難場所に臨時郵便差出箱の設置

（６）その他災害時において相互に協力を必要とする事項

（協力の実施）

第３条 甲及び乙は、前条の規定による要請を受けたときは、その重要性に鑑み、協力するよう努めな

ければならない。

(経費の負担)

第４条 第２条に規定する協力の要請に対して、協力をした者が要した経費については、法令その他に

別段の定めがあるものを除くほか、甲乙両者が協議をして負担すべき額を決定するものとする。

（災害対策本部への参加）

第５条 宮代町の災害対策本部のメンバーに甲が加わることができるものとする。

（災害情報等連絡体制の整備）

第６条 安否情報等の連絡体制は、その方策を甲乙協議して、整備するものとする。

（防災訓練への参加）

第７条 郵便局は、宮代町若しくは各地域の行う防災訓練等に参加することができるものとする。

（情報の交換）

第８条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況及び協力要請事項に関し、必要に応じて情報の交換を行う

ものとする。

（連絡責任者）

第９条 この覚書に関する連絡責任者は、郵便局においては杉戸郵便局総務課長、宮代町においては宮

代町生活環境課長とする。

（協議）

第１０条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関し疑義が生じたときは、甲乙両者が協議して決

定するものとする。

この覚書の締結を証するため､この書面２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有す

るものとする。

平成１０年 ２月２４日

杉戸町内田１丁目６番１３号

甲 杉戸郵便局

局 長 藤田 祐一

宮代町中央３丁目６番１１号

乙 宮 代 町

宮代町長 榊原 一雄
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協定－１９ 災害時における被災者及び救援物資の輸送業務の提供に関する協定書（（社）

埼玉県トラック協会久喜支部）

宮代町（以下「甲」という。）と（社）埼玉県トラック協会久喜支部（以下「乙」という。）とは、災
害時における被災者及び救援物資の輸送業務の提供について、次のとおり協定を締結する。

（目的）
第１条 この協定は、宮代町内の災害時における被災者及び救援物資の輸送業務の提供について必要な

事項を定めるものとする。
（協力の内容）
第２条 乙は甲から被災者及び救援物資の輸送業務の提供について要請があった時には、以下の内容に

より協力するものとする。ただし、道路不通・冠水及び停電、落雷等により供給に支障が生じた場合
には、甲との協議により対策を講じるものとする。
（１）食料、飲料水及び生活必需品、その他必要な物資の運搬
（２）被災者の救出及び被災者救援等に必要な物資の運搬
（３）その他必要と認められるものについての運搬

（要請の手続）
第３条 甲は乙に対して、協定による要請を行う時には、被災者及び救援物資の輸送業務提供要請書（別

記様式１）（以下「申請書」という。）をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合には電話、
ＦＡＸ、メール等により要請することができるものとし、後日速やかに甲は乙に対し、申請書を提出
するものとする。

（経費の負担）
第４条 第２条に定める協力によって発生した経費の負担は、原則として災害時直前における価格を基

準として、甲乙協議のうえ定めるものとする。
（活動実績の報告）
第５条 甲の要請により、乙の指示を受けて災害現場に出動し従事した者（以下「社員」という。）は、

甲又は甲の指定する職員（以下「職員」という。）の指示に従い応急措置活動に従事するものとする。
２ 災害現場に、職員が派遣されていない場合は、社員自ら要請事項に従い応急措置活動を実施する
ものとする。

３ 前項において、乙は応急措置活動の終了後、被災者及び救援物資の輸送実施報告書（別記様式２）
を甲に報告するものとする。

（補償）
第６条 この協定に基づいて業務に従事した社員がその業務において負傷若しくは疾病にかかり、又は

死亡した場合の災害補償については、原則として乙の責任において行うものとする。
（報告の要請）
第７条 甲は、応急措置活動に出動できる人員、機材等の状況について、本協定締結後必要がある都度、

乙に対して報告を求めることができる。
（防災訓練への参加）
第８条 乙は、災害が発生した際、迅速に甲の指示に従い災害協力ができるよう、甲の要請に応じ、甲

が主催する防災訓練に積極的に参加するものとする。
（協議）
第９条 本協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議して定めるものとする。

本協定の成立を証するため、本書２通を作成し当事者署名押印のうえ、各自１通を保有する。

平成１７年７月１日

埼玉県南埼玉郡宮代町笠原１丁目４番１号
甲 宮 代 町

宮代町長 榊原 一雄

埼玉県北葛飾郡杉戸町鷲巣１１８－２
乙 （社）埼玉県トラック協会久喜支部

副支部長 宮代・杉戸担当
青翔運輸株式会社 代表取締役
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緊急時連絡体制

名 称 所在地 電話番号 代表者氏名

平仲運輸㈲ 〃西原３４２-３ ０４８０-３３-３６８５ 平林 亨

㈱ダイマル 〃金原２０５ ０４８０-３３-２１４１ 斉藤 尚武

大栄商事㈱埼玉営業所 〃本田３-５-１７ ０４８０-３３-１３５１ 山尾 峰子

（社）埼玉県トラック協会久喜支部

緊急連絡先

青翔運輸株式会社 代表取締役 古谷 松雄（副支部長 宮代・杉戸担当）

住所 埼玉県北葛飾郡杉戸町鷲巣１１８－２

電話 ０４８０－３８－１１２８
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別記様式１

宮 発 第 号

年 月 日

（社）埼玉県トラック協会久喜支部長 様

宮代町長

被災者及び救援物資の輸送業務提供要請書

災害時における被災者及び救援物資の輸送業務の提供に関する協定書第３条に基づき、下記のとおり

要請します。

記

１．災害の状況

２．応援を必要とする車両・輸送内容等

車種（形状） 最大積載量（ｔ） 必要な台数 乗務員数

輸送期間（日時） 被災者及び救援物資の人数・種類（数量）
積み込み場所・取

り下ろし場所

３．その他
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別記様式２

年 月 日

宮代町長

（社）埼玉県トラック協会久喜支部長

被災者及び救援物資の輸送実施報告書

下記のとおり災害時における被災者及び救援物資の輸送業務の提供に関する協定書第５条第３項に

基づき、報告します。

記

輸送期間（日時） 輸送場所 台 数 乗務員数

被災者及び救援物資の人数・種類（数量）
積み込み場所・取

り下ろし場所

３．その他
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協定－２０ 災害発生時における燃料供給及び帰宅困難者支援に関する協定（町内ガソリ

ンスタンド）

宮代町（以下「甲」という。）と島村石油（以下「乙」という。）とは災害時の燃料供給及び帰宅困難者

支援に関し、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、宮代町内で地震等による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災

害時」という。）の燃料供給及び交通が途絶し、遠距離を徒歩等で帰宅せざるを得ない者（以下「帰

宅困難者」という。）を支援するため必要な事項を定めるものとする。

（支援の内容）

第２条 甲は乙に対し、災害時に次の各号について支援を要請することができるものとする。

（１）乙の業務時間外に、甲及び自主防災組織等への燃料供給

（２）乙の給油所において、帰宅困難者に対し一時休憩所として、飲料水（水道水）、トイレを提供

すること。

（３）乙の給油所において、帰宅困難者に対しラジオの音声を流しておくなどの他、テレビ等による

情報の提供、地図等による通行可能な道路に関する情報を提供すること。

（支援の実施）

第３条 乙は前条の規定により、甲から支援の要請を受けたときは、その緊急性に鑑み可能な範囲内に

おいて、甲、自主防災組織及び帰宅困難者に対し支援を実施するものとする。ただし、甲から乙に対

し、通信の途絶により要請を行うことができないときは、乙は、甲の要請を待たないで支援を実施す

ることができるものとする。

（経費の負担）

第４条 前条に規定する支援の実施に要した経費は、燃料供給においては、供給を受けた者が負担し、

帰宅困難者に対する支援については、乙が負担するものとする。

（情報の交換）

第５条 甲及び乙は、災害時において協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情報の交

換を行うものとする。

（協議）

第６条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙が協議して定めるも

のとする。

（適用）

第７条 この協定は、平成２４年１月１０日から適用する。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙両者記名押印の上、各１通を保有する。

平成２４年１月１０日

甲 埼玉県南埼玉郡宮代町笠原１－４－１

宮代町長 庄司 博光

乙 宮代町中央３－２－２６

株式会社 金子物産

代表取締役 金子 昇

※以下同様協定締結先

乙 宮代町東７８

島村石油

代表 島村治枝



- 135 -

協定－２１ アマチュア無線による災害時の情報伝達に関する協定書（宮代町アマチュア

無線クラブ）

宮代町（以下「甲」という。）と宮代町アマチュア無線クラブ（以下「乙」という。）は、大規模災害
時における迅速かつ的確な情報の収集・伝達を行うため、次のとおり協定を締結する。
（目的）
第１条 この協定は「甲」の行政区域及びその周辺で大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合において、乙の会員（以下「会員」という。）が甲に協力して、災害に関する情報の収集・伝
達を行うために必要な事項を定めることを目的とする。

（定義）
第２条 この協定において「災害」とは、暴風、豪雨、洪水、地震、その他の異常な自然現象又は、大

規模な火事若しくは爆発等をいう。
（費用の負担）
第３条 この協定に基づき行う会員の活勤は郷土愛に基づくボランティア活動とし、原則として、無償

とする。
（要請）
第４条 甲は、災害が発生し、又は発生の恐れが有る場合に災害情報の収集・伝達上必要があると認め

るときは、乙に対し、情報の収集・伝達について協力を要請することができる。
（要請手続）
第５条 この協定に基づく要請手続は、町民生活課長が担当する。

２ 前項の要請手続は、口頭、電話等をもって行い、事後において文書を提出するものとする。
（情報収集内容）
第６条 乙は、次に掲げる事項についてその内容を収集し、甲に連絡するものとする。

（１）被害発生の場所及びその状況
（２）火災、建物倒壊等による被災者の発生状況及び救護状況
（３）道路情報及び交通機関の運行状況
（４）町民の避難状況
（５）ライフラインの被害状況及び応急対策の状況
（６）医療機関の開設状況
（７）その他必要と認められる事項

（名簿の提出）
第７条 乙の長は、毎年１回、代表者等の名簿を甲に提出するものとする。また異動があった場合は、

速やかに報告するものとする。
（便宜供与）
第８条 甲は、第４条に定める協力を要請した場合において、乙又は会員から情報連絡用に設置するア

マチュア無線局の設置について協力を求められたときはこれに協力することができる。
（防災訓練への参加）
第９条 甲は、甲が主催する防災訓練に乙の参加を要請することができる。この場合において乙は、非

常時に対する迅速な対応がとれるよう、積極的に参加するよう努めるものとする。
（協定期間）
第１０条 この協定は、平成２０年２月２５日から平成２１年３月３１日までとする。

２ 前項の協定期間は、甲、乙から何らの意思表示のないときは、協定期間は更に１年間更新される
ものとし、その後もまた同様とする。

（協議）
第１１条 この協定書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものと

する。

この協定の成立を証するため、本証２通を作成し、甲、乙記名捺印の上各自その１通を保有する。

平成２０年 ２月２５日

宮代町笠原１－４－１
甲 宮代町

宮代町長 榊 原 一 雄

乙 宮代町アマチュア無線クラブ
会 長 稲 山 實
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協定－２２ 宮代町 防災行政無線の活用に関する協定書（東京電力株式会社 春日部支

社）

宮代町（以下甲という。）と東京電力株式会社（以下乙という。）は、電力供給に係わる大規模災害（設

備災害を含む）による停電が発生した場合における、宮代町防災行政無線（以下「防災無線」という。）

の活用に関し、次のとおり協定を締結する。

（協定の目的）

第１条 乙の電力供給に係わる大規模災害（設備災害を含む）による停電が発生した場合において、乙

が独自の広報活動を迅速に行うとともに、甲の防災無線の活用により、住民に対し通報を行う

ことを目的とする。

（通報依頼方法・内容等）

第２条 乙は、前条を依頼するときは、別図連絡体制により、次に掲げる事項を書面にて連絡（ＦＡＸ

等）するものとする。

（１）依頼年月日、時分

（２）通報依頼者の所属及び氏名・連絡先

（３）停電（事故）の原因（判明している場合）

（４）影響する範囲

（５）復旧の見通し

（６）通報依頼文

（７）その他必要な事項

２ 乙は、前項の依頼後、新たな情報が判明したときはその旨直ちに連絡を行うものとする。

（情報の提供等）

第３条 甲は、停電の状況についての情報を収集するため、乙に対して情報の提供を求めることができ

る。

２ 乙は、前項の求めがある時、または、情報を提供する必要がある時は、速やかに連絡すること

とする。

（通報の判断）

第４条 甲は、乙より第２条の依頼を受けたときは、防災無線を活用し通報を行うかの可否について速

やかに判断し、乙へ回答するものとする。

（疑義の決定等）

第５条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項について

は、甲乙協議の上、定めるものとする。

この協定の締結を証するため、甲と乙とは、本書を２通作成し、それぞれ記名押印の上、その１通を

保有する。

平成２１年３月２４日

埼玉県南埼玉郡宮代町笠原１丁目４番地１

（甲）宮代町

町長 榊原一雄

埼玉県春日部市浜川戸２丁目１２番地１

（乙）東京電力株式会社春日部支社

支社長 丹羽宣之

＊別紙及び別図は省略
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協定－２３ 特設公衆電話の設置・利用に関する覚書（東日本電信電話株式会社）

宮代町（以下「甲」という。）と東日本電信電話株式会社（以下「乙」という。）は、災害が発生した

際に乙の提供する非常用電話（以下「特設公衆電話」という。）の設置及び利用・管理等に関し、次の

とおり覚書を締結する。

（目的）

第１条 本覚書は、災害の発生時において、甲乙協力の下、被災者等の通信の確保を目的とする。

（用語の定義）

第２条 本覚書に規定する「災害の発生」とは、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号。その後の改

正を含む。）第２条に規定する政令で定める程度の災害、または同様の事象の発生により社会

の混乱が発生していることをいう。

２ 本覚書に規定する「特設公衆電話」とは、甲乙協議のうえ定めた設置場所に電気通信回線及び

電話機接続端子を敷設し、災害の発生時に電話機を接続することで被災者等へ通信の提供を可

能とするものをいう。

（特設公衆電話の設置場所及び設置箇所）

第３条 特設公衆電話の設置に係る設置場所（住所・地番・建物名をいう。以下同じ。）及び電気通信

回線数については甲乙協議のうえ、乙が決定することとする。

２ 特設公衆電話の設置に係る設置箇所（設置場所の建物内における特設公衆電話を利用する場所

をいう。以下同じ。）については、甲乙協議のうえ甲が決定するものとする。

３ 本条第１項及び第２項における設置場所、設置箇所及びこれらに付随する設置にかかる必要な

情報（以下「設置場所等情報」という。）は甲乙互いに保管するものとする。なお、保管にあ

たっては、甲乙互いに情報管理責任者を任命し、その氏名を別紙１に定める様式をもって相互

に通知することとする。

（通信機器等の管理）

第４条 甲は、特設公衆電話の配備に必要な設備において、配管・引込み柱・端子盤等を甲の費用負担

で設置するものとする。

２ 甲は、災害の発生時に特設公衆電話を即座に利用が可能な状態となるよう、甲所有の電話機を

適切な場所に保管の上、管理することとする。

（電話回線等の配備）

第５条 乙は、特設公衆電話の配備に必要な設備において、屋内配線（モジュラージャックを含む。以

下同じ。）を乙の費用負担でもって設置することとする。

（移転、廃止等）

第６条 甲は、特設公衆電話の設置された場所の閉鎖、移転等の発生及び新たな設置場所が発生した場

合は、速やかにその旨を乙に書面をもって報告しなければならない。

２ 前項の設置に係る費用については、第４条及び第５条に基づき行うものとする。ただし、設置

箇所の移動に係る費用については甲の費用負担でもって行うものとする。

（利用の開始）

第７条 特設公衆電話の利用の開始については乙が決定するものとし、甲は特設公衆電話を速やかに設

置し、被災者等の通信確保に努めるものとする。

ただし、設置場所の存在する地域において、特設公衆電話の設置場所が避難所となる場合にお

いては、甲の判断により、利用を開始することができるものとし、甲は乙に対し特設公衆電話

の利用を開始した設置場所等情報を通知するものとする。

（利用者の誘導）

第８条 甲は、特設公衆電話を開設した場合、利用者の適切な利用が行われるよう、可能な限り利用者

の誘導に努めるものとする。

（利用の終了）

第９条 特設公衆電話の利用の終了については甲乙協議のうえ乙が決定するものとし、甲は特設公衆電

話を速やかに撤去するものとする。

ただし、乙が利用終了を通知する前に、避難所を閉鎖した場合においては、甲は速やかに特設

公衆電話を撤去し、甲は乙に対し撤去した場所の連絡を行うこととする。
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（設置場所の公開）

第１０条 乙は、災害時の通信確保のために、特設公衆電話の設置場所等情報について、甲と協議の上、

乙のホームページ上で公開するものとする。

（定期試験の実施）

第１１条 甲及び乙は、年に１回を目安として、災害発生時に特設公衆電話が速やかに設置できるよう、

別紙２に定める接続試験を実施するものとする。

（故障発見時の扱い）

第１２条 甲及び乙は、特設公衆電話を設置する電気通信回線について何らかの異常を発見した場合は、

速やかに相互に確認しあい、故障回復に向け協力するものとする。

（目的外利用の禁止）

第１３条 甲は、第７条に規定する利用の開始及び第１１条に規定する定期試験を除き、特設公衆電話

の利用を禁止するものとする。

２ 乙は特設公衆電話の利用状況について、定期的に検査することとする。

３ 甲は、乙より目的外利用の実績の報告があった場合は、速やかに当該利用が発生しないよう措

置を講じ、その旨を乙に報告するものとする。

４ 前項の措置にかかわらず、甲の目的外利用が継続する場合は、抜本的な措置を甲乙協議のうえ

講ずるものとする。この場合において、特設公衆電話の撤去を行うこととなった場合は、撤去

に関する工事費用等及び甲が目的外利用により発生した分の利用料は、甲が負担するものとす

る。

（機密保持）

第１４条 甲及び乙は、本覚書により知り得た相手方の営業上、技術上の機密を、その方法手段を問わ

ず、第三者に漏洩してはならない。この義務は、本覚書終了後も同様とする。

（協議事項）

第１５条 本覚書に定めのない事項又は本覚書の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議の

うえ定めるものとする。

本覚書を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自がその１通を保有する。

平成２７年３月１３日

甲 埼玉県南埼玉郡宮代町笠原１丁目４番１号

宮代町

宮代町長

榎 本 和 男

乙 埼玉県さいたま市浦和区常盤５丁目８番１７号

東日本電信電話株式会社

取締役埼玉事業部長

笠 井 澄 人
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【別紙１】

情報管理責任者（変更）通知書

「特設公衆電話の設置・利用に関する覚書」第３条に基づき、情報管理責任者（正）および（副）を下

記の通り任命する。

【宮代町】

情報管理責任者氏名 連絡電話番号

（正）

○○課 ○○長

○○ ○○

TEL 0480-34-1111

FAX 0480-34-1093

E-Mail anshin@town.miyashiro.saitama.jp

（副）

○○課 ○○担当

○○ ○○

TEL 0480-34-1111

FAX 0480-34-1093

E-Mail anshin@town.miyashiro.saitama.jp

【東日本電信電話株式会社】

情報管理責任者氏名 連絡電話番号

（正）

営業部 公衆電話担当課長

○○ ○○

TEL 048-833-1800

E-Mail ○○@east.ntt.co.jp

（副）

営業部 公衆電話担当主査

○○ ○○

TEL 048-833-1800

E-Mail ○○@east.ntt.co.jp

宮代町○○課

○○長

○○ ○○

東日本電信電話株式会社 埼玉事業部

営業部 公衆電話担当課長

○○ ○○
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【別紙２】

特設公衆電話 定期試験仕様書

宮代町およびＮＴＴ東日本は、下記に定める定期試験を年１回を目安として、実施することに努めるこ

ととする。

試験名 実施手順 備考

Ⅰ．ＮＴＴによる

回線試験

① ＮＴＴから特設公衆電話の電気通信

回線（モジュラージャックまで）の回

線試験を実施します。

 試験については、自治体様（避難所

含む）への事前連絡は実施しませ

ん。また、自治体様にて電話機を接

続する必要はありません。

② 回線に異常が確認された場合は、ＮＴ

Ｔの故障修理者を特設公衆電話の設

置場所に派遣します。

 派遣については、事前に自治体様へ

ご連絡いたします。

また、回線の正常状態が、確認され

た場合は、自治体様へのご連絡は実

施しません。

③ ②の場合、ＮＴＴの故障修理者が、特

設公衆電話の設置場所にて、電気通信

回線の修理を実施します。

Ⅱ．宮代町による

通話試験

（避難所含む）

① 各避難所にて、モジュラージャックに

電話機を接続し、自治体等の固定電話

に電話をかけ、正常に通話が出来るか

の確認を実施します。

② 通話が出来ないまたは雑音が入る等、

異常が発見された場合は、ＮＴＴ故障

受付部門（局番なしの１１３）へ連絡

願います。
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協定－２４ 災害に係る情報発信等に関する協定（ヤフー株式会社）

宮代町およびヤフー株式会社（以下「ヤフー」という）は、災害に係る情報発信等に関し、次のとお

り協定（以下「本協定」という）を締結する。

第１条（本協定の目的）

本協定は、宮代町内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、宮代町が宮代町

民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ宮代町の行政機能の低下を軽減させるため、宮代町と

ヤフーが互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。

第２条（本協定における取組み）

１．本協定における取組みの内容は次の中から、宮代町およびヤフーの両者の協議により具体的な内容

および方法について合意が得られたものを実施するものとする。

（１）ヤフーが、宮代町の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、宮代町

の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲覧に供する

こと。

（２）宮代町が、宮代町内の避難所等の防災情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報を平常時

からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。

（３）宮代町が、宮代町内の避難勧告、避難指示等の緊急情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの

情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。

（４）宮代町が、災害発生時の宮代町内の被害状況、ライフラインに関する情報および避難所における

ボランティア受入れ情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス上に掲載

するなどして、一般に広く周知すること。

（５）宮代町が、宮代町内の避難所等における必要救援物資に関する情報をヤフーに提供し、ヤフーが、

この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知するこ

と。

（６）ヤフーが、ヤフーの提供するブログサービスにおいて宮代町が運営するブログ（以下「災害ブロ

グ」という）にアクセスするためのｗｅｂリンクをヤフーサービス上に掲載するなどして、災害

ブログを一般に広く周知すること。

（７）宮代町が、宮代町内の避難所に避難している避難者の名簿を作成する場合、ヤフ一が提示する所

定のフォーマットを用いて名簿を作成すること。

２．宮代町およびヤフーは、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先および

その担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡する

ものとする。

３．第１項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、宮代町およびヤフーは、両者で

適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。

第３条（費用）

前条に基づく宮代町およびヤフーの対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞ

れの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。

第４条（情報の周知）

ヤフーは、宮代町から提供を受ける情報について、宮代町が特段の留保を付さない限り、本協定の

目的を達成するため、ヤフーが適切と判断する方法（提携先への提供、ヤフーサービス以外のサー

ビス上での掲載等を含む）により、一般に広く周知することができる。ただし、ヤフーは、本協定

の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。

第５条（本協定の公表）

本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、宮代町およびヤフーは、その時期、方法お

よび内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。

第６条（本協定の期間）

本協定の有効期間は、本協定締結日から１年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の

当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定は

さらに１年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。



- 142 -

第７条（協議）

本協定に定めのない事項および本協定に関して疑義が生じた事項については、宮代町およびヤフー

は、誠実に協議して解決を図る。

以上、本協定締結の証として本書２通を作成し、宮代町とヤフー両者記名押印のうえ各通を保有する。

平成２７年３月１８日

宮代町：埼玉県南埼玉郡宮代町笠原１丁目４番１号

宮代町長 榎本 和男

ヤフー：東京都港区赤坂九丁目７番１号

ヤフー株式会社

代表取締役 宮坂 学
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協定－２５ 災害時における放送等に関する協定（株式会社ジェイコム北関東）

宮代町（以下「甲」という。）と、株式会社ジェイコム北関東（以下「乙」という。）は、災害および

防災に関する情報（以下「災害情報」という。）の放送等に関して、次のとおり協定（以下「本協定」

という。）を締結する。

（目的）

第１条 本協定は、宮代町の区域内で災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に規

定する災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）において、町

民に迅速かつ正確な情報を伝達するための災害情報の放送等について、必要事項を定める。

（災害情報の提供及び要請）

第２条 甲は、災害時に乙に対して速やかに災害情報を提供し、放送を要請することができる。

（要請の手続き）

第３条 甲が前条の要請を行う場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書を乙の委託事業者である

株式会社ジュピターテレコム関東メディアセンターに要請するものとする。

（１）放送要請の理由

（２）依頼する放送の内容

（３）希望する放送の日時

（４）その他必要な事項

２ 前項の要請の連絡先は、別紙１のとおり定めるものとする。

３ 要請は災害情報放送要請書（第１号様式）により、メールおよびファックスを用いて行う。ただし、

これに寄りがたい場合は口頭、電話等にて要請し、その後速やかに甲は文書を提出するものとする。

（災害情報の放送）

第４条 乙は、第２条に定める要請を受けたときは、甲から依頼された事項に関して、放送の形式、内

容、時刻をその都度決定し、可能な限り放送するものとする。

（情報の活用）

第５条 甲がインターネットや広報紙等で発信済の情報（コミュニティ情報、施設情報、安心安全情報

等）および第２条で乙に要請した情報について、緊急性の如何に関わらず乙は自ら運営する放送やイ

ンターネット等を通じて伝えることができるものとする。

（協力体制の整備）

第６条 災害時における協力体制を整備するため、甲乙において防災計画の状況、協力要請事項等につ

いて必要に応じて情報の交換を行う。

（有効期間）

第７条 本協定の有効期間は、締結日から平成２９年３月３１日までとする。ただし、期間満了の日の

３ケ月前までに甲乙いずれからも申し出がないときは、さらに、１年間延長するものとし、以後も同

様とする。

（協議）

第８条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ決定する。

（その他）

第９条 防災情報等の放送に関する協定書（平成２６年２月１３日）は廃止する。

本協定書は、２通作成し甲乙がそれぞれ記名押印のうえ、各１通を保有する。

平成２８年２月１日

甲 埼玉県南埼玉郡宮代町笠原１丁目４番１号

宮代町長 榎本 和男

乙 埼玉県さいたま市浦和区常盤９丁目３４番８

株式会社ジェイコム北関東

代表取締役社長 今井 達雄
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（別紙１）

宮代町

◆放送要請の連絡先（２４時間３６５日受付）

連絡手段は、いずれの方法でも受付いたしますが、緊急時の対応はメールを優先してご利用頂きます

ようお願いいたします。

「株式会社ジェイコム北関東 埼玉県央局」／「メディアセンター」／

「レスキューナウ危機管理情報センター」のいずれにも連絡が届く体制としています。

（防災連絡専用）メールアドレス

ML_KMC_bousai_miyashiro@jupiter.jcom.co.jp

（防災連絡専用）ファックス番号：０４８（７１１）４５１７

電話番号： ０３（５７５９）６７４５

※関東メディアセンターが受付を委託する株式会社レスキューナウの危機管理情報センターの電話

番号となります。

◆受付窓口担当者（２４時間３６５日受付）

名称 株式会社レスキューナウ危機管理情報センター

住所 〒１４１－００３１

東京都品川区西五反田５－６－３

電話番号 ０３（５７５９）６７４５

◆連絡責任者（平日９：３０～１７：４５、年末年始除く）

名称 株式会社ジュピターテレコム 埼玉メディアセンター

メディアセンター長 星 伊久磨

住所 〒３３０－００６１

埼玉県さいたま市浦和区常盤９－３４－８

電話番号 ０４８（６３８）７２２４ 通常時ＦＡＸ ０４８（６３８）７１９９
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第１号様式

（株）ジュピターテレコム 関東メディアセンター／（株）レスキューナウ 危機管理センター 宛て ＮＯ．

□ ML_KMC_bousai_miyashiro@jupiter.jcom.co.jp

メール送信と合わせてＦＡＸも送信ください

ＦＡＸ：０４８－７１１－４５１７

送信後、０３－５７５９－６７４５へ受信確認ＴＥＬお願いします

災害情報放送要請書

要請日時

２０１ 年 平成 年 月 日 時 分
(24 時表記)

□ 第１報
□ 報

□ 第２報

□ 第３報 □ 最終報

要請者

市・町 担当 役職
固定

電話

部署名 担当 氏名
携帯

電話

要請件名

要請の理由

放送依頼テロップ原稿

放送希望日時

□ 今すぐ □ 時間指定 月 日 時 分
(24 時表記)

電話での要請時

代筆情報
代筆者

受付

時間
時 分

＊最終報の発報は必須でお願いします。

＊メールおよびＦＡＸの要請では間に合わない場合、電話等にて受け付けます。本紙は後で提出お願いたします。

緊急時専用メールアドレス：ML_KMC_bousai_miyashiro@jupiter.jcom.co.jp
※ジュピターテレコム使用欄

⇒ ⇒ ⇒

受信 担当 放送運行 メディアセンター長 ジェイコム北関東
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協定－２６ 災害時タクシー無線の災害情報通信等の協力に関する協定書（杉戸タクシー

有限会社、朝日自動車株式会社杉戸営業所、太平交通株式会社）

宮代町（以下「甲」という。）と杉戸タクシー有限会社（以下「乙」という。）は、地震、風水害その

他の災害が発生した場合における無線通信体系（タクシー無線）による非常通信等（以下「非常通信」

という。）に関し、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、地震等激甚災害が発生し有線通信を利用することが著しく困難となった場合に甲

の情報収集体制を支援するため、乙に所属する無線局及びその会員の無線通信体系（タクシー無線）

により非常通信等を行うことについて、甲が乙に協力を要請するための手続き等を定めるものとする。

（要請内容）

第２条 甲は、宮代町内に災害が発生した場合に、地域情報の収集及び伝達等について乙の協力を必要

とする時は、乙に所属している無線局及び会員に協力を要請することができる。

２ 前項の要請を受けた乙に所属する無線局及び会員は、情報の収集及び伝達等に協力するものとする。

（要請手続）

第３条 前条第１項の規定に基づき乙に所属している無線局及び会員に協力の要請を行う場合の手続

きは、甲が乙に要請するものとする。

（経費の負担）

第４条 第２条に規定する地域情報の収集及び伝達の協力を実施した場合においての経費については、

甲が負担するものとする。

（協議）

第５条 この協定に関して疑義が生じた場合、もしくは定めの無い事項に関しては、その都度甲乙協議

して定める。

この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲及び乙が署名押印のうえ各１通を保有する。

平成２８年８月２日

埼玉県南埼玉郡宮代町笠原１丁目４番１号

甲 宮代町

宮代町長 榎本 和男

埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸３丁目９番２７号

乙 杉戸タクシー有限会社

代表取締役 鈴木 唯

埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸７丁目５番３号

乙 朝日自動車株式会社杉戸営業所

所 長 清水 秀男

埼玉県北葛飾郡杉戸町内田２丁目５番７号

乙 太平交通株式会社

代表取締役 平子 章
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協定－２７ 災害時における要援護者の受入等に関する協定書（埼玉県立宮代特別支援学

校(旧:埼玉県立宮代養護学校) 他）

災害時における要援護者の受入等に関し、宮代町（以下「甲」という。）と埼玉県立宮代養護学校（以

下「乙」という。）との間に、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、町内において、災害が発生し、援護を要する高齢者及び障がい者等（以下「要援

護者」という。）の救援等の措置を甲が設置した避難所では十分に実施できない場合に、災害対策基

本法（昭和３６年法律第２２３号）第８条第２項第１４号の規定に基づき、要援護者の福祉施設への

受入協力について、必要な事項を定めるものとする。

（実施内容）

第２条 前条に定める要援護者の福祉施設等への受入協力の必要が生じた場合、甲は乙に受入れを要請

し、乙は収容可能な範囲で要援護者を受入れるものとする。

２ 甲は乙の受入協力を支援するため、次に定める事項の実施に努めるものとする。

（１）受入れに必要な資機材並びに受入れた要援護者のために必要となる食料、飲料水及び生活必需

物資の提供

（２）要援護者の受入れを可能とするための施設等の応急修繕に必要な資機材及び物資の提供等

（３）要援護者の受入れに必要なボランティア等の人員の派遣

（協力の要請）

第３条 甲が乙に要援護者の受入れを要請するときは、可能な限り次の事項を明らかにし、電話、ファ

クシミリ等の可能な通信手段により伝達するものとする。

（１）応援の内容（受入人員数、氏名、性別、年齢等を含む）

（２）応援を必要とする期間

（３）その他応援に関し、必要な事項

（要援護者の状況）

第４条 甲が乙に受入れを要請する要援護者は、次に規定する者のうち、体力低下、身体状況の変化等

により、一時的な集団生活を営む避難場所で生活することが困難であると判断された者とする。ただ

し、医療的な支援が必要な場合を除く。

（１）介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づく要支援認定及び要介護認定において、要支援

状態及び要介護状態に該当すると認められた者

（２）身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に規定する身体障害者手帳の交付を

受けた者

（３）埼玉県療育手帳制度要綱（平成１４年埼玉県告示第１３６５号）第２条に規定する療育手帳の

交付を受けた者

（４）精神保健及び精神害者福祉に関する法律（昭和２５年法律１２３号）第４５条に規定する精神

害者保健福祉手帳の交付を受けた者

（５）上記の者に準ずると甲が認めた者

（経費の負担）

第５条 第２条第２項第１号から第３号に係る経費の負担については、災害時直前における価格を基準

として、甲が負担する。

２ 前項以外については、甲と乙がその都度協議して定めるものとする。

（情報交換等）

第６条 甲及び乙は、この協定に基づく要援護者の受入れ等が円滑に行われるよう、定期的に協力体制

に関する情報交換を行うものとする。

（２）甲及び乙は、災害時における連絡体制を整備し、相互に明示するものとする。

（遵守事項）

第７条 甲及び乙は、この協定を相互の理解と信頼の下に実施するため、以下のことを遵守する。

（１）この協定を自己又は他人を利するための手段として利用しないこと。

（２）この協定に基づく業務を通じて知り得た秘密を他に漏らさないこと。
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（協議）

第８条 この協定に定めのない事項又はこの協定の実施に関し疑義が生じた場合は、甲と乙がその都度

協議して定めるものとする。

この協定の成立に証するため、本書を２通作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれが各１通を保有する。

平成１９年 ４月 １日

甲 埼玉県南埼玉郡宮代町笠原１－４－１

宮代町

宮代町長 榊原一雄

乙 埼玉県南埼玉郡宮代町金原６３６－１

埼玉県立宮代養護学校

学校長 三浦 清

＊以下同様協定締結先

乙 公設宮代福祉医療センター

センター長 石井英利

乙 社会福祉法人みつなみ会

理事長 並木広美

乙 県央ケアラーズサービス株式会社

有料老人ホーム グランビューさくらそう

代表取締役 中村幸男

乙 特定非営利活動法人さわやか福祉の会

きらりびとみやしろ

理事長 井上 恵美

乙 小規模多機能ホーム ケアタウン宮代

代表 伊東 博幸

乙 有限会社 寿老会

代表取締役 斉藤 敏江

乙 医療法人社団 一恵会

理事長 本村 一郎

乙 社会福祉法人 真善会

理事長 久保 善博

＊特定非営利活動法人 さわやか福祉の会 きらりびとみやしろ・小規模多機能ホーム ケアタウン宮

代・有限会社 寿老会は平成２０年１月７日締結。

＊医療法人社団 一恵会は平成２１年８月１日締結。

＊社会福祉法人 真善会は平成２３年６月１日締結。
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協定－２８ 災害時における避難所等の使用に関する協定書（埼玉県立宮代高等学校）

宮代町（以下「甲」という。）と埼玉県立宮代高等学校（以下「乙」という。）は、宮代町内に発生し

た地震、洪水等の災害時（以下「災害」という。）における避難所としての施設利用に関する協定を締

結する。

（目的）

第１条 この協定書は、甲が、乙の管理する施設の一部を、避難所として利用することについて必要な

事項を定めることを目的とする。

（協力内容）

第２条 乙は、宮代町内に災害が発生し、甲の要請があった場合には、乙が所有し、管理する施設及び

用地（以下「施設等」という。）を、被災者のための避難所及び物資集積場所（以下「避難所等」と

いう。）として提供するものとする。

（協力要請）

第３条 甲は、前条各号に基づき、乙に協力を要請する場合は、事前に乙に対し第１号様式又は口頭で

その旨を通知するものとする。ただし、口頭で通知した場合は、事後速やかに文書にて通知するもの

とする。

（避難所等として利用できる施設の範囲）

第４条 乙は災害時に避難所等として、町民等に開放する施設の範囲を予め定めておくものとし、見取

り図等を添付し、甲に事前に通知しておくものとする。

（避難所等として利用できる施設の周知）

第５条 甲は、前条の規定により定められた乙の管理する施設のうち避難所等として利用できる施設の

範囲を、地域住民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。

（避難所等の開設）

第６条 甲は、災害時に乙の施設内に避難所等を開設する必要が生じた場合、第４条の規定により、予

め乙の定めた施設を避難所等として開設することができる。

（避難所等開設の通知）

第７条 甲は、前条に基づき乙の施設内に避難所等を開設する場合、乙に対し事前に第２号様式又は口

頭でその旨を通知するものとする。ただし、口頭で通知した場合は、事後速やかに文書にて通知する

ものとする。

（施設等提供期間）

第８条 第４条に規定する施設の提供期間は、原則として災害発生直後の期間とし、被災者が自宅に帰

宅又は甲が指定する施設に移動するまでの期間とする。ただし、これを超えて使用する場合には、甲

及び乙の協議により決定する。

（避難所等の管理）

第９条 避難所等の運営管理は、甲の責任において行うものとする。

２ 甲は、避難所等を開設する場合には、乙の教育活動の妨げとならないよう配慮するものとし、ま

た、開設後においても、避難所等の早期解消に努めるものとする。

３ 乙は、避難所等の運営管理については、できる限り甲に協力するものとする。

（避難所等の閉鎖）

第１０条 甲は、乙の施設内の避難所等を閉鎖する時は、乙に第３号様式により使用終了の届けを行う

とともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後に、乙に引き渡すものとする。

（費用の負担）

第１１条 甲は、避難所等の管理運営に係わる費用を負担するものとする。

２ 避難所等の開設期間中に施設等に損害を与えた場合、甲は、当該施設等を甲の負担で修理するも

のとする。

（鍵の貸与）

第１２条 乙は、甲と協議の上、必要に応じて第４条に定める施設の鍵を貸与し、甲は貸与された場合

は鍵の保管を慎重に行うものとする。

（情報の交換）

第１３条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況等、必要に応じて情報の交換を行う。
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（防災訓練への協力）

第１４条 乙は、甲が行う各地域の防災訓練等に協力するものとする。

（連絡責任者及び連絡担当者）

第１５条 この協定に関する連絡責任者は、甲において宮代町長、乙においては、埼玉県立宮代高等学

校長とし、連絡担当者は別に定める第５号様式により、この協定の締結の日から７日以内に甲乙の双

方に連絡するものとし、変更があった場合も同様とする。

（有効期間）

第１６条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の日の１月前ま

でに、甲、乙いずれからも協定解消の申し出がない場合は、協定期間を１年間延長するものとし、以

降この例によるものとする。

（協議）

第１７条 本協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じ場合は、その都度甲乙協議して定めるも

のとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し甲乙記名押印のうえ、それぞれ１通を保有する。

平成２１年１月２３日

埼玉県南埼玉郡宮代町笠原１丁目４番１号

甲 宮代町

宮代町長 榊 原 一 雄

埼玉県南埼玉郡宮代町東６１１

乙 埼玉県立宮代高等学校

校 長 増 田 貞 男
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協定－２９ 災害時における避難所等の使用に関する協定書（埼玉県立宮代特別支援学校）

宮代町（以下「甲」という。）と埼玉県立宮代特別支援学校（以下「乙」という。）は宮代町地域防災

計画において避難所等として、指定されている乙の施設について、地震、洪水等の災害時（以下「災害」

という）に避難施設として使用するに当たり、管理・運営方法等を、埼玉県地域防災計画に基づき、次

のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定書は、乙の管理する施設の一部を、甲が避難所として利用することについて必要な事

項を定めることを目的とする。

（協力内容）

第２条 乙は、宮代町内に災害が発生し甲の要請があった場合には、乙が所有し、管理する施設及び用

地（以下「施設等」という。）を、被災者のための避難所及び物資集積場（以下「避難所等」という。）

として提供する。

（協力要請）

第３条 甲は、前条に基づき、乙に協力を要請する場合は、事前に乙に対して第１号様式又は口頭でそ

の旨を通知するものとする。ただし、口頭で通知した場合は、事後速やかに文書にて通知するもので

ある。

（避難所等として利用できる施設等の範囲）

第４条 この協定書において「避難所等」として使用する乙の施設等は「体育館」、「グラウンド」とす

る。

２ 乙は、前項に係る施設等の見取り図等を甲に提供するものとする。

（避難所等として利用できる施設等の周知）

第５条 甲は、前条の規定により定められた乙の管理する施設等のうち避難所等として利用できる施設

等の範囲を、地域住民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。

（鍵の貸与）

第６条 乙は災害発生時に備え、甲に別紙１の鍵を１組貸与し、甲は貸与された鍵を適正に保管するも

のとする

２ 甲は貸与された鍵の保管責任者を文書で乙に報告するものとする。

また、保管責任者に変更があった場合には、その都度文書で乙に報告するものとする。

（避難所等の開設）

第７条 甲は、災害時に施設等内に避難所等を開設する必要が生じた場合、第４条の規定により定めた

施設等を避難所等として開設することができる。

（避難所等開設の通知）

第８条 甲は、前条に基づき乙の施設内に避難所等を開設する必要が生じた場合、乙に対し事前に第２

号様式又は口頭でその旨を通知するものとする。ただし、口頭で通知した場合は、事後速やかに文書

にて通知するものとする。

（施設等提供期間）

第９条 第４条に規定する施設等の提供期間は、原則として災害発生直後の期間とし、被災者が自宅に

帰宅又は甲が指定する施設に移動するまでの期間とする。ただし、これを超えて使用する場合には、

甲及び乙の協議により決定する。

（避難所等の管理）

第１０条 避難所等の運営管理は、甲の責任において行うものとする。

２ 甲は避難所等を開設する場合には、乙の教育活動の妨げとならないよう配慮するものとし、また、

開設後においても、避難所等の早期解消に努めるものとする。

３ 乙は、避難所等の運営管理については、できるかぎり甲に協力するものとする。

（避難所等の閉鎖）

第１１条 甲は、乙の施設内の避難所等を閉鎖するときは、乙に３号様式により使用終了の届けを行う

とともに、その施設等を原状に復し、乙の確認を受けた後に、乙に引き渡すものとする。

（費用の負担）

第１２条 甲は、避難所等の管理運営に係わる費用を負担するものとする。

２ 避難所等の開設期間中に施設等に損害を与えた場合、甲は、当該施設等を甲の負担で修理するもの
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とする。

（情報の交換）

第１３条 甲及び乙は相互の防災計画の状況等必要に応じて情報の交換を行う。

（防災訓練への協力）

第１４条 乙は、甲が行う各地域の防災訓練等に協力するものとする。

（連絡責任者及び連絡担当者）

第１５条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては宮代町長、乙においては埼玉県立宮代特別支

援学校長とし、連絡担当者は別に定める第４号様式により、この協定締結の日から７日以内に甲乙双

方に連絡するものとする。変更があった場合も同様とする。

（有効期間）

第１６条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の日１月前まで

に甲、乙いずれからも協定解消の申し出がない場合は、協定期間を１年間延長するものとし、以降こ

の例によるものとする。

（協議）

第１７条 本協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じた場合は、その都度甲乙協議して定める

ものとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し甲乙記名押印の上それぞれ１通を保有する。

平成２３年１月２８日

埼玉県南埼玉郡宮代町笠原１丁目４番１号

甲 宮代町

宮代町長 庄司 博光

埼玉県南埼玉郡宮代町字金原６３６－１

乙 埼玉県立宮代特別支援学校

校 長 橋木 義彦
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協定－３０ 災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書（春日部小売酒販

組合宮代支部）

宮代町（以下「甲」という。）と春日部小売酒販組合宮代支部（以下「乙」という。）は、宮代町内に

おける地震、風水害その他の災害（以下「災害」という。）発生に際し、相互に協力して災害時の町民

生活の早期安定を図るために、応急生活物資の調達及び供給等に関する事項について協定を締結する。

（協力事項の発動）

第１条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が災害対策本部を設置し、乙に対して要

請を行ったときをもって発動する。

（応急生活物資供給の協力要請）

第２条 災害時において甲が応急生活物資を必要とするときは、甲は、乙に対し乙の保有商品の供給に

ついて協力を要請することができる｡

（応急生活物資供給の協力実施）

第３条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、保有商品等の優先供給及び運搬について

積極的に協力するものとする。

（応急生活物資）

第４条 甲が乙に要請する災害時の応急生活物資は、被害の状況に応じ、原則として別表のとおり指定

する。

（応急生活物資供給の要請手続）

第５条 甲の乙に対する要請手続は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭

又は電話等をもって要請し、事後文書を提出するものとする。

（応急生活物資の運搬）

第６条 応急生活物資の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は、必要に応じて

乙に対して運搬の協力を求めることができる。

（応急生活物資の引取り）

第７条 応急生活物資の引渡し場所は、甲乙が協議して決定するものとし、当該場所において乙の納品

書等に基づき、甲が確認の上、引取るものとする。

（費用）

第８条 第３条及び第６条の規定により乙が供給した商品の対価及び乙が行った運搬等の費用につい

ては甲が負担するものとする。

２ 前項に規定する費用は、乙が保有商品の供給及び運搬終了後、乙の提出する出荷確認書等に基づ

き、適正価格により甲乙協議の上、決定するものとする。

（広域的な支援体制の整備）

第９条 乙は、他の店舗等との間で、災害時における広域的な支援が受けられる体制の整備に努めるも

のとする。

(その他必要な支援）

第１０条 この協定に定める事項のほか、生活物資等について被災者への支援が必要な場合は、甲乙協

議の上決定するものとする。

（定めのない事項等）

第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、乙協議して定めるもの

とする。

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれの１通を所持する。

平成１１年６月１５日

甲 宮代町長 榊原 一雄

乙 春日部小売酒販組合宮代支部

支部長 渡辺壮太郎
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（別表） 災害時応急生活物資

段階
第１段階

ライフラインストップ

第２段階

電気復帰

第３段階

水道復帰

期間 災害当日～３日 ４日～６日 ７日～

品

目

水・飲料水

菓子・パン類

缶詰

インスタントラーメン

ティッシュペーパー

水・飲料水

米・切りもち

めん類

缶詰

インスタントラーメン

ティッシュペーパー

みそ・しょう油

塩・砂糖・調味料等

米・切りもち

めん類

缶詰

インスタントラーメン

ティッシュペーパー

みそ・しょう油

塩・砂糖・調味料等

緑茶・コーヒー・紅茶

（注１）応急生活物資は、おおむね上記の段階、期間ごとの品目を基準とし、災害や緊急度の状況に合

わせて調達する。

（注２）上記の品目以外で、酒販店で取り扱っている商品については、甲乙協議の上、その都度指定で

きるものとする。（例：酒類・たばこ等）
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協定－３１ 災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書（（株）カスミ 他）

（趣旨）

第１条 この協定は、宮代町内に地震、風水害その他による災害が発生し、又は発生のおそれがある場

合（以下「災害時」という。）に、宮代町（以下「甲」という。）と株式会社カスミ（以下「乙」とい

う。）とが、相互に協力して災害時の町民生活の早期安定を図るため、応急生活物資供給等の協力に

関する事項について定めるものとする。

（協力事項の発動）

第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が宮代町災害対策本部を設置し、乙に対

して要請を行ったときをもって発動する。

（応急生活物資供給の協力要請）

第３条 災害時において甲が応急生活物資を必要とするときは、甲は、乙に対し乙の保有商品の供給に

ついて協力を要請することができる。

２ 前項の要請は、産業建設課長が行うものとする。ただし産業建設課長から乙へ要請することが不

可能となった場合には、産業政策室長が直接乙に要請することができる。

（応急生活物資供給の協力実施）

第４条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、保有商品の優先供給及び運搬に対する協

力等に積極的に努めるものとする。

（応急生活物資）

第５条 甲が乙に要請する災害時の応急生活物資は、被害の状況に応じ、原則として別表のとおりとす

る。

（応急生活物資の要請手続等）

第６条 甲の乙に対する要請手続は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭

又は電話等をもって要請し、事後文書を提出するものとする。

２ 甲と乙は、連絡体制、連絡方法、連絡手段等について、支障を来たさないよう常に点検、改善に

努めるものとする。

（応急生活物資の運搬）

第７条 応急生活物資の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は必要に応じて乙

に対して運搬の協力を求めることができる。

（費用）

第８条 第４条及び第７条の規定により乙が供給した商品の対価及び乙が行った運搬等の費用につい

ては甲が負担するものとする。

２ 前項に規定する費用は、乙が保有商品の優先供給及び運搬終了後、乙の提出する出荷確認等に基

づき、災害時直前における適正価格を基準として、甲乙協議の上、決定するものとする。

（情報の収集・提供）

第９条 甲は、災害時において、町民に対し応急生活物資の配布場所や品目等の情報伝達に努め、乙は、

それに協力するものとする。

２ 甲と乙は、災害時において、被災地域や被災者の状況、地域の生活物資の価格や供給状況等の情

報交換を行うものとする。

３ 甲と乙は、災害時において、物価の高騰の防止等を図るため、協力して町民に対し、迅速かつ的

確な物価等の生活情報の提供に努めるものとする。

４ 甲と乙は、平常時から応急生活物資等についての調査研究を行うとともに情報交換を行い、災害

時に備えるものとする。

（生活物資の安定供給）

第１０条 乙は、災害時にその組織、施設及び機能を最大限に活用し、町民生活の早期安定に寄与する

よう、町民に対する生活物資の安定供給に努力し、甲はそれに協力するものとする。

（その他必要な支援）

第１１条 この協定に定める事項のほか、生活物資等について被災者への支援が必要な場合は、甲乙協

議の上決定するものとする。

（法令の遵守）

第１２条 この協定の施行に当たっては、関係法令等を遵守するものとする。
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（期間）

第１３条 この協定は、締結の日から有効とし、甲乙協議の上、特別の定めをする場合を除きその効力

を持続するものとする｡

（協議）

第１４条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲と乙は、定期的に協議を行うものとする。

（雑則）

第１５条 この協定の実施に関して疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、その

都度甲と乙が協議して決定するものとする｡

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各１通を保有する。

平成２２年３月３１日

埼玉県南埼玉郡宮代町笠原一丁目４番１号

甲 宮代町

宮代町長 庄 司 博 光

茨城県つくば市西大橋５９９-１

乙 株式会社カスミ

代表取締役 石 原 俊 明

＊以下同様協定締結先

乙 山崎製パン株式会社 埼玉工場

埼玉第一工場長 佐 々 木 進

乙 宮代町商工会

会長 坂 巻 博

乙 南彩農業協同組合

代表理事組合長 若 林 龍 司

乙 明治ライスデリカ株式会社

代表取締役社長 猪 俣 勝

乙 生活協同組合さいたまコープ

代表理事理事長 佐 藤 利 昭

乙 有限会社新しい村

代表取締役社長 島 村 孝 一

乙 山崎製パン株式会社 古河工場

古河工場長 犬 塚 勇

乙 株式会社ライフコーポレーション

代表取締役社長 岩 崎 高 治

乙 株式会社セキ薬品

代表取締役社長 関 伸 治

＊山崎製パン株式会社 埼玉工場・宮代町商工会・南彩農業協同組合・明治ライスデリカ株式会社・生

活協同組合さいたまコープ・有限会社新しい村(現：株式会社新しい村)は平成２１年３月３１日締結。

＊株式会社セキ薬品は平成２７年２月１６日締結。
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平成 年 月 日

様

宮代町長 庄 司 博 光

物資協力依頼書

「災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書」に基づき、災害応急対策に対する物資の

供給協力について、下記のとおり依頼します。

記

納入品目

・数量

食糧・食料品

品目名 数量

生活必需品

品目名 数量

納入日時 平成 年 月 日

納入場所

その他

※連絡先 産業建設課産業政策室長Ｇ 担当

電話
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（別表） 災害時応急生活物資例（第５条関係）

段階

品名

ライフラインストップ
ライフライン復旧

（電気・水道復旧）

食料品

飲料水

飲料（ジュース・牛乳等）

菓子パン

バナナ

食糧 レトルト食品

缶詰

即席カップめん

粉ミルク

◆

◆

◆

◆

おにぎり

調理パン

食パン

切り餅

食糧 麺類

バター・ジャム類

レトルト食品

果物類

緑茶・コーヒー類

粉ミルク

衣料品・寝具

毛布 下着

靴下

衣服

布団

日用品雑貨

乾電池

懐中電灯

バケツ

ガムテープ

ロープ

刃物

濡れティッシュ

トイレットペーパー

生理用品

哺乳瓶

紙おむつ

軍手

カセットコンロ・ボンベ

マッチ・ろうそく

なべ

蚊取り線香（夏）

使い捨てカイロ（冬）

紙コップ

紙皿

シューズ

タオル

洗濯・洗面用具

文房具

※品目は、上記のほか、甲乙協議の上、その都度指定できるものとする。

※◆印は、災害直後、最優先に調達すべき品目
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協定－３２ 災害時における救援物資提供に関する協定書（コカ・コーラボトラーズジャ

パン株式会社(旧:三国コカ・コーラボトリング株式会社)）

宮代町（以下「甲」という。）と三国コカ・コーラボトリング(株)（以下「乙」という。）とは、宮代

町における災害の発生に際し、救援物資提供に関する事項について、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、災害時における物資の提供及び災害等の情報に関する協力について必要な事項を

定めるものとする。

（協力の内容）

第２条 乙は甲が災害対策本部を設置し、甲から物資の供給等の要請があった時は、次に掲げる内容に

より協力するものとする。

（１）地域貢献型自動販売機（メッセージボード搭載型）の機内在庫品の製品を甲に無償提供

（２）飲料水の優先的かつ安定供給

（３）メッセージボードの無償利用

２ 前項第３号については、災害が発生する恐れのあるとき並びに防犯活動に関する事項など、町民

の安心と安全確保に関する情報伝達についても準用して利用できるものとする。

３ 乙は、前２項の要請があったときは、速やかに支援体制を整えるなど万全を期すものとする。た

だし、道路不通及び停電等により供給に支障が生じた場合は、甲との協議により対策を講じるもの

とする。

（要請の手続）

第３条 甲は、この協定による要請を行なうときは、救援物資提供申請書（様式１）（以下「申請書」

という。）をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合には電話、ＦＡＸ、メール等により

要請することができるものとし、後日速やかに申請書を提出するものとする。

（飲料水の引き取り）

第４条 飲料水の引渡し場所については、甲、乙が協議し決定するものとし、当該場所において乙の納

品書に基づき、甲が確認の上、引き取るものとする。

（経費）

第５条 飲料水の供給価格は災害時直前における価格を基準として、甲、乙協議のうえ定めるものとす

る。

（防災訓練への参加）

第６条 甲は、甲が主催する防災訓練に乙の参加を要請することができる。この場合において乙は、非

常時に対する迅速な対応がとれるよう、積極的に参加するものとする。

（協議）

第７条 本協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議して定めるものとする。

本協定の成立を証するため、本書２通を作成し当事者記名押印のうえ、各自１通を保有する。

平成１８年３月３１日

埼玉県南埼玉郡宮代町笠原１丁目４番１号

甲 宮 代 町

宮 代 町 長 榊 原 一 雄

埼玉県桶川市加納１８０番地

乙 三国コカ・コーラボトリング株式会社

代表取締役社長 平 野 博 史
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様式１（第３条関係）

宮 発 第 号

平成 年 月 日

三国コカ・コーラボトリング㈱

代表取締役社長 様

宮代町長

救援物資提供申請書

災害時における救援物資の提供に関する協定書第２条第１項の規定により、次のとおり申請します。

飲料水の種類及び数量

物資搬入希望日時

物資搬入場所

災害対策本部設置日

電話要請者氏名

応答者氏名

物資搬入等における宮代町担当者

その他
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協定－３３ 災害時における救援物資提供に関する協定書（（株）伊藤園）

宮代町（以下「甲」という。）と株式会社 伊藤園（以下「乙」という。）は、災害時における救援物

資提供について、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、災害時における物資の提供に関する乙の甲に対する協定について、必要な事項を

定めるものとする。

（協力の内容）

第２条 甲の市内に震度５弱以上の地震または、同等以上の災害が発生若しくは発生する恐れがある場

合において、甲の対策本部が設置され、その対策本部から物資の提供について要請があった時は、乙

は以下の内容により協力するものとする。

２ 乙は甲乙間の契約に基づき設置する災害対応型自動販売機（以下「自販機」という。）の機内在

庫の製品を甲に無償提供するものとする。尚、対象となる自販機については甲乙別途覚書を締結の

上、これを定める。

３ 乙は第１項の要請があった時は、可能な範囲において速やかにフォロー体制を整えるよう努める

ものとする。

なお、道路不通及び停電等により供給に支障が生じた場合は、甲との協議により対策を講ずるも

のとする。

４ 乙は第１項の要請があった時は、可能な範囲において飲料水の供給を甲に行うものとする。

５ 前項の飲料水の引渡し場所は、甲、乙が協議し決定するものとし、当該場所において乙の納品書

等に基づき甲が確認の上引き取るものとする。又、飲料水の対価については甲が負担するものとし、

価格は災害発生直前の市場価格を基準に算定し、飲料水の引渡しまでの運賃を考慮の上、甲乙協議

して決定するものとする。

（申請の手続き）

第３条 この協定による要請を行うときは、救援物資提供申請書（様式１）をもって行うものとする。

ただし、緊急を要するときは口頭、電話等により要請することができるものとし、後日速やかに文章

を提出するものとする。

（期間）

第４条 この協定の有効期限は、協定締結の日から５年間とし、甲、乙いずれかから協定解消の申し出

がないかぎり、同一内容をもって継続するものとする。

２ 前項の解消の申し出は、１ヶ月前までに相手方に申し出るものとする。

（協議）

第５条 この協定を定めるものの他、この協定の実施に関して必要な事項、その他この協定に定めない

事項については、その都度甲乙間で協議して定めるものとする。

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙が著名押印の上各１通を保有する。

平成２５年９月６日

甲 埼玉県南埼玉郡宮代町笠原１－４－１

宮代町長 庄 司 博 光

乙 東京都渋谷区本町三丁目４７番１０号

株式会社 伊 藤 園

総務部長 川 本 正 人
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様式１

救援物資提供要請書

年 月 日

株式会社 伊藤園

久喜支店

支店長 ○ ○ ○ ○

宮代町長 ○ ○ ○ ○

災害時おける救援物資提供に関する協定第３条の規定により、次のように要請します。

1. 救援物資

2. 物資搬入日時 年 月 日 時 分

3. 物資搬入場所
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協定－３４ 災害時における飲料の提供・調達に関する協定書（ダイドードリンコ株式会

社）

宮代町（以下「甲」という。）と柴崎幸也並びにダイドードリンコ株式会社以下「乙」という。）は、風

水害・地震等の緊急時に必要な飲料の提供及び調達に関し、次のとおり協定する。

（飲料の提供）

第１条 甲は、宮代町内で震度５弱以上の地震または風水害等により大規模災害が発生した場合等にお

いて、飲料の提供が必要となるときは、乙に対して次の事項について、協力を要請することができる。

２ 災害発生時において、乙の設置した災害対応型自動販売機の機内在庫飲料

３ 前項の機内在庫飲料を提供できる状態への設定は、甲が行うものとする。

４ 第１項の要請は文書（様式第１号）をもって行うものとする。ただし、文章をもって要請するいと

まがないときは口頭で要請し、その後すみやかに文章を交付するものとする。

（飲料の調達）

第２条 甲は、宮代町内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、飲料の調達の必要

があると認めるときは、乙に対し、その保有する飲料の供給を要請することができる。

２ 前項の要請は文書（様式第２号）をもって行うものとする。ただし、文章をもって要請するいとま

がないときは口頭で要請し、その後すみやかに文章を交付するものとする。

（協力の実施）

第３条 乙は、甲の要請を受けたときは、特別の理由がない限り、他の業務に優先して甲に協力するも

のとする。

（費用負担）

第４条 第１条第１項に定める飲料の提供により発生した費用は、乙の負担とする。

２ 第２条第１項に定める飲料の調達に要した費用は、引き渡しまでの運賃を含む災害発生直前時にお

ける適正な価格（災害発生前の取引については取引時の適正な価格）を基準として、甲、乙協議して

定める。

（運搬）

第５条 飲料の運搬は、甲乙相互に協力し、第１条第１項に定める場合にあっては甲が、第２条第１項

に定める場合にあっては乙が、これを行うものとする。

（不可抗力等）

第６条 甲は災害発生時における飲料提供である事を鑑み、乙が不可抗力等により、第１条第２条、第

３条及び第５条に定める乙の義務を履行できない場合であっても、乙はその責任を負わないものとす

る。

（代金の支払い）

第７条 甲が第２条第１項の規定に基づき引き取った飲料の代金は、引き取り後、すみやかに支払うも

のとする。

（連絡責任者）

第８条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては町民生活課くらし安全室長、乙においては柴崎

幸也とする。

（協定の期間）

第９条 協定期間は賃貸借期間と同一とし、３年間とする。

（協議）

第１０条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲、乙協議して定める。

平成２６年３月１３日

甲

埼玉県南埼玉郡宮代町笠原一丁目４番１号

宮代町

宮代町長 榎本和男
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乙

住所 埼玉県南埼玉郡宮代町字姫宮１５番地

氏名 柴崎幸也

協力者

住所 埼玉県さいたま市北区宮原町１－３１１－２

氏名 ダイドードリンコ株式会社

首都圏第二営業部長 櫻井幸昌
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協定－３５ 災害時における井戸水の提供に関する協定書（井戸所有者３７名）

宮代町（以下「甲」という。）と、協力者（以下「乙」という。）は、災害の発生により上水道が途絶

えたとき、町民に対する生活用水（非飲用）の供給を円滑に行うため、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、宮代町内に災害が発生し、応急給水活動が必要になったとき、乙の積極的な協力

を得ることにより、円滑な応急給水を図ることを目的とする。

（要請）

第２条 甲は、災害の発生により応急給水が必要と認めるときは、乙に対し、生活用水の提供を要請す

るものとする。但し、甲が乙に対し通信の途絶等の理由により要請を行うことができないときは、乙

は甲の要請を待たず、状況に応じ可能な範囲において支援を実施することができるものとする。

（提供）

第３条 乙は、甲の要請があったときは、特別の理由がない限り付近住民に対し、生活用水を提供する

ものとする。

２ 前項の特別の理由とは、次のようなことをいう。

（１）災害によって、井戸が破損し給水が出来ない場合。

（２）災害によって、水が枯渇した場合。

（３）その他給水が不可能となった場合。

（看板の掲示）

第４条 甲は、乙所有の専用井戸を乙の承諾を得て「防災井戸」に指定し、付近住民の見やすい場所に

看板（様式２）を掲示するものとする。

（協議）

第５条 この協定の解釈について疑義が生じたとき、又はこの協定の実施に関して必要な事項は甲乙協

議して定めるものとする。

（有効期限）

第６条 この協定の有効期限は、協定締結の日から１年間とする。但し、期間満了の日の６ヶ月前まで

に甲乙何らかの申し出がない時は、さらに１年間延長されたものとみなす。

２ 前項の規定にかかわらず、次の特別の理由がある場合は、甲または乙は本協定を解除することがで

きる。

（１）当該井戸水が生活用水に適さなくなったとき。

（２）その他災害時における生活用水の提供に適当でないと認めるとき。

上記協定締結の証として本協定書を２通作成し、甲乙記名押印のうえそれぞれ１通を保有するものと

する。

平成２７年７月２２日

甲 住所 宮代町字宮東５１番地

氏名 宮代町水道事業

宮代町長 榎本 和男

乙 住所 宮代町

氏名
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協定－３６ 災害廃棄物等の処理に関する相互支援協定（埼玉県清掃行政研究協議会）

埼玉県清掃行政研究協議会とその会員である県、市町村及び関係一部事務組合（以下「市町村等」と

いう。）とは、災害発生時における一般廃棄物及び災害廃棄物（以下「災害廃棄物等」という。）の処理

に関する相互支援について、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 本協定は、地震等の災害により、区域内の一般廃棄物の適正処理が困難となった市町村等に対

して、県及びその他の市町村等がその円滑な処理を確保するために行う相互支援について、基本的な

事項を定める。

（役割）

第２条 市町村等は、要請に応じて、次に掲げる相互支援を行うものとする。

（１）災害廃棄物等の処理に必要な資機材等の提供及び斡旋

（２）災害廃棄物等を一時的に保管する仮置場の提供

（３）災害廃棄物等の処理に必要な職員の派遣

（４）災害廃棄物等の処理の実施

（５）その他災害廃棄物等の処理に関し必要な事項

２ 県は、前項の相互支援が円滑に行われるよう関係機関との調整に努めるものとする。

３ 埼玉県清掃行政研究協議会は、第１項の相互支援が円滑に行われるよう支援体制の構築に努めるも

のとする。

（責務）

第３条 災害廃棄物等の処理の円滑な実施及び良好な相互支援体制を確保するため、次の責務を負う。

（１）災害発生時は、相互援助の精神を持って、処理機能が確保できる施設を最大限に相互活用する

など、県内における災害廃棄物等の円滑な処理に協力しなければならない。

（２）支援要請があったときは、積極的に応ずるように努めなければならない。

（３）県外の自治体から支援要請があったときは、県内における災害廃棄物等の処理の円滑な実施に

支障が生じない範囲において、これに応じるものとする。

（費用負担）

第４条 第２条第１項に規定する相互支援に要した経費は、支援を要請をした市町村等が負担するもの

とし、支払いの方法等については、当事者間での協議の上決定するものとする。

（期間）

第５条 本協定の有効期間は、平成２０年７月１５日から平成２１年３月３１日までとする。ただし、

期間満了の一か月前までにいずれからも異議の申し出がないときは引き続き一年間有効とし、翌年度

以降においても同様とする。

（疑義が生じた場合）

第６条 相互支援を行う上で疑義が生じた場合は、埼玉県清掃行政研究協議会災害廃棄物対策部会で協

議の上、決定するものとする。

本協定成立の証として、本書２通を作成し、記名押印の上、それぞれ１通を保有する。

平成２０年７月１５日

所在地 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目１５番１号

名 称 埼玉県清掃行政研究協議会

代表者 会長 相川宗一

所在地

名 称 （県・市町村・一部事務組合８４団体）

代表者
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埼玉県清掃行政研究協議会災害廃棄物等の処理に関する相互支援要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、災害発生時において、埼玉県清掃行政研究協議会（以下「埼清研」という。）の

会員が県内の一般廃棄物及び災害廃棄物（以下「災害廃棄物等」という。）の処理を円滑に実施する

ための相互支援について、必要な事項を定める。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）災害災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に規定する災害をいう。

（２）一般廃棄物市町村及び関係一部事務組合（以下「市町村等」という。）が設置する処理施設（付

帯設備を含む。）が被災し、適正な処理の確保が困難となった生活ごみ、事業系一般ごみ、し尿その

他一般廃棄物のことをいう。

（３）災害廃棄物災害によって発生した廃棄物（ごみ、し尿、がれき、木くず等）で、市町村等が、生

活環境の保全上特に処理が必要と判断したものをいう。

（４）相互支援 次に掲げることをいう。

ア 災害廃棄物等の処理に必要な資機材等の提供及び斡旋

イ 災害廃棄物等を一時的に保管する仮置場の提供

ウ 災害廃棄物等の処理に必要な職員の派遣

エ 災害廃棄物等の処理の実施

オ その他災害廃棄物等の処理に関し必要な事項

（会員の責務）

第３条 会員は、災害廃棄物等の処理の円滑な実施及び良好な相互支援体制を確保するため、次の責務

を負う。

（１）災害発生時は、相互援助の精神を持って、処理機能が確保できる施設を最大限に相互活用するな

ど、県内における災害廃棄物等の円滑な処理に協力しなければならない。

（２）支援要請があったときは、積極的に応ずるように努めなければならない。

（３）県外の自治体から支援要請があったときは、県内における災害廃棄物等の処理の円滑な実施に支

障が生じない範囲において、これに応じるものとする。

（埼清研の役割）

第４条 埼清研は、災害廃棄物等の処理に関する相互支援を円滑に実施するため、自治的な支援体制の

構築に努めるほか、次の役割を負う。

（１）災害廃棄物等の仮置場として使用可能な土地（以下「オープンスぺース」という。）及び仮設ト

イレ等の備蓄状況の調査・報告

（２）災害廃棄物対策部会の運営

（３）会員間の緊急連絡体制の整備

（４）災害廃棄物等処理対策訓練の実施

（５）関係団体との協力協定等の締結

（県の役割）

第５条 県は、災害廃棄物等の処理に関する相互支援を円滑に実施するため、関係機関との調整に努め

るほか、次の役割を負う。

（１）平常時における役割

ア 災害廃棄物処理計画の策定

イ 庁内の緊急連絡体制の整備

（２）災害発生時における役割

ア 処理施設の稼働状況等の情報収集

イ 災害廃棄物等の発生状況の情報収集

ウ 市町村等間の相互支援に係る連絡調整

エ 県外の自治体及び関係団体への支援要請に係る連絡調整

オ 県有施設等での廃棄物処理の支援協力

カ 県の備蓄物資等の提供

（市町村等の役割）

第６条 市町村等は、災害廃棄物等の処理に関する相互支援を円滑に実施するため、次の役割を負う。
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（１）平常時における役割

ア 災害廃棄物処理計画の策定

イ 庁内の緊急連絡体制の整備

ウ 災害に強い処理施設の整備

エ 近隣の市町村等との相互支援体制の確立

オ 一般廃棄物処理業者等との協力協定の締結

（２）災害発生時における役割

ア 処理施設の被害状況の把握

イ 災害廃棄物等の発生量の把握

ウ オープンスペース及び仮設トイレ等の備品の確保

（災害廃棄物対策部会）

第７条 災害廃棄物等の処理対策に関する検討、情報交換など必要な事項の協議及び調整を行うため、

災害廃棄物対策部会（以下「対策部会」という。）を設置する。

２ 対策部会は、埼清研会長、県、各ブロックの代表幹事及び対策部会の円滑な運営に必要であるとし

て埼清研会長が指名した会員で構成する。

３ 部会長は、埼清研会長とし、部会を招集する。副部会長は、部会員の中から選出する。

（支援要請）

第８条 被災した市町村等が支援を求めようとするときは、県に対して、必要な措置を要請するものと

する。

２ 前項の要請をするときは、別に定める支援要請書（様式１号）を県に提出するものとする。ただし、

そのいとまがないときは、電話、電信など災害時において使用可能な方法で要請を行い、後に支援要

請書を提出することができる。

（県の調整）

第９条 県は、災害廃棄物等の発生状況や要請内容を踏まえ、被災した市町村等の属するブロックの部

会員と調整の上、当該ブロック内の市町村等に協力を要請する。ただし、被災した市町村等が近隣の

市町村等へ直接支援を要請することについては、これを妨げない。なお、支援を要請したときは、そ

の旨を県に報告するものとする。

２ 県は、被災した市町村等の属するブロック内での処理が困難なとき、他のブロックの部会員と調整

の上、他のブロックの市町村等又は協力協定を締結している関係団体に協力を要請する。

３ 県は、会員間での相互支援の確保が困難なとき、被災した市町村等と必要な調整の上、県外の自治

体に協力を要請する。

４ 県は、県外の自治体から支援要請があったとき、県内における災害廃棄物等の処理の円滑な実施に

支障が生じない範囲において、市町村等に対して協力を求めるものとする。

（支援実施内容の報告）

第１０条 災害廃棄物等の処理に関する支援を行った市町村等は、別に定める実績報告書（様式２号）

を県に提出するものとする。

（協定の締結）

第１１条 県内の災害廃棄物等の処理に関する相互支援体制の確立を目的として、埼清研会長と各会員

の間で、あらかじめ協定を締結するものとする。

２ 前項の規定により締結した協定は、会員相互が協定を締結したものとみなす。

（費用負担）

第１２条 第２条第４項に規定する相互支援に要した経費は、支援を要請した市町村等が負担するもの

とし、支払いの方法等については、当事者間での協議の上決定するものとする。

（計画書等の提出）

第１３条 会員は、毎年５月末日までに、前年度末におけるオープンスぺース及び仮設トイレ等の備蓄

数を、別に定める報告書（様式３号）により埼清研会長に提出するものとする。

２ 会員は、災害廃棄物処理計画を策定又は変更したときは、埼清研会長に報告するものとする。

３ 埼清研会長は、第４条（３）の緊急連絡網及び（５）の関係団体との協力協定の状況並びに前２項

の報告書をとりまとめ、会員に報告するものとする。

附則

この要綱は、平成２０年７月１５日から施行する。

この要綱は、平成２２年５月２５日から施行する。
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協定－３７ 災害時における棺等葬祭用品及び遺体の搬送等の協力に関する協定書（有限

会社さいかつ式典 他）

宮代町（以下「甲」という。）と有限会社さいかつ式典（以下「乙」という。）とは、災害時における

協力に関し、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、宮代町内において地震、風水害、その他災害が発生したことにより、災害対策本

部が設置される災害時（以下「災害時」という。）に多数の死亡者が一時的、集中的に発生した場合

に、次の事項について甲が乙に要請することにより、乙が甲に対し協力することを定めるものとする。

（１）棺・ドライアイス等葬祭用品の供給業務

・棺や納棺のために必要な物品の遺体安置所等への供給

・骨つぼ、骨箱の火葬場への供給

（２）遺体の搬送業務

・警察からの遺体引き渡しや遺体安置所から火葬場への遺体の搬送

（協力要請）

第２条 前条の規定により甲が乙に協力の要請をするにあたっては、次に掲げる事項を示して、原則と

して文書を以って行うものとする。ただし、緊急やむを得ない事態等が発生した場合、口頭又は電話

等をもって連絡するものとし、その後に甲は要請する文書を乙に提出するものとする。

（１）要請を行った者の職名・氏名

（２）要請の理由

（３）要請する搬送車等の台数及び棺等葬祭用品の数量

（４）要請期間及び要請場所

（５）その他甲の要請を行うために必要な事項

（供給等業務）

第３条 甲の要請により、棺・ドライアイス等葬祭用品の供給業務及び遺体の搬送業務（以下「災害対

応業務」という。）に従事する乙は、甲の指示に従い業務に従事するものとする。その他乙の事業の

協力できる範囲内で、甲の要求により乙が応じられるものについても同様とする。

（報告）

第４条 乙は、前条の規定に基づき協力したときは、次に掲げる事項を文書をもって甲に報告するもの

とする。

（１）搬送車等の台数及び棺・ドライアイス等葬祭用品の数量

（２）履行期間及び履行場所

（３）従事者名簿

（４）その他甲の要請により乙が提供又は従事した業務に係る必要な事項

（経費の負担）

第５条 災害対応業務その他協力に要した経費は、甲が負担するものとする。

（経費の請求）

第６条 乙は、災害対応業務その他協力実績を集計し、甲に一括して請求するものとする。

（経費の支払い）

第７条 甲は前条の規定に基づき乙から経費の支払い請求があった場合は、その内容を検査のうえ、乙

の指定先に支払うものとする。

（価格の決定）

第８条 甲が負担する経費の価格は、災害時直前における災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）

に基づく基準額を参考として、甲、乙協議の上決定するものとする。

（支援体制の整備）

第９条 乙は、災害対応業務の協力が図れるよう広域応援体制及び情報伝達連絡体制等の整備に努める

ものとする。

（連絡責任者）

第１０条 この協定の実施に関する連絡責任者は、甲にあっては宮代町町民生活課戸籍住民室長、乙に

あっては有限会社さいかつ式典 金子哲也とする。
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（災害時の情報提供）

第１１条 乙は、災害対応業務の活動中に災害情報を確認したときは、速やかに甲に連絡するものとす

る。

第１２条 甲は、災害対応業務の活動が図れるよう遺体安置所等に関し重要な変更が生じた場合、乙に

連絡するものとする。

（協定実施の円滑化）

第１３条 この協定に基づく協力が、円滑に行われるよう定期的に関係者にて協議を実施するものとす

る。

（定めのない事項）

第１４条 この協定に関し、定めのない事項及びこの協定の解釈について疑義が生じた場合は、その都

度、甲・乙協議のうえ決定するものとする。

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、各々署名押印の上、各１通を保管する。

平成２１年７月８日

埼玉県南埼玉郡宮代町笠原１丁目４番１号

甲 宮代町

宮代町長 榊原一雄

埼玉県南埼玉郡宮代町西原４８０番地４

乙 有限会社さいかつ式典

代表取締役 金子圭佑

＊以下同様協定締結先

乙 株式会社東武セレモニー

代表取締役社長 宮澤 顕
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協定－３８ 災害廃棄物等の処理の協力に関する協定（埼玉県一般廃棄物連合会）

埼玉県清掃行政研究協議会（以下「甲」という。）と埼玉県一般廃棄物連合会（以下「乙」という。）

は、災害暁棄物等の処理に関し、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、埼玉県内において地震等の災害が発生して、市町村及び関係一部事務組合（以下

「市町村等」という。）が設置する処理施設（付帯設備を含む）が被災し、適正な処理が困難となっ

た場合に、甲が乙に災害廃棄物等の撤去、収集・運搬及び処分等の協力を要請し、速やかに、県民の

安心・安全な生活環境を確保するに当たって、必要な事項を定める。

（定義）

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

（１）災害 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に規定する災害をいう。

（２）災害廃棄物等 災害によって多量に排出された一般廃棄物及び災害に伴い緊急に処理する必要

が生じた廃棄物をいう。

（協力要請）

第３条 甲は、市町村等が実施する次の各号の事業（以下「災害廃棄物等の処理」という。）について、

市町村等からの要請に基づいて、乙に協力を要請するものとする。

（１）災害廃棄物等の撤去

（２）災害廃棄物等の収集・運搬

（３）災害廃棄物等の処分

（４）前各号に伴う必要な事項

（災害廃棄物等の処理の実施）

第４条 乙は、甲から要請があったときは、必要な人員、車両、資機材を調達し、市町村等が実施する

災害廃棄物等の処理に可能な限り協力するものとする。

２ 乙は、災害廃棄物等の処理に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

（１）周囲の生活環境を損なわないよう十分に配慮すること。

（２）災害廃棄物等の再利用及び再資源化に配慮し、その分別に努めること。

（情報の共有）

第５条 甲は、第３条に規定する要請に当たっては、乙に対して、県内の被災、復旧状況等の必要な情

報を提供するものとする。

２ 乙は、災害発生後速やかに、甲に対して、災害廃棄物等の処理に関し協力可能な会員の状況を報告

するものとする。

３ 甲は、毎年５月３１日までに、乙に対して、前年度末の市町村等が設置する処理施設に関する情報

を提供するものとする。

４ 乙は、毎年５月３１日までに、甲に対して、前年度末の乙の会員について、その従業員数、車両及

び資機材等の状況を提供するものとする。

（協力要請の手続）

第６条 甲は、第３条に規定する要請に当たっては、次の各号に掲げる事項を記載した文書を乙に送付

するものとする。ただし、文書により難い場合は、この限りでない。

（１）協力を要請する市町村等の名称

（２）要請の内容

（３）その他必要な事項

２ 第３条の規定による要請は、当該協力を要請する市町村等から乙及び乙の会員に対する災害廃棄物

等の処理の委託とみなす。

（実施内容の報告）

第７条 乙は、災害廃棄物等の処理を実施したときは、次の各号に掲げる事項を文書で甲に報告するも

のとする

（１）協力を受けた市町村等の名称

（２）協力の内容

（３）その他必要な事項
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（費用負担）

第８条 第３条に規定する要請に基づき乙が実施した災害廃棄物等の処理に要した費用については、協

力を受けた市町村等が負担するものとする。

２ 前項の費用の負担については、乙と当該市町村等が協議の上、決定するものとする。

３ 前項の協議に先立って、甲は、乙に対して、災害廃棄物等の処理に係る標準的な費用の提示を求め

ることができる。

（損害補償）

第９条 第３条に規定する要請に基づき乙が実施した災害廃棄物等の処理により生じた損害の補償に

ついては、乙と当該市町村等が協議の上、決定するものとする。

（連絡窓口）

第１０条 この協定に関する相互の連絡窓口は、甲においては埼玉県環境部資源循環推進課、乙におい

ては埼玉県一般廃棄物連合会事務局とする。

（県外支援の協力）

第１１条 埼玉県以外の都道府県において発生した災害に対して甲が災害廃棄物等の処理を支援する

場合、乙は、甲の要請に応じて可能な限り協力をするものとする。

（協議）

第１２条 この協定に定めのない事項又は内容に疑義が生じた場合は、甲、乙協議して定める。

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれ１通を保有するも

のとする。

平成２２年８月６日

埼玉県川越市元町１丁目３番１号（川越市役所内）

甲 埼玉県清掃行政研究協議会 会長 川合 善明

埼玉県さいたま市浦和区常盤３丁目１１番２号

乙 埼玉県一般廃棄物連合会 理事長 神原 遑



- 173 -

協定－３９ 災害時における被災者等相談の実施に関する協定書（埼玉司法書士会）

宮代町（以下「甲」という。）と埼玉司法書士会（以下「乙」という。）は、災害時における被災者等

（被災者並びにその雇用主、従業者、相続人及び親族をいう。以下同じ。）からの相談（以下「被災者

等相談」という。）に関し、以下のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に定める災害が発生

した場合（以下「災害時」という。）において、被災者等相談の円滑かつ適切な実施に資することを

目的とする。

（派遣要請等）

第２条 甲は、災害時において被災者等相談の必要が生じたときは、乙に対して協力を要請することが

できるものとする。

２ 乙は、甲から前項に規定する要請（以下「要請」という。）を受けた場合は、速やかに被災者等相

談を行う司法書士（以下「相談員」という。）の派遣実施計画を作成し、甲に報告するものとする。

３ 乙は項に規定する派遣実施計画に基づき、甲が指定する相談窓口に相談員を派遣するものとする。

４ 乙は、前、相談員を乙又は乙の関係団体の会員の中から選出するものとする。

（被災者等相談の範囲）

第３条 相談員は、次に掲げる相談を行うものとする。

（１）相続に関する相談

（２）不動産登記及び商業・法人登記に関する相談

（３）不在者財産管理制度及び相続財産管理制度に関する相談

（４）成年後見制度に関する相談

（５）その他司法書士法に定める業務に関する相談

（要請の方法）

第４条 甲が要請を行うときは、乙に相談の内容、場所及び期間その他必要事項を明らかにした別紙様

式「災害時支援協力要請書」（以下「要請書」という。）を提出するものとする。ただし、要請書を提

出することが困難な場合には、口頭等により要請することができる。

（態勢整備等）

第５条 乙は、甲の要請に対応できる態勢を確保するように努めるものとする。

２ 乙は、要請に対応し、又は前項の態勢を確保するため、連絡態勢、連絡方法及び連絡手段について、

被災者等相談責任者を定め、平常時から連絡調整に努めるものとする。

３ 乙は、甲から要請を受けた場合において、乙のみで対応できないときは、乙の関係団体に支援を求

めることができるものとする。

（費用負担）

第６条 被災者等相談の実施に必要な人件費、調査費及び物件費は、乙が負担するものとする。ただし、

甲から相談機材や相談場所等の提供を受ける場合はこの限りでない。

（相談料）

第７条 乙及び相談員は、被災者等相談の相談者から相談料を徴しないものとする。

（情報交換等）

第８条 甲及び乙は、被災者等相談を円滑に実施できるよう、平常時から災害対策及び派遣実施計画作

成に必要な情報交換並びに資料の提供を行うとともに必要に応じ協議を行うものとする。

（連携）

第９条 乙は、乙が被災者等相談を円滑に実施するに当たり、他機関と連携する必要があるときは、甲

に他機関等との調整を申し入れ、当該調整を了した上、当該被災者等相談を実施するものとする。

（協定の存続期間）

第１０条 この協定の存続期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了日の１か月前ま

でに甲又は乙から申出がなかった場合は、協定の存続期間が更に１年間自動延長されるものとする。

２年目以降も同様とする。

（協議）

第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、甲及び乙が

協議して定めるものとする
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この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。

平成２８年１０月１１日

（甲）埼玉県南埼玉郡宮代町笠原一丁目４番１号

宮代町

町 長 榎本 和男

（乙）さいたま市浦和区高砂三丁目１６番５８号

埼玉司法書士会

会 長 山嵜 秀美
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災害時支援協力要請書

年 月 日

埼玉司法書士会 御中

要請者

（担当）

電 話

次のとおり「災害時における被災者等相談の実施に関する協定」による相談員の派遣を要請します。

派遣日時

派遣場所

及び人数

相談内容

その他
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協定－４０ 地域貢献型広告に関する協定書（東電タウンプランニング株式会社）

宮代町（以下「甲」という。）と、東電タウンプランニング株式会社埼玉総支社（以下「乙」という。）

は、宮代町内における地域貢献型広告（以下「広告」という。）の掲出について、次のとおり協定を締

結する。

（目的）

第１条 この協定は、宮代町内に広告を掲出することにより、町民などに対し、地域に必要な公共的な

情報を発信することを目的とする。

（定義）

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）地域貢献型広告 乙の実施している電柱広告事業において、民間企業などの電柱広告（巻広告）

と併せて地域の公共的な情報を記載するものをいう。

（２）公共的な情報防災関係・防犯関係・公共施設案内・観光名所などをいう。

（３）広告主本協定の趣旨に賛同する民間企業などをいう。

（情報提供）

第３条 甲は、広告の掲出のために必要な情報を乙に提供し、本協定の目的の実現に必要な指導・協力

を行うものとする。

（乙の業務）

第４条 乙は次に掲げる事項を誠実に実行するものとする。

（１）この協定の趣旨に賛同する広告主を募り、第６条に基づき広告の掲出及び維持管理を行うこと。

（２）広告の掲出状況について、掲出状況の変更時及び甲が求める時に報告を行うこと。

（３）内容・施設等の変更により、広告の表示に訂正が生じた場合は、甲と協議のもと必要な処置を講

ずること。

（広告の仕様）

第５条 広告の仕様は、別紙「地域貢献型広告デザイン」を基本とする。

（広告の掲出）

第６条 広告に表示する内容については、広告主の希望を確認後、甲乙協議の上決定する。

２ 広告の掲出については、甲乙協議の上、法令等を遵守すると共に公序良俗に反しないものとする。

（経費）

第７条 広告の掲出にあたり、必要な経費は広告主及び乙が負担し、甲はその一切を負担しないものと

する。

（協議）

第８条 この協定の実施に関し必要となる事項及び協定に定めのない事項又は協定の解釈に疑義が生

じた場合には、甲乙協議の上、決定する。

（有効期間）

第９条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲または乙が書面をもって協定終

了の通知をしない限り、その効力は継続するものとする。

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙はそれぞれ記名押印のうえ各１通を所有

するものとする。

平成２９年３月１３日

甲 南埼玉郡宮代町笠原１－４－１

宮代町

宮代町長 榎本和男

乙 さいたま市北区日進町二丁目５２０番地

東電タウンプランニング株式会社

埼玉総支社長 石川信次
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協定－４１ 災害時における家屋被害認定調査に関する協定書（埼玉土地家屋調査士会）

宮代町（以下「甲」という。）と埼玉土地家屋調査士会（以下「乙」という。）とは、地震、風水害そ

の他の災害（以下「災害」という。）時における家屋被害認定調査（以下「認定調査」という。）につい

て、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、甲の町内において災害が発生した場合に、乙が甲に対して行う支援に関し、その

手続を定め、円滑な支援が実施できるよう必要な事項を定めるものとする。

（支援の内容）

第２条 甲は乙に対し、次の事項について支援を要請することができる。

（１）災害に係る住家の被害認定基準運用指針（平成２５年内閣府（防災担当））に基づき、甲の職員

と連携した町内家屋の調査に関すること。

（２）甲が発行したり災証明について、住民からの相談に関すること。

（支援の要請）

第３条 甲は乙に対し、前条に定める支援を受けようとする場合には、認定調査を実施する所在地、内

容等、必要事項を記載した「被害認定調査要請書」（別紙様式１）をもって行うものとする。ただし、

緊急を要するときは口頭、電話等により要請することができるものとし、事後速やかに被害認定調査

要請書を提出するものとする。

（支援の実施）

第４条 乙は、甲から前条の要請を受けた時は、被害認定調査要請承諾書（別紙様式２を提出するとと

もに、速やかに乙の会員を甲に派遣し、認定調査を実施するものとする。ただし、特別な事情により

支援ができない場合には、その旨を遅滞なく報告するものとする。

（費用の負担）

第５条 甲は、前条の規定により派遣された会員の人件費は負担しない。

２ 乙が、甲の要請により認定調査を実施する場合の必要な資機材の費用については甲が負担するもの

とする。

（費用の請求）

第６条 乙は、認定調査が完了したときは、速やかに前条第２項の費用を甲に請求するものとする。

２ 甲は、前項の規定により請求された内容を確認の上、適当と認めたときは、速やかに乙に支払うも

のとする。

（守秘義務）

第７条 乙及び乙の会員は、認定調査の実施により知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（従事者の災害補償）

第８条 乙は、認定調査に従事した乙の会員が当該調査のために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した

場合は、乙が別途加入する災害補償保険等により対応する。

（有効期間）

第９条 本協定の有効期間は、協定締結の日から平成３０年３月３１日までとする。ただし、協定期間

満了の１箇月前までに甲乙いずれかからの協定解除の申出がないときは、更に１年延長するものとし、

その後においても同様とする。

（協議）

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関して疑義が生じたときは、その都度甲乙

間で協議の上決定する。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙署名押印の上、各１通を保有するものとす

る。

平成２９年３月１５日

宮代町笠原１丁目４番１号

甲 宮代町

町長 榎本和男
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さいたま市浦和区高砂４丁目１４番１号

乙 埼玉土地家屋調査士会

会長 佐藤忠治
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別紙様式１ （第３条関係）

年 月 日

（ 時 分）

被害認定調査要請書

埼玉土地家屋調査士会会長 様

宮代町長

災害時における家屋被害認定調査に関する協定第３条の規定により、次のとおり要請します。

１ 要請地域・内容

内 容 備 考

要請地域 宮代町

認定調査内容

（被害内容）

地震被害、浸水被害、土砂崩れ被害

その他（ )

その他の要請事項

２ 要請人員 名

３ 集合場所

【要請担当者】

担当課

氏 名

電 話

携 帯

F A X



- 180 -

別紙様式２ （第４条関係）

年 月 日

（ 時 分）

被害認定調査要請承諾書

宮代町長 様

埼玉土地家屋調査士会会長

年 月 日 時 分に要請がありました件については、災害時における家屋被害認定調査に関する

協定第４条の規定により次のとおり承諾します。

１ 要請地域・内容

内 容 備 考

要請地域 宮代町

認定調査内容

（被害内容）

地震被害、浸水被害、土砂崩れ被害

その他（ )

その他の要請事項

２ 要請人員 名

３ 集合場所

【派遣担当者】

氏 名

電 話

携 帯

F A X
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様式集
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様式－１ 防災点検報告書（公共施設管理者→町民生活課）

防 災 点 検 報 告 書

施設管理者印

施 設 名 称 点検年月日 年 月 日

点検者所属・氏名

区 分 点 検 項 目 適 否 処理の状況

建築物関係

・建築物に亀裂，老朽化等の異常はないか

・出入り口、老化、階段等に転倒、落下のおそれがあ

る物を置いていないか

・ロッカー、キャビネット、自動販売機等に転倒のお

それはないか

・窓ガラスにひび割れ等の異常はないか

・屋外の看板、室外機等に落下のおそれはないか

・

・

防火施設関係

・避難階段等の出入口に障害物はないか

・廊下等に可燃物は放置されていないか

・防火戸、防火シャッター等は正常に機能しているか

・

・

火気使用施設

整備器具関係

・火気使用施設器具等は転倒、落下のおそれはないか

・プロパンガスボンベなどの燃料容器の転倒防止措

置はなされているか

・火気使用設備器具の周辺に燃えやすい物を置いてい

ないか

・

・

消防用設備関係

・消火器等が指定された場所にあるか

・消火器等の付近に障害物はないか

・避難器具は破損しているものはないか

・自動火災報知設備、非常通報装置等は正常に機能す

るか

・

・

その他 *その他点検で判明した異常点

（注）各点検項目の空欄部分は、施設の実情に応じて必要な点検項目を設定し記入する。
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様式－２ 警戒・非常配備報告書（各班→本部）

町 長

警 戒 ・ 非 常 配 備 報 告 書

下記のとおり警戒配備したので人員の報告をいたします。

配 備 体 制 第 配備

配 備 時 間 年 月 日（ ） 時 分

災 害 種 別 地震 ・ 風水害 ・ その他

所 属 名

待 機 場 所

人 員 名

課 名 課

Ｎｏ． 課長名 担当名 職・氏 名 備 考

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７
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様式－３ 発生速報（本部→県）

発 生 速 報
宮代町

日 時 分 受信
発信者 受信者

１ 被害発生
自 月 日 時 分

至 月 日 時 分

２ 被害場所

３ 被害程度

４ 災害に対する

措 置

５ その他必要事項

「注」内容は簡単に要を得たものとする。
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様式－４ 経過速報（本部→県）

宮代町

経 過 速 報（中間報告）

発信者 受信者
災害の種別
被害報告 月 日 時 分 現在
被害区分 発生 経過

区分 被害 区分 被害
人

的

被

害

死者 人 田
畑
被
害

田 流失・埋没 流 埋
行方不明 人 冠水ha

負

傷

者

重傷 人 畑 流失・埋没 流 埋

軽傷 人
冠水ha

道路
被害

決壊 箇所

住

家

被

害

全壊
（焼）
（流失）

棟 冠水 箇所
世 そ

の
他
被
害

文教施 箇所
人 病院 箇所

半壊
（焼）

棟 橋梁 箇所
世 河川 箇所
人 砂防 箇所

一部破損
棟 清掃施 箇所
世 崖くず 箇所
人 鉄道不 箇所

床上浸水
棟 被害船 隻
世 水道 戸
人 電話 回線

床下浸水
棟 電気 戸
世 ガス 戸
人 ﾌﾞﾛｯｸ塀 箇所

非

住

家

被

害

公共
建物

全壊（焼） 棟 り災世帯数 世帯
半壊（焼） 棟 り災者数 人

そ

の

他

全壊（焼）
棟 火

災

発

生

建物
危険物 件

半壊（焼）
棟

その他
件

災害に対してとられた措置

（１）災害対策本部設置の状況 日 時 分設置

（２）市(町村)のとった主な応急措置の状況

（３）応援要請又は職員派遣の状況

（４）災害救助法適用の状況

（５）避難命令・勧告の状況

市町村数 地区数

人 員 人

（６）消防機関の活動状況

ア 出動人員 消防職員 名

消防団員 名

計 名

イ 主な活動内容(使用した機材をふくむ)
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様式－５ 被害状況調（本部→県）

宮代町

被害状況調（最終報告）
災害の種別 発生地域

被害報告 自 月 日 至 月 日

報告区分 確 定

区分 被害 区分 被害

人

的

被

害

死者 人 田

畑

被

害

田 流失・埋没 流失 埋

行方不明 人 冠水ha

負

傷

者

重傷 人 畑 流失・埋没 流失 埋

軽傷 人 冠水ha

道路

被害

決壊 箇所

住

家

被

害

全壊

（焼）

（流失）

棟 冠水 箇所

世 そ
の
他
被
害

文教施 箇所

人 病院 箇所

半壊

（焼）

棟 橋梁 箇所

世 河川 箇所

人 砂防 箇所

一部破損 棟 清掃施 箇所

世 崖くず 箇所

人 鉄道不 箇所

床上浸水 棟 被害船 隻

世 水道 戸

人 電話 回線

床下浸水 棟 電気 戸

世 ガス 戸

人 ﾌﾞﾛｯｸ塀 箇所

非

住

家

被

害

公共

建物

全壊（焼） 棟 り災世帯数 世帯

半壊（焼） 棟 り災者数 人

そ

の

他

全壊（焼） 棟 火

災

発

生

建物

危険物 件

全壊（焼） 棟 その他 件
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区 分 被 害

市災

町害

村対

策

本

部

名称
公立文教施設 千円

農林水産施設 千円
設置 月 日 時

公共土木施設 千円

その他公共施設 千円
解散 月 日 時

小計 千円

公立施設被害

市町村数
団体

災設

害置

対市

策町

本村

部数
そ

の

他

農産被害 千円

林産被害 千円

畜産被害 千円

水産被害 千円 計 団体

商工被害 千円 災適

害用

救市

助町

法村

名 計 団体

その他 千円 消防職員出動延人数 人

被害総額 千円 消防団員出動延人数 人

備

考

１ 災害発生場所

２ 災害発生年月日

３ 災害の種類概況

４ 消防機関の活動状況

５ その他（避難の勧告・指示等の状況）
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様式－６ 対応記録用紙（税務班→本部又は各担当班）

本部長 副本部長 副本部長 副本部長 受付者

対 応 記 録 用 紙

受付年月日 年 月 日（ ） 午前 ・ 午後 時 分

住 所 地区名等

氏 名 電 話

内容

回答

担当班

(担当者)

指令

(受領) 午前 ・ 午後 時 分

対応

処 理 処理済 未処理 年月日 午前 ・ 午後 時 分
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様式－７ 救助実施記録日計票（本部→県：災害救助法関係）

救 助 実 施 記 録 日 計 票

救助の種類

宮 代 町

責 任 者 印

地区責任者 印

No． 月 日 時 分

員 数 （世 帯）

品 目（数量金額）

受 入 先

払 出 先

場 所

方 法

記 事

〈記入要領〉

① 各救助の種類ごとに作成すること。

② 記録票欄外のナンバー欄には記録票作成ごとに一連番号を附するものとし、前回分を訂正する必要

が生じた場合、例えば、No.５の次に No.１の分を訂正する場合には、No.６(No.１訂正)のように記

載の上、前回分 No.１の記録票には（No.５に訂正済みのため）朱で×印を附し、廃棄することなく、

そのままナンバー順に綴っておくこと。なお、救助の実施種類が多い場合には、救助の種類ごとに

一連番号を附しナンバー順につづっておくこと。

③ 記録票欄外の救助の種類欄に、該当する救助名を記入し、欄内該当欄に必要最小限度の事項を記入

する。

④ 機械器具等を無償で借り上げた場合についても記録票を作成する。

⑤ 災害救助基金より放出された場合についても同様とする。

⑥ 被服寝具その他生活必需品の給与等で、県調達分と町調達分の双方があるときはそれぞれ個別に記

録票を作成する。

※ 災害救助法が適用されない場合にも本様式を使用する。
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様式－８ 医療衛生材料受払簿（本部→県：災害救助法関係）

医 療 品 衛 生 材 料 受 払 簿

避難所名

医薬品衛生材料 年月日 品名 単位 摘要 受 払 残 備 考

記入者

職氏名

（注）１「摘要」欄に購入または受入れ先及び払出し先を記入すること。

２「備考」欄に購入単価及び購入金額を記入すること。

３ 各救助の種目別最終行欄に受、払、残の計及びそれぞれの金額を明らかにすること。

なお、物資等において、県より受入分及び町調達分がある場合には、それぞれの別に受、払、

残の計及びそれぞれの金額を明らかにしておくこと。

４ 救護班による場合には、救護班毎に救護業務従事期間中における品毎の使用状況を記入する

こと。

なお、「備考」欄に払高数量（使用数量）に対する金額を記入すること。

※ 災害救助法が適用されない場合にも本様式を使用する。
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様式－９ 救護班活動状況（本部→県：災害救助法関係）

救 護 班 活 動 状 況

救護班

班長：医師 氏名 ㊞

月 日
市（区）町

村名
患者数

措置の

概 要

遺体の

検案数
修繕費 備 考

人 人 円

計

（注）｢備考｣欄に班の編成、活動期間を記入すること。

※ 災害救助法が適用されない場合にも本様式を使用する。
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様式－１０ 衛生材料等受払簿（本部→県：災害救助法関係）

衛 生 材 料 等 受 払 簿

避難所名

衛生材料等 年月日 品名 単位 摘要 受 払 残 備 考

記 載 者

班・職・氏名

（注）１「摘要」欄に購入または受入れ先及び払出し先を記入すること。

２「備考」欄に購入単価及び購入金額を記入すること。

３ 各救助の種目別最終行欄に受、払、残の計及びそれぞれの金額を明らかにすること。

なお、物資等において、県より受入分及び町調達分がある場合には、それぞれの別に受、払、

残の計及びそれぞれの金額を明らかにしておくこと。

４ 救護班による場合には、救護班毎に救護業務従事期間中における品毎の使用状況を記入する

こと。

なお、「備考」欄に払高数量（使用数量）に対する金額を記入すること。

※ 災害救助法が適用されない場合にも本様式を使用する。
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様式－１１ 助産台帳（本部→県：災害救助法関係）

助 産 台 帳

市町村名 宮 代 町

分べん者

氏 名

分べん

日 時
助産機関名 分べん期間 金額 備考

月 日～ 月 日 円

計

※ 災害救助法が適用されない場合にも本様式を使用する。
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様式－１２ 応援・受援管理帳票（事務局（応援・受援担当））

応援要請の内容

担当班、担当者 班： 氏名：
担当連絡先 内線： 外線：

FAX： メール：

応援要請先の名称

所在地
都 道

府 県

担当者名 担当者連絡先 電話 FAX

メール

区分 資源の内容(具体的な名称)
人数

・個数

要請場所・到着場所

派遣・送付手段

出発・送付予定(上)
到着日時 待機・集積場所

派遣・貸借

終了予定到着予定(下)

人的

物的

月 日

月 日
月 日 月 日

人的

物的

月 日

月 日
月 日 月 日

人的

物的

月 日

月 日
月 日 月 日

人的

物的

月 日

月 日
月 日 月 日

人的

物的

月 日

月 日
月 日 月 日

人的

物的

月 日

月 日
月 日 月 日

人的

物的

月 日

月 日
月 日 月 日

備考（返却義務の有無（物的）、応援要請に係る協定等）

管理帳票の記入時刻 年 月 日 時 分

管理帳票の記入者 氏名：

備考
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様式－１３ 他の地方公共団体への応援要請書（本部→他市町村：災害対策基本法第６７条第１項関係）

第 号

年 月 日

市町村長

様

宮代町長 印

災害対策基本法第６７条第１項に基づく応援要請について

標記について、下記のとおり応援を要請します。

記

１ 災害の状況

２ 応援を希望する資機材、物資等の品名及び数量

３ 派遣を希望する職員の職種及び人員

４ 応援を必要とする場所及び応援場所への経路

５ 応援を必要とする期間

６ その他必要な事項
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様式－１４ 県への応援要請書（本部→県：災害対策基本法第６８条関係）

第 号

年 月 日

埼玉県知事

様

宮代町長 印

災害対策基本法第６８条に基づく応援の要求について

標記について、下記のとおり応援を要求します。

記

１ 災害の状況

２ 応援（応急措置の実施)を要請する理由

３ 応援を希望する物資、資材、機械、器具等の品名及び数量

４ 応援（応急措置の実施）を必要とする場所

５ 応援を必要とする活動内容（必要とする応急措置内容）

６ その他必要な事項
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様式－１５ 指定地方行政機関の職員の派遣要請書（本部→指定地方行政機関：災害対策基本法第２９

条第２項関係）

第 号

年 月 日

指定地方行政機関の長

様

宮代町長 印

災害対策基本法第２９条第２項に基づく職員の派遣要請について

標記について、下記のとおり職員の派遣を要請します。

記

１ 派遣を要請する理由

２ 派遣を要請する職員の職種別人員数

３ 派遣を必要とする期間

４ 派遣される職員の給与その他勤務条件

５ その他参考となるべき事項
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様式－１６ 指定地方行政機関の職員の派遣斡旋要求書（本部→指定地方行政機関：災害対策基本法第

３０条第１項関係）

第 号

年 月 日

埼玉県知事

様

宮代町長 印

災害対策基本法第３０条第１項に基づく職員の派遣斡旋要求について

標記について、下記のとおり職員の派遣を要請します。

記

１ 派遣の斡旋を要請する理由

２ 派遣の斡旋を要請する職員の職種別人員数

３ 派遣を必要とする期間

４ 派遣される職員の給与その他勤務条件

５ その他参考となるべき事項
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様式－１７ 他の普通地方公共団体の職員の斡旋要求書（本部→指定地方行政機関：地方自治法第２５

２条の１７関係）

第 号

年 月 日

埼玉県知事

様

宮代町長 印

地方自治法第２５２条の１７に基づく職員の斡旋要求について

標記について、下記のとおり職員の派遣を要請します。

記

１ 派遣の斡旋を要請する理由

２ 派遣の斡旋を要請する職員の職種別人員数

３ 派遣を必要とする期間

４ 派遣される職員の給与その他勤務条件

５ その他参考となるべき事項
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様式－１８ 相互応援協定にもとづく応援要請（本部→相互応援協定締結自治体）

第 号

年 月 日

様

宮代町長 印

相互応援協定等にもとづく応援要請について

標記について、下記のとおり応援を要請します。

記

１ 被害の状況

２ 応援を希望する資機材、物資等の品名、規格及び数量

３ 派遣を要請する職員の職種及び人員

４ 応援を必要とする場所及び応援場所への経路

５ 応援を必要とする期間

６ その他応援に関し必要な事項
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様式－１９ 活動記録（各班→本部）

活 動 記 録

項目
活動内容

備考

団体名

人員

業務内容

業務場所

責任者名及び連絡先など

活動期日
年 月 日（ ）午前・午後 時 分～

年 月 日（ ）午前・午後 時 分

述べ活動人数
人

特記事項

記録責任者 班 職 ・ 氏名
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様式－２０ 自衛隊への災害派遣要請依頼文書（本部→県：自衛隊法第８３条、災害対策基本法第６８

条の２項関係）

第 号

年 月 日

埼玉県知事

様

宮代町長 印

自衛隊の災害派遣要請について

自衛隊法第８３条に基づき、下記のとおり自衛隊の災害派遣の要請をお願いいたします。

記

１ 災害の状況及び派遣を要請する事由

２ 派遣を希望する期間

３ 派遣を希望する区域及び活動内容

４ その他参考となるべき事項
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様式－２１ 自衛隊への災害派遣部隊の撤収依頼文書（本部→県：自衛隊法第８１条の３項関係）

第 号

年 月 日

埼玉県知事

様

宮代町長 印

自衛隊の災害派遣部隊の撤収要請について

年 月 日付 第 号により自衛隊の災害派遣申請を依頼しましたが、下記のとおり撤

収要請をお願いいたします。

記

１ 撤収開始時期

２ 撤収の理由等



- 206 -

様式－２２ 災害ボランティア受入名簿（ボランティアセンター→本部）

災害ボランティア受入名簿

No．

NO 氏名・住所・電話 性別 年齢 職業
過去のボランティア経験の有無と

その内容及び希望する活動内容

活動期間

（日程）

氏名

住所

電話

男

・

女

有

・

無

（活動内容）

（経験）

（希望）

氏名

住所

電話

男

・

女

有

・

無

（活動内容）

（経験）

（希望）

氏名

住所

電話

男

・

女

有

・

無

（活動内容）

（経験）

（希望）

氏名

住所

電話

男

・

女

有

・

無

（活動内容）

（経験）

（希望）

氏名

住所

電話

男

・

女

有

・

無

（活動内容）

（経験）

（希望）

氏名

住所

電話

男

・

女

有

・

無

（活動内容）

（経験）

（希望）

氏名

住所

電話

男

・

女

有

・

無

（活動内容）

（経験）

（希望）

氏名

住所

電話

男

・

女

有

・

無

（活動内容）

（経験）

（希望）

氏名

住所

電話

男

・

女

有

・

無

（活動内容）

（経験）

（希望）

氏名

住所

電話

男

・

女

有

・

無

（活動内容）

（経験）

（希望）

氏名

住所

電話

男

・

女

有

・

無

（活動内容）

（経験）

（希望）

氏名

住所

電話

男

・

女

有

・

無

（活動内容）

（経験）

（希望）

受付日 年 月 日
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様式－２３ 避難者名簿（本部→県：災害救助法関係）

避 難 者 名 簿

避難所名 受付者

世帯単位で記入

住所

電話

地区名

（フ リ ガ ナ）

氏 名

続柄

性

別

年齢 職業 避難日 退去日

離 散 家 族 の

氏 名 ・ 続 柄

男

・

女

男

・

女

男

・

女

男

・

女

男

・

女

男

・

女

男

・

女

男

・

女

記 載 者

班・職・氏名

※ 災害救助法が適用されない場合にも本様式を使用する。
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様式－２４ 避難所用物資受払書（本部→県：災害救助法関係）

避 難 所 用 物 資 受 払 書

避難所名

救助の種目別 年月日 品名 単位 摘要 受 払 残 備 考

避難所用

炊出しその他に

よる食品給与用

給食用機械器具

燃料・浄水用薬

品資材

被服・寝具等

医薬品衛生材料

燃料及び消耗品

記 載 者

班・職・氏名

（注）１「摘要」欄に購入または受入れ先及び払出し先を記入すること。

２「備考」欄に購入単価及び購入金額を記入すること。

３ 各救助の種目別最終行欄に受、払、残の計及びそれぞれの金額を明らかにすること。

なお、物資等において、県より受入分及び町調達分がある場合には、それぞれの別に受、払、

残の計及びそれぞれの金額を明らかにしておくこと。

４ 救護班による場合には、救護班毎に救護業務従事期間中における品毎の使用状況を記入する

こと。

なお、「備考」欄に払高数量（使用数量）に対する金額を記入すること。

※ 災害救助法が適用されない場合にも本様式を使用する。
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様式－２５ 避難所設置及び収容状況（本部→県：災害救助法関係）

避 難 所 設 置 及 び 収 容 状 況

市町村名 宮 代 町

避難所の名称 種 別 開設期間 実人員 延人員
物品使用状況 実出

支額
備考

品名 数量

月 日

～ 月 日
人 人

月 日

～ 月 日
人 人

月 日

～ 月 日
人 人

月 日

～ 月 日
人 人

月 日

～ 月 日
人 人

月 日

～ 月 日
人 人

月 日

～ 月 日
人 人

月 日

～ 月 日
人 人

月 日

～ 月 日
人 人

月 日

～ 月 日
人 人

月 日

～ 月 日
人 人

月 日

～ 月 日
人 人

月 日

～ 月 日
人 人

月 日

～ 月 日
人 人

記 載 者

班・職・氏名

(注) １「種別」欄は、既存建物、野外仮設、天幕の別に記入すること。

２ 物品の使用状況は、開設期間中に使用した品目別、使用数量を記入すること。

３ 他市町村の住民を収容したときは、その住所、氏名及び収容期間を「備考」欄に記入するこ

と。

※ 災害救助法が適用されない場合にも本様式を使用する。
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様式－２６ 配車要望書（各班→企画財政班又は他団体）

年 月 日

配 車 要 望 書

様

宮代町長 印

１ 使 用 目 的

２ 車 種

３ 台 数

４ 使 用 日 時 年 月 日 午前 ・ 午後 時 分

～ 年 月 日 午前 ・ 午後 時 分

５ そ の 他
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様式－２７ 緊急通行車両等確認申請書（本部→県）

緊急通行車両等確認申請書

埼玉県知事 様

住 所

申請者

氏 名 印

下記により、緊急通行（輸送）車両であることの確認を受けたいので申請します。

記

番号標に標示さ

れている番号

車両の用途（緊

急輸送を行う車

両にあっては、

輸送人員又は品

名）

使用者

住

所 電話（ ）

氏

名

通 行 日 時

通 行 経 路

出 発 地 目 的 地

備 考
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様式－２８ 給水用機械器具、燃料及び浄水用薬品資材受払簿（本部→県：災害救助法関係）

給水用機械器具、燃料及び浄水用薬品資材受払簿

市町村名 宮 代 町

救助の種目別 年月日 品名 単位 摘要 受 払 残 備 考

給食用機械器具

燃 料

浄 水 用 薬 品

資 材

記 載 者

班・職・氏名

（注）１「摘要」欄に購入または受入れ先及び払出し先を記入すること。

２「備考」欄に購入単価及び購入金額を記入すること。

３ 各救助の種目別最終行欄に受、払、残の計及びそれぞれの金額を明らかにすること。

なお、物資等において、県より受入分及び町調達分がある場合には、それぞれの別に受、払、

残の計及びそれぞれの金額を明らかにしておくこと。

※ 災害救助法が適用されない場合にも本様式を使用する。
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様式－２９ 飲料水の供給簿（本部→県：災害救助法関係）

飲 料 水 の 供 給 簿

市町村名 宮 代 町

供給

月日

対象

人員

給 水 用 機 械 器 具

実支

出額

備 考
名称

借 上 修 繕

燃料費
数量

所 有

者
金額

修繕

月日

修 繕

費

修 繕

の 概

要

人 円 月日 円 円 円

計

記 載 者

班・職・氏名

(注)１ 給水用機械器具は借上費の有償、無償を問わず作成するものとし、有償による場合にのみ

「金額」欄に額を記入すること。

２ 「修繕の概要」欄には、修繕の原因及び主な修繕箇所を記入すること。

※ 災害救助法が適用されない場合にも本様式を使用する。
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様式－３０ 炊き出しその他による食品給与物受払簿（本部→県：災害救助法関係）

炊き出しその他による食品給与物受払簿

市町村名 宮 代 町

救助の種目別 年月日 品名 単位 摘要 受 払 残 備 考

米・アルファ米、

粥

乾パン、ビスケ

ット、クラッカ

ー

パン、製麺類

牛乳、乳製品、

乳飲料類

副食類

記 載 者

班・職・氏名

※ 災害救助法が適用されない場合にも本様式を使用する。
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様式－３１ 炊出し給与状況（本部→県：災害救助法関係）

炊 き 出 し 給 与 状 況

市町村名 宮 代 町

炊出し場

の 名 称

月 日 月 日 月 日
合 計

実支出額

円
備 考

朝 昼 夜 朝 昼 夜 朝 昼 夜

計

記 載 者

班・職・氏名

注）「備考」欄は、給食内容を記入すること。

※ 災害救助法が適用されない場合にも本様式を使用する。
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様式－３２ 物資の受払簿（本部→県：災害救助法関係）

物 資 の 受 払 簿

市町村名 宮 代 町

物資の種目別 年月日 品名 単位 摘要 受 払 残 備 考

寝 具

外 衣

肌 着

身 の 回 り 品

炊 事 用 具

食 器

日 用 品

光 熱 材 料

簡 易 ト イ レ

災害時要援護者

向 け 用 品

そ の 他

記 載 者

班・職・氏名

（注）１「摘要」欄に購入または受入れ先及び払出し先を記入すること。

２「備考」欄に購入単価及び購入金額を記入すること。

３ 各救助の種目別最終行欄に受、払、残の計及びそれぞれの金額を明らかにすること。

なお、物資等において、県より受入分及び町調達分がある場合には、それぞれの別に受、払、

残の計及びそれぞれの金額を明らかにしておくこと。

※ 災害救助法が適用されない場合にも本様式を使用する。
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様式－３３ 物資の給与状況（本部→県：災害救助法関係）

物 資 の 給 与 状 況

市町村名 宮 代 町

住家被害

程度区分

世帯主

氏 名

基礎とな

った世帯

構成人員

給与月日

物資給与の品名
実支

出額
備 考布団 毛布

人 月 日 円

計
全壊 世帯

半壊 世帯

災害救助物資として上記のとおり給与したことに相違なし

年 月 日

給与責任者 氏名 ㊞

（注）１ 住家の被害程度に、全壊（焼）流出又は半壊（焼）床上浸水の別を記入すること。

２ 受領年月日に、その世帯に対して最後に給与された物資の受領年月日を記入すること。

３ 「物資給与の品名」欄に、数量を記入すること。

※ 災害救助法が適用されない場合にも本様式を使用する。
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様式－３４ 遺骨及び遺留品処理票（葬祭業者等）

遺骨及び遺留品処理票

遺留品処理番号

遺

留

品

引

取

人

氏名

住所

死亡者との関係

引取年月日 年 月 日

死

亡

者

遺体番号 第 号

氏名

住所

遺留品保管所

記 載 者

班・職・氏名
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様式－３５ 捜索用機械器具燃料受払簿（本部→県：災害救助法関係）

捜索用機械器具燃料受払簿

市町村名 宮 代 町

記 載 者

班・職・氏名

(注)１ 捜索用機械器具は購入及び借上費の有償、無償を問わず作成するものとし、有償による場合にのみ「金額」欄に額を記入すること。

２ 「修繕の概要」欄には、修繕の原因及び主な修繕箇所を記入すること。

※ 災害救助法が適用されない場合にも本様式を使用する。

供給

月日

対象

人員

捜 索 用 機 械 器 具 燃 料

燃料費

実支

出額

備 考
名称

購 入 借 上 修 繕

数量 購入先 金額 数量 所有者 金額
修繕

月日
修繕費

修繕の

概要

円 円 円 円
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様式－３６ 遺体の捜索状況記録簿（本部→県：災害救助法関係）

遺体の捜索状況記録簿

市町村名 宮 代 町

記 載 者

班・職・氏名

(注)１ 他市町村に及んだ場合には、備考欄に市町村名を記入すること。

２ 借上費については、有償、無償を問わず作成するものとし、有償による場合にのみ借上費「金額」欄に額を記入すること。

３「修繕の概要」欄には、修繕の原因及び主な修繕箇所を記入すること。

※ 災害救助法が適用されない場合にも本様式を使用する。

年月日
捜索人

員

捜 索 用 機 械 器 具 燃 料

燃料費

実支

出額

備 考
名称

借 上 修 繕

数量
所有者(管理

者氏名)
金額

修繕

月日
修繕費 修繕の概要

円 円 円
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様式－３７ 遺体処理台帳（本部→県：災害救助法関係）

遺 体 処 理 台 帳

市町村名 宮 代 町

処理

年月日

遺体発

見の日

及び場

所

死亡者

氏名

遺 族 洗浄等の処理

遺体の

一時保

存

検案料
実支出

額
備考

氏名

死亡者

との関

係

品名 数量 金額

円 円 円 円

計

人

※ 災害救助法が適用されない場合にも本様式を使用する。
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様式－３８ 埋葬台帳（本部→県：災害救助法関係）

埋 葬 台 帳

市町村名 宮 代 町

整理番号
死亡

年月日

埋葬

年月日

死亡者 埋葬を行った者
埋・火葬場所

納骨場所

埋葬費

備考
氏名

性別

年齢

死亡者

との関係

住所

氏名

棺（附属品を

含む。）

埋葬又は

火葬料
骨箱 計

年

月

日

年

月

日

円 円 円 円

通常 ・ 特例（現物給与）

有 ・ 無

（支給額）

円

（現物給与）

有 ・ 無

（支給等）

円

年

月

日

年

月

日

円 円 円 円

通常 ・ 特例（現物給与）

有 ・ 無

（支給額）

円

（現物給与）

有 ・ 無

（支給等）

円

年

月

日

年

月

日

円 円 円 円

通常 ・ 特例（現物給与）

有 ・ 無

（支給額）

円

（現物給与）

有 ・ 無

（支給等）

円

年

月

日

年

月

日

円 円 円 円

通常 ・ 特例（現物給与）

有 ・ 無

（支給額）

円

（現物給与）

有 ・ 無

（支給等）

円

年

月

日

年

月

日

円 円 円 円

通常 ・ 特例（現物給与）

有 ・ 無

（支給額）

円

（現物給与）

有 ・ 無

（支給等）

円

年

月

日

年

月

日

円 円 円 円

通常 ・ 特例（現物給与）

有 ・ 無

（支給額）

円

（現物給与）

有 ・ 無

（支給等）

円

年

月

日

年

月

日

円 円 円 円

通常 ・ 特例（現物給与）

有 ・ 無

（支給額）

円

（現物給与）

有 ・ 無

（支給等）

円

円 円 円 円

（現物給与）

有 ・ 無

（支給額）

円

（現物給与）

有 ・ 無

（支給等）

円

（注１）「埋葬費」欄には、現物給与の有無、埋葬又は火葬費の支給額等も各々記入すること。

（注２）「小計・合計」欄は、該当しないものを二重線で消すこと。

（注３）「備考」の欄の特例は、災害救助法の適用による。

※ 災害救助法が適用されない場合にも本様式を使用する。
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様式－３９ 学用品の給与状況（本部→県：災害救助法関係）

学 用 品 の 給 与 状 況

市町村名 宮 代 町

学校名

学

年

児童

（生

徒）

氏名

親

権

者

氏

名

給与

月日

給 与 品 の 内 訳

実支

出額
備考

教 科 書 その他学用品

月

日

円

計

小学

校

人 円

中学

校

人 円

学用品を上記のとおり給与したことに相違なし

年 月 日

給与責任者（学校長）

氏 名 印

（注）１「給与月日」欄は、その児童（生徒）に対して最後に給与した給与年月日を記入すること。

２ 「給与品の内訳」欄には、数量を記入すること。

※ 災害救助法が適用されない場合にも本様式を使用する。
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様式－４０ 応急仮設住宅台帳（本部→県：災害救助法関係）

応 急 仮 設 住 宅 台 帳

市町村名 宮 代 町

応急仮設

住宅番号

世帯主

氏 名

家族

数

所在地 構造

区分

面積 敷地

区分

着工

月日

竣工

月日

入居

月日

実支

出額

備考

人

月

日

月

日

月

日 円

計 世帯

記 載 者

班・職・氏名

（注）１「応急仮設住宅番号」欄は、応急仮設住宅に付した番号とし、設置箇所を明らかにした簡単図

面を作成し添付すること。

２ 「家族数」欄は、入居時における世帯主を含めて人員数を記入すること。

３ 「所在地」欄は、応急仮設住宅を建設したところの住所を記入すること。

４ 「構造区分」欄は、木造住宅、プレハブ住宅の別を記入すること。

５ 「敷地区分」欄は、公私有別とし、有無償の別も明らかにすること。

６ 「備考」欄には、入居後における経過を明らかにしておくこと。

※ 災害救助法が適用されない場合にも本様式を使用する。
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様式－４１ 住宅応急修理記録簿（本部→県：災害救助法関係）

住 宅 応 急 修 理 記 録 簿

市町村名 宮 代 町

世帯主氏名 修理箇所概要 完了月日 実支出額 摘 要

月 日 円

計 世帯

記 載 者

班・職・氏名

※ 災害救助法が適用されない場合にも本様式を使用する。



- 226 -

様式－４２ 障害物除去の状況（本部→県：災害救助法関係）

障 害 物 除 去 の 状 況

市町村名 宮 代 町

住家被害程度

区分
氏 名 除去に要した期間 実支出額

除去に要すべき

状態の概要
備 考

月 日～ 月 日 円

計
半壊（焼） 世帯

床上浸水 世帯

記 載 者

班・職・氏名

※ 災害救助法が適用されない場合にも本様式を使用する。
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様式－４３ 義援金品受領書（福祉班・会計班→義援金品寄託者又は配送者）

義 援 金 品 受 領 書

年 月 日

様

このたびの当町の災害のために、下記義援金品をお贈りいただき、誠にありがとうござい

ました。町としては、有効に使わせていただく所存でございます。

義

援

金

金額

( )

円

現金、小切手

その他

( )

義

援

品

物 品 名 数 量 備 考

義

援

者

氏 名 住 所 電 話

〒

宮 代 町 長
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様式－４４ 徴収猶予申請書（住民→税務班）

徴 収 猶 予 申 請 書

年 月 日

宮代町長あて

納 税 者 又 は

特別徴収義務者

住（居）所又は所在地

氏名又は名称及び代表者氏名 印

個人番号又は法人番号

地方税法第 条第 項の規定により下記のとおり徴収猶予を受けたいので申請します。

徴収猶予を受けようとする町の徴収金

年度 税 目
期(月)別・

事業年度
納期限 税 額

その他

徴収金額

徴 収 猶 予

申 請 額
徴収猶予期間

・ ・
円 円 円

・ ・

から

・ ・

まで

・ ・

・ ・

徴収猶予額の納付（入）の方法

年月日 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

金 額 円 円 円 円 円 円

年月日 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

金 額 円 円 円 円 円 円

申請の

理由
担 保

□有

□無

担保財産の詳細（種類、数量、

価額及び所在）又は担保を提供

できない特別の事情
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様式－４５ 減免申請書（住民→税務班）

町 税 減 免 申 請 書

年 月 日

宮代町長あて

住（居）所又は所在地

氏名又は名称及び代表者氏名 印

個人番号又は法人番号

電 話 ( )

下記のとおり減免されたく申請します。

年度 税 目 期 別 納期限 税 額 減免を受けようとする税額

・ ・
円 円

減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由

備

考
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様式－４６ 罹災証明申請書（住民→税務班）

罹 災 証 明 申 請 書

宮代町長様

申請人住所

申請人氏名 印

罹災内容

罹災年月日

年 月 日( )～ 日( )

午前 午前

午前 午後

災害の種別

台 風 号

床上 ㎝

雨 浸水の場合

床下 cm

風 ( )

地 震( )

火 災( )

その他( )

罹災箇所

住所

家 屋(居間・台所・風呂場・その他)

合計 ㎡

店 舗 ㎡

事務所 ㎡

工 場 ㎡

その他

備 考

年 月 日

上記のとおり罹災したことを証明願います。

時 ～ 時にかけて
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様式－４７ 罹災証明書（税務班→住民）

罹 災 証 明 書

申請人住所

申請人氏名

罹災内容

罹災年月日

年 月 日( )～ 日( )

午前 午前

午前 午後

災害の種別

台 風 号

床上 ㎝

雨 浸水の場合

床下 cm

風 ( )

地 震( )

火 災( )

その他( )

罹災箇所

住所

家 屋(居間・台所・風呂場・その他)

合計 ㎡

店 舗 ㎡

事務所 ㎡

工 場 ㎡

その他

備 考

上記のとおり罹災したことを証明いたします。

年 月 日

宮代町長

時 ～ 時にかけて
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様式－４８ 罹災者台帳（税務班）

罹 災 者 台 帳
罹災証明

発行年月日

罹災年月日 世帯主名

又は事業主名

罹災の状況

（原因、人的・物的被害の状況等）罹災場所

第 号 ・ ・ 原因：１．風水害 ２．地震 ３．その他（ ） ４．不明

人的被害：１.死亡（ ）２．行方不明（ ）

３.重傷 （ ）４．軽傷 （ ）

調査実施年月日 ・ ・

調査担当者

建物被害：種類： １.住家 ２．事業所 ３.倉庫 ４．工場 ５．その他（ ）

被害： １.全壊（焼）２．流出 ３．半壊（焼）４．床上浸水 ５.床下浸水

６.一部損壊

第 号 ・ ・ 原因：１．風水害 ２．地震 ３．その他（ ） ４．不明

人的被害：１.死亡（ ）２．行方不明（ ）

３.重傷 （ ）４．軽傷 （ ）

調査実施年月日 ・ ・

調査担当者

建物被害：種類： １.住家 ２．事業所 ３.倉庫 ４．工場 ５．その他（ ）

被害： １.全壊（焼）２．流出 ３．半壊（焼）４．床上浸水 ５.床下浸水

６.一部損壊

第 号 ・ ・ 原因：１．風水害 ２．地震 ３．その他（ ） ４．不明

人的被害：１.死亡（ ）２．行方不明（ ）

３.重傷 （ ）４．軽傷 （ ）

調査実施年月日 ・ ・

調査担当者

建物被害：種類： １.住家 ２．事業所 ３.倉庫 ４．工場 ５．その他（ ）

被害： １.全壊（焼）２．流出 ３．半壊（焼）４．床上浸水 ５.床下浸水

６.一部損壊

第 号 ・ ・ 原因：１．風水害 ２．地震 ３．その他（ ） ４．不明

人的被害：１.死亡（ ）２．行方不明（ ）

３.重傷 （ ）４．軽傷 （ ）

調査実施年月日 ・ ・

調査担当者

建物被害：種類： １.住家 ２．事業所 ３.倉庫 ４．工場 ５．その他（ ）

被害： １.全壊（焼）２．流出 ３．半壊（焼）４．床上浸水 ５.床下浸水

６.一部損壊
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様式－４９ 被災証明申請書（兼証明書）（住民→税務班）

被災証明申請書（兼証明書）

年 月 日

宮代町長 様

住 所

申 請 人 ㊞

電話番号 （ ） －

下記の物件について、被災しましたことを証明願います。

記

（１）被 災 日 時 年 月 日 午前・午後 時 分頃

（２）対象物件所在地 埼玉県南埼玉郡宮代町

（３）被 災 の 原 因

（４）被 災 の 状 況

（５）証明の必要な理由 下記の該当するものに○をつけてください。

ア．損害保険等の給付金請求に必要なため

イ．災害見舞金等の請求に必要なため

ウ．その他（ ）

上記願い出のとおり，相違ないことを証明します。

第 号

年 月 日

宮代町長 ㊞
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様式－５０ 宮代町災害時業務日報（各班）

宮代町災害時業務日報

日 付 年 月 日（ ）

氏 名

場 所

時 間 内 容

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：
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様式－５１ 行方不明者受付簿（福祉班・健康介護班・教育推進班→税務班：災害救助法関係）

行 方 不 明 者 受 付 簿

対応状況、指示事項（ 月 日 時 分）

捜索結果

記 載 者

班・職・氏名

※ 災害救助法が適用されない場合にも本様式を使用する。

避難所
受付

番号

氏名
性

別

年

齢
歳

受 付 者

氏 名

本籍

届出人

（氏名）

（住所）

（電話）

現

住

所

な行

っ方

た不

場明

所と

行方不明となったときの状況

識別事項（着衣、所持品、身長、体格等）
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様式－５２ 行方不明者名簿（税務班→本部：災害救助法関係）

行 方 不 明 者 名 簿

情報源
※〇をつける

避難所・警察署・消防署・窓口・その他（ ） 受付者

地区名

番

号

（フ リ ガ ナ）

氏 名

住所

性

別

年

齢

行方不明となっ

たときの状況

識別事項（着衣、所持

品、身長、体格等）

１

男

・

女

２

男

・

女

３

男

・

女

４

男

・

女

５

男

・

女

６

男

・

女

７

男

・

女

８

男

・

女

９

男

・

女

10

男

・

女

記 載 者

班・職・氏名

※ 災害救助法が適用されない場合にも本様式を使用する。
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宮代町地域防災計画
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